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三
　
明

代

法

制

史

料

濵

島

敦

俊

総

説

　

明
代
に
は
、『
明
律
』（『
大
明
律
』
と
も
い
う
）
を
始
め
と
し
て
、
法
典
・
判
決
・
契
約
・
訴
訟
文
書
な
ど
、
多
種
の
法
制
文
献
が
存
在
し
、

法
制
史
の
み
な
ら
ず
、
歴
史
学
の
諸
分
野
に
貴
重
な
史
料
を
提
供
し
て
き
た
。
本
稿
は
、
特
に
次
の
三
種
を
選
ん
で
、
釈
読
を
試
み
る
。

　
（
A
）
弘
治
年
間
（
一
四
八
八
～
一
五
〇
五
）
に
集
成
さ
れ
た
先
例
集
『
皇
明
條
法
事
類
纂
』。
原
本
は
、
世
界
中
で
東
京
大
学
総
合
図
書

館
所
蔵
の
抄
本
が
存
在
す
る
の
み
で
あ
る
。
か
つ
て
、
抄
本
の
影
印
本
が
出
版
さ
れ
た
が
、
版
面
が
必
ず
し
も
鮮
明
で
は
な
か
っ
た
。

　
（
B
）「
判
牘
」。
裁
判
に
従
事
し
た
、
府
推
官
や
知
県
な
ど
の
地
方
官
僚
が
残
し
た
判
決
文
集
で
あ
り
、
刑
事
案
件
を
集
め
た
「
刑
案
」

に
対
し
、
主
と
し
て
民
事
紛
争
の
裁
定
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
清
代
の
判
牘
は
多
く
、
日
本
に
も
多
数
伝
来
し
て
き
た
。
し
か
し
明
代
の

そ
れ
は
、
中
国
大
陸
に
は
多
種
存
在
す
る
が
、
日
本
に
は
台
湾
で
影
印
復
刻
さ
れ
た
明
末
の
一
書
を
除
き
、
全
く
存
在
し
な
か
っ
た
。

　
（
C
）「
地
方
志
」。
広
く
は
省
レ
ベ
ル
か
ら
府
・
州
・
県
レ
ベ
ル
、
さ
ら
に
は
鎮
・
郷
レ
ベ
ル
ま
で
、
当
該
地
域
の
歴
史
や
現
況
を
紹
介

す
る
地
誌
で
あ
る
。
日
本
に
も
無
数
に
存
在
し
、
歴
史
研
究
、
特
に
近
世
・
近
代
社
会
経
済
史
研
究
の
根
本
史
料
の
位
置
を
占
め
て
き
た
。

実
は
、
こ
の
種
の
史
書
を
「
法
制
史
料
」
の
範
疇
に
含
め
る
こ
と
に
は
、
異
議
が
あ
る
か
も
し
れ
ぬ
。
し
か
し
ご
く
稀
な
が
ら
、
直
接
法

制
に
論
及
す
る
史
料
を
所
載
す
る
も
の
が
あ
り
、
ま
た
間
接
的
に
法
制
関
係
の
材
料
を
提
供
し
て
く
れ
る
も
の
も
多
々
存
在
す
る
。
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無
数
の
法
制
文
献
の
な
か
か
ら
、
あ
え
て
こ
の
三
種
を
選
択
し
た
の
は
、
法
制
史
研
究
に
有
用
と
考
え
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ

る
い
は
最
近
ま
で
公
刊
さ
れ
て
い
な
い
天
下
の
孤
本
で
あ
っ
て
利
用
に
不
便
で
あ
っ
た
こ
と
（
A
）、
あ
る
い
は
長
ら
く
日
本
に
存
在
し
な

か
っ
た
こ
と
（
B
）、
そ
し
て
狭
義
の
法
制
文
献
と
は
言
い
難
い
こ
と
（
C
）、
つ
ま
り
、
い
ず
れ
も
法
制
史
料
と
し
て
ほ
と
ん
ど
利
用
さ

れ
て
来
な
か
っ
た
こ
と
を
考
慮
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　

本
文
に
入
る
前
に
、『
明
律
』
な
ど
洪
武
年
間
（
一
三
六
八
～
一
三
九
八
）
に
頒
行
さ
れ
た
基
本
法
典
を
概
観
し
て
お
こ
う
（
こ
の
項
の
法

制
に
関
す
る
記
述
は
、
多
く
を
［
佐
藤
一
九
九
三
］
に
負
う
。
も
ち
ろ
ん
、
誤
り
あ
り
と
す
れ
ば
、
筆
者
が
責
め
を
負
う
も
の
で
あ
る
）。
朱
元
璋
は
、
正

式
に
帝
位
に
即
く
前
年
、
呉
元
年
（
丁
未
一
三
六
七
年
）
に
、
た
と
え
ば
た
だ
天
子
の
み
の
権
利
・
義
務
で
あ
る
天
の
祭
祀
の
た
め
の
施
設

＝
天
壇
の
築
造
を
命
ず
る
な
ど
、
伝
統
王
朝
の
具
有
す
る
諸
設
備
・
措
施
を
積
極
的
に
推
進
し
、
事
実
上
の
王
朝
を
創
建
し
て
い
た
。
律
・

令
の
編
纂
も
そ
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
れ
は
翌
年
、
即
位
直
後
の
洪
武
元
年
（
一
三
六
八
）
正
月
に
正
式
に
公
布
さ
れ
た
。
後
世
に
残
ら
な

か
っ
た
こ
の
洪
武
元
年
律
は
、
内
容
を
知
る
に
よ
し
無
い
が
、
中
央
政
府
＝
中
書
省
（
洪
武
一
三
年
廃
止
）
の
下
部
の
行
政
機
構
＝
六
部
に

即
し
て
、
吏
・
戸
・
礼
・
兵
・
刑
・
工
各
律
の
六
編
か
ら
成
っ
て
い
た
。
北
宋
が
創
立
と
同
時
に
施
行
し
た
法
典
『
宋
刑
統
』
が
『
唐
律

疏
義
』
を
継
承
し
て
い
た
よ
う
に
（「
一
　
宋
代
法
制
史
料
」
参
照
）、
新
王
朝
が
前
朝
の
基
本
法
典
を
継
承
す
る
例
は
少
な
く
な
く
、
清
律

も
基
本
的
に
明
律
を
踏
襲
し
て
刪
除
・
附
加
を
行
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
（［
谷
井
一
九
九
三
］）。

　

し
か
し
な
が
ら
、
明
朝
の
前
朝
に
は
、
承
継
す
べ
き
整
っ
た
法
典
が
存
在
し
な
か
っ
た
。
元
朝
に
は
、
元
律
編
纂
の
意
図
が
あ
っ
た
と

さ
れ
る
が
（［
植
松
一
九
九
三
］）、
人
種
・
民
族
・
言
語
・
習
俗
・
宗
教
な
ど
複
雑
な
多
元
性
を
特
徴
と
し
た
帝
国
で
は
、
法
律
文
化
も
多

種
多
様
で
あ
り
、
天
下
に
通
行
す
る
包
括
的
統
一
法
典
の
編
纂
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
元
律
は
実
現
し
な
か
っ
た
。
初

期
朱
元
璋
政
権
で
の
新
律
制
定
に
は
、
政
権
の
理
念
の
構
築
に
大
き
く
貢
献
し
た
浙
東
朱
子
学
派
な
ど
の
学
者
官
僚
の
み
な
ら
ず
、
政
権

の
な
か
で
大
き
な
勢
力
を
占
め
て
お
り
、
法
律
や
行
政
の
実
務
に
習
熟
し
て
い
た
、
元
朝
の
掾
史
＝
上
級
胥
吏
出
身
者
が
多
く
参
与
し
て

い
た
こ
と
、
そ
し
て
実
際
に
は
後
者
の
方
が
大
き
な
役
割
を
演
じ
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。



93

三　明代法制史料

　

彼
ら
は
、
詔
令
・
判
例
を
集
成
し
た
『
元
典
章
』
や
『
通
制
條
格
』
な
ど
、
元
代
の
各
種
の
法
令
を
適
宜
摂
取
し
つ
つ
、
新
律
を
編
纂

し
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
洪
武
元
年
律
は
、
二
か
月
と
い
う
短
期
間
に
編
纂
さ
れ
た
と
さ
れ
、
完
整
し
た
体
裁
を
具
え
て
お
ら
ず
、
公
布

後
も
現
実
の
事
態
に
対
応
す
る
た
め
の
「
条
例
」
が
し
ば
し
ば
頒
行
さ
れ
た
。
や
が
て
洪
武
七
年
（
一
三
七
四
）
に
、
律
は
改
定
さ
れ
、
総

論
に
相
当
す
る
「
名
例
」
以
下
全
一
二
篇
か
ら
な
る
新
律
が
制
定
さ
れ
た
が
、
こ
の
法
典
も
残
存
し
な
い
。
こ
の
後
も
、
律
の
不
備
を
補

う
べ
く
、「
律
例
」
の
制
定
が
行
わ
れ
、
洪
武
二
二
年
（
一
三
八
九
）
に
は
、
そ
れ
ら
を
収
め
た
新
律
が
制
定
さ
れ
た
。
そ
れ
は
冒
頭
に
名

例
律
を
置
き
、
以
下
を
洪
武
元
年
律
と
同
じ
く
六
律
に
分
類
し
て
い
た
と
い
う
が
、
こ
れ
も
現
存
し
な
い
。
律
の
改
定
は
さ
ら
に
行
わ
れ
、

い
わ
ゆ
る
『
明
律
』
と
し
て
現
存
す
る
、
洪
武
三
十
年
律
が
頒
行
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
、
洪
武
二
十
二
年
律
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
っ
た
で

あ
ろ
う
と
考
証
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
加
え
て
洪
武
年
間
（
一
三
六
八
～
一
三
九
八
）
に
は
、
不
備
の
律
を
補
う
機
能
を
も
っ
て
、
具
体
的
な
個
案
に
対
し
て
太
祖
（
朱
元

璋
）
が
下
し
た
教
戒
と
判
断
を
集
成
し
た
判
決
集
『
御
製
大
誥
』
が
、
三
次
（『
大
誥
武
臣
』
を
入
れ
る
と
四
次
）
に
渉
っ
て
編
纂
・
頒
布
さ

れ
て
お
り
、『
明
律
』
を
補
う
法
典
の
機
能
を
有
し
て
い
た
。
現
在
、『
明
律
』
に
は
各
種
の
テ
キ
ス
ト
が
存
在
す
る
が
（［
佐
藤
一
九
九
三
］

に
詳
説
）、
閲
覧
に
は
、
各
律
条
ご
と
に
関
連
す
る
条
例
を
も
収
録
す
る
標
点
本
（［
黄
一
九
七
九
］
に
詳
説
）
が
最
も
便
利
で
あ
る
。

　

洪
武
元
年
（
一
三
六
八
）
の
『
大
明
律
』
頒
行
と
同
時
に
『
大
明
令
』
も
施
行
さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
は
、
い
わ
ゆ
る
行
政
法
規
の
み
な
ら

ず
、
刑
事
に
関
わ
る
条
文
も
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、『
大
明
律
』・『
御
製
大
誥
』
や
後
掲
の
『
教
民
榜
文
』
な
ど
と
と
も
に
万
暦
七
年

（
一
五
七
九
）
刊
行
の
『
皇
明
制
書
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
（
日
本
に
は
三
種
類
の
版
本
が
存
在
す
る
が
、
東
洋
文
庫
所
蔵
本
を
底
本
に
、
一
九
六
七

年
、
古
典
研
究
会
か
ら
影
印
本
が
出
版
さ
れ
た
。
同
書
末
尾
に
、
山
根
幸
夫
「
解
題
」
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
）。

　

ち
な
み
に
、
こ
れ
ら
刑
法
典
は
、
実
際
に
は
い
か
に
使
用
・
適
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
新
律
は
当
然
、
地
方
官
の
裁
判
に
法
源
を

提
供
し
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
洪
武
年
間
に
施
行
さ
れ
つ
つ
、
更
定
を
重
ね
て
い
た
初
期
の
『
明
律
』
の
機
能
に
つ
い
て
、
普
遍
一
般

的
な
刑
法
典
と
い
う
よ
り
は
、
権
力
草
創
期
の
文
武
官
吏
の
風
気
の
粛
正
、
紀
律
の
維
持
を
主
眼
と
し
て
い
た
、
あ
る
種
の
服
務
規
範
の
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性
格
を
帯
び
て
い
た
可
能
性
を
筆
者
は
推
定
す
る
。

　

洪
武
三
年
（
一
三
七
〇
）、
浙
江
徳
清
県
新
市
鎮
の
王
姓
の
地
主
家
族
の
次
男
が
、
明
朝
最
初
の
郷
試
を
経
て
挙
人
と
な
り
、
陝
西
平
涼

府
崇
信
県
の
知
県
に
赴
任
し
た
。
家
郷
に
在
っ
た
父
親
が
こ
の
次
男
に
送
っ
た
書
簡
が
、
偶
然
太
祖
の
眼
に
触
れ
、
そ
の
内
容
に
感
心
し

た
太
祖
が
父
親
を
褒
賞
し
た
出
来
事
が
あ
っ
た
（『
太
祖
實
録
』
洪
武
四
年
閏
三
月
条
）。
実
録
は
父
親
の
書
簡
を
節
略
し
て
紹
介
し
て
い
る
が
、

新
市
鎮
の
王
姓
家
族
の
子
孫
が
収
蔵
し
て
い
た
原
文
の
全
文
が
、
弘
治
『
新
市
鎮
志
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
在
郷
の
父
が
与
え
る
細
々

と
し
た
服
務
上
の
訓
戒
の
な
か
に
、「
新
律
を
熟
読
す
れ
ば
、
自
ず
と
法
を
守
り
、
道
を
誤
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
」
と
の
一
言
が
見
え
る

の
も
、
洪
武
元
年
律
の
機
能
を
示
唆
す
る
も
の
と
い
え
る
。

　

で
は
、
一
般
民
衆
に
関
わ
る
事
案
は
何
に
基
づ
い
て
処
理
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
に
管
見
を
述
べ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
洪
武
期
の

明
朝
は
前
朝
を
承
け
、
た
と
え
い
ま
だ
緻
密
な
ら
ず
と
も
、
ま
た
地
方
的
に
均
質
を
欠
く
と
は
い
え
、
整
備
さ
れ
た
地
方
行
政
兼
司
法
衙

門
を
下
部
に
も
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
徒
刑
以
上
の
殺
人
・
傷
害
・
強
盗
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
「
重
事
」
は
、
新
律
に
依
拠
し
て
州
県
官
が
裁

い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
他
の
杖
罪
以
下
の
軽
微
な
刑
事
案
件
は
共
同
体
（
郷
里
・
宗
族
）
の
制
裁
に
、
そ
し
て
一
切
の
民
事
紛
争

も
共
同
体
の
調
解
に
、
総
じ
て
民
間
郷
里
社
会
が
伝
統
的
に
具
有
す
る
自
律
的
秩
序
維
持
機
能
に
委
ね
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
世

情
の
実
態
に
よ
り
即
し
た
処
理
を
可
能
に
す
る
と
と
も
に
、
官
憲
の
行
政
コ
ス
ト
を
極
力
減
ら
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
を
明
瞭

に
示
す
の
が
、
前
掲
『
皇
明
制
書
』
に
収
め
ら
れ
た
、
洪
武
三
一
年
（
一
三
九
八
）
発
布
の
『
教
民
榜
文
』
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
里
長
・
里

老
人
、
つ
ま
り
村
役
人
（「
地
方
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
）
及
び
「
耆
老
」
＝
長
老
た
ち
、
換
言
す
れ
ば
実
質
上
は
郷
村
居
住
の
地
主
階
層
に
、

裁
判
・
調
停
の
義
務
（
権
限
）
を
委
ね
る
こ
と
を
明
確
に
定
め
て
い
る
。
こ
の
規
範
に
は
、
郷
里
で
の
審
判
・
調
解
を
経
ず
に
、
直
ち
に

城
内
の
州
県
衙
門
に
訴
え
を
興
す
者
は
、
そ
の
訴
願
内
容
の
是
非
・
真
贋
を
問
わ
ず
、
杖
刑
に
処
さ
れ
、
郷
里
の
審
判
に
戻
さ
れ
る
規
定

が
存
在
す
る
。

　

つ
と
に
［
和
田
一
九
二
五
］
が
太
祖
の
『
六
諭
』
を
「
教
育
勅
語
」
に
喩
え
て
注
目
し
て
以
来
、
こ
れ
ら
明
初
の
民
衆
・
郷
村
の
諸
政
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策
に
関
す
る
伝
統
的
な
研
究
は
も
っ
ぱ
ら
民
衆
の
“
教
化
”
の
視
角
か
ら
『
教
民
榜
文
』
を
理
解
し
て
き
た
。
し
か
し
、
裁
判
権
・
行
刑

権
、
つ
ま
り
本
来
は
公
権
力
に
の
み
行
使
が
許
さ
れ
る
は
ず
の
権
能
を
、
郷
里
社
会
（
の
有
力
者
階
層
）
に
全
て
委
任
し
て
い
る
こ
と
は
簡

単
な
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
『
教
民
榜
文
』
も
重
要
な
法
典
な
の
で
あ
っ
て
、
法
制
文
献
の
範
疇
に
含
め
て
誤
り
は
あ
る
ま
い
。
最
終
的

に
確
定
さ
れ
た
『
大
明
律
』
の
頒
行
が
洪
武
三
〇
年
（
一
三
九
七
）、
そ
し
て
そ
の
翌
年
正
月
に
『
教
民
榜
文
』
が
公
布
さ
れ
る
。
明
朝
初

期
の
犯
罪
や
紛
争
の
処
理
が
、
公
権
力
（
重
事
）・
共
同
体
（
軽
事
と
民
事
）
の
二
途
に
依
っ
て
い
た
こ
と
に
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
伝
統
的
な
研
究
は
、
こ
の
『
教
民
榜
文
』
や
耆
老
の
裁
判
権
を
、
王
朝
が
上
か
ら
新
た
に
制
定

0

0

し
た
も
の
と
理
解
す
る
方

向
に
傾
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
筆
者
は
そ
う
で
は
な
く
、
民
間
社
会
に
現
に
在
る
、
か
つ
前
代
か
ら
継
続
し
て
き
た
、
民
間
の
自
律
的

秩
序
維
持
の
慣
行
を
、
王
朝
権
力
が
公
的
に
追
認

0

0

し
、
全
国
に
普
遍
的
に
整
序
化
し
、
成
文
法
と
し
た
も
の
が
『
教
民
榜
文
』
で
あ
っ
た

と
推
定
す
る
（［
濵
島
一
九
八
二
］
三
四
、
五
六
八
頁
。［
濵
島
一
九
九
三
］
五
一
四
頁
）。

【
参
考
文
献
】

佐
藤
邦
憲
「
明
律
・
明
令
と
大
誥
お
よ
び
問
刑
條
例
」（
滋
賀
秀
三
編
『
中
国
法
制
史　

基
本
資
料
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
三
年
所

収
）

谷
井
俊
仁
「
清
律
」（
滋
賀
前
掲
書
所
収
）

植
松　

正
「
元
典
章
・
通
制
條
格
」（
滋
賀
前
掲
書
所
収
）

黄　

彰
健
『
明
代
律
例
彙
編
』（
台
北
、
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
、
一
九
七
九
年
）

和
田　

清
「
明
の
太
祖
の
教
育
勅
語
に
就
い
て
」（『
白
鳥
博
士
還
暦
記
念
東
洋
史
論
叢
』
岩
波
書
店
、
一
九
二
五
年
所
収
）

濵
島
敦
俊
『
明
代
江
南
農
村
社
会
の
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
二
年
）

濵
島
敦
俊
「
明
代
の
判
牘
」（
滋
賀
前
掲
書
所
収
）
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一
　『
皇

明

條

法

事

類

纂
』

【
解
題
】

　
『
皇
明
條
法
事
類
纂
』
は
、
明
代
中
期
、
律
の
不
備
を
補
う
成
文
法
と
し
て
の
「
条
例
」
を
修
纂
す
る
動
き
が
始
ま
っ
た
時
期
に
（
お
そ

ら
く
弘
治
『
問
刑
條
例
』
編
纂
を
将
来
に
見
据
え
て
）、
現
存
す
る
条
例
を
編
纂
し
た
も
の
で
あ
る
。
東
京
大
学
総
合
図
書
館
所
蔵
抄
本
は
、
巻

首
に
序
文
・
目
録
を
備
え
て
い
る
が
、
つ
と
に
こ
の
書
を
紹
介
し
た
仁
井
田
陞
氏
（［
仁
井
田
一
九
四
〇
］）
の
指
摘
の
よ
う
に
、
序
文
は
後

世
の
偽
作
で
あ
る
。
ま
た
抄
本
は
編
纂
者
に
つ
い
て
、
序
文
に
拠
り
、
嘉
靖
初
期
の
監
察
御
史
戴
金
（
確
か
に
そ
の
人
は
存
在
す
る
）
と
す

る
が
、
信
を
措
き
が
た
く
、
何
人
の
手
に
な
る
か
不
明
で
あ
る
。
筆
者
は
、
収
載
史
料
の
最
新
の
例
が
、
弘
治
七
年
（
一
四
九
四
）
よ
り
下

ら
な
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
当
時
の
刑
部
尚
書
白
昂
な
ど
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
定
す
る
（
ち
な
み
に
、
初
め
て
『
問
刑
條
例
』
を
編
纂
し
た

こ
の
高
官
が
、『
明
史
』
に
は
、
附
伝
に
す
ら
も
全
く
立
伝
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
不
可
思
議
で
あ
る
）。
巻
首
の
目
録
も
杜
撰
で
あ
り
、『
明
律
』
の

基
礎
的
知
識
を
缺
落
し
た
後
人
が
付
加
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
洪
武
三
〇
年
（
一
三
九
七
）
に
確
定
し
た
『
大
明
律
』
は
、
少
な
か
ら
ず
唐
律
を
踏
襲
し
て
い
た
。
し
か
し
、

当
然
な
が
ら
、
明
代
に
生
起
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
象
を
処
理
す
る
の
に
、
到
底
、
適
応
で
き
る
法
典
で
は
な
か
っ
た
。
す
で
に
洪
武
年
間

か
ら
明
代
中
期
に
到
る
ま
で
、「
律
条
」
の
不
備
を
補
う
「
例
」
が
、「
皇
帝
の
判
断
に
も
と
づ
く
単
行
立
法
」（［
徳
永
二
〇
一
八
］）
と
し

て
蓄
積
さ
れ
て
い
た
。
や
が
て
、
成
化
年
間
頃
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
条
例
を
集
成
す
る
動
き
が
起
こ
り
、「
皇
明
成
化
條
例
」・「
皇
明
弘
治

條
例
」
が
編
纂
さ
れ
た
。
こ
の
条
例
集
は
完
全
な
形
で
は
残
存
し
な
い
が
、
近
年
、
北
京
で
出
版
さ
れ
た
楊
一
凡
編
『
天
一
閣
蔵
明
代
政

書
珍
本
叢
刊
』（
北
京
、
線
装
書
局
、
二
○
一
○
年
）
の
巻
三
～
五
に
収
め
ら
れ
た
抄
本
『
條
例
全
文
』
に
そ
の
一
部
を
見
出
す
こ
と
が
で
き

る
。　
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こ
れ
ら
は
、
現
在
に
残
る
弘
治
一
三
年
（
一
五
〇
〇
）
の
『
問
刑
條
例
』
に
結
実
し
、
そ
の
後
、
嘉
靖
二
九
年
（
一
五
五
〇
）・
万
暦
一
三

年
（
一
五
八
五
）
に
も
『
問
刑
條
例
』
が
作
成
さ
れ
た
（［
黄
一
九
七
九
］［
佐
藤
一
九
九
三
］［
徳
永
二
〇
一
八
］）。
個
別
の
条
例
と
し
て
累
積
さ

れ
て
き
た
事
例
・
判
例
を
ば
、
律
条
を
補
う
成
文
法
典
と
し
て
の
「
条
例
」
と
し
て
確
定
し
よ
う
と
い
う
明
代
中
期
の
こ
の
よ
う
な
流
れ

の
な
か
に
、
本
節
で
扱
う
『
皇
明
條
法
事
類
纂
』
は
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
書
に
は
、
英
宗
最
後
の
天
順
八
年
（
一
四
六
四
）
か
ら
、
憲
宗
・
成
化
年
間
（
一
四
六
五
～
一
四
八
七
）
を
経
て
、
孝
宗
・
弘
治
七
年

（
一
四
九
四
）
ま
で
の
条
例
が
、
名
例
と
六
律
の
七
部
に
分
類
さ
れ
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
後
の
『
問
刑
條
例
』
な
ど
の
よ

う
に
最
終
的
に
抽
象
化
・
規
範
化
さ
れ
た
法
令
の
体
裁
を
と
っ
て
お
ら
ず
、
中
央
・
地
方
の
官
僚
の
条
奏
に
始
ま
り
、
天
子
の
下
命
を
受

け
た
関
係
衙
門
官
員
の
「
會
議
」（
現
代
日
本
語
の
“
会
議
”
と
は
少
し
意
味
が
異
な
り
、
所
属
衙
門
を
異
に
す
る
官
僚
の
会
同
・
合
議
を
意
味
す
る
、

行
政
・
法
制
用
語
で
あ
る
）
を
経
て
、
復
命
の
上
奏
に
到
る
文
書
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
文
書
の
全
体
が
収
録
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
く
、
大
部
分
は
削
除
さ
れ
、
肝
要
と
み
な
さ
れ
た
部
分
の
み
残
っ
て
い
る
。
我
々
は
利
用
の
際
に
、
検
討
内
容
や
決
定
に
到
る
過
程
を
、

行
間
か
ら
読
み
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

テ
キ
ス
ト
と
し
て
、
永
ら
く
孤
本
で
あ
っ
た
が
、
一
九
六
六
年
に
影
印
本
が
出
版
さ
れ
（
古
典
研
究
会
編
『
皇
明
條
法
事
類
纂
』
大
安
）、
閲

覧
は
容
易
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
元
来
の
抄
本
の
文
字
・
語
彙
に
問
題
が
多
い
う
え
に
、
こ
の
縮
尺
の
影
印
本
の
み
で
は
、
正
確
な
文
字

が
読
み
取
れ
な
い
箇
所
が
多
々
存
在
す
る
（
つ
い
で
に
触
れ
れ
ば
、
長
澤
規
矩
也
氏
に
よ
る
影
印
本
の
解
題
は
、
序
文
の
所
説
に
依
拠
し
て
論
述
し
て

お
り
、
た
と
え
ば
『
永
楽
大
典
』
云
々
な
ど
、
荒
唐
な
過
ち
を
継
承
し
た
と
こ
ろ
が
存
在
す
る
）。
近
年
、
中
国
か
ら
劉
海
年
・
楊
一
凡
両
氏
を
主
編

と
す
る
標
点
本
が
出
版
さ
れ
た
（『
中
国
珍
稀
法
律
典
籍
集
成
』
乙
編
第
四
～
六
冊
、
北
京
、
科
学
出
版
社
、
一
九
九
四
年
）。
斯
界
で
定
評
あ
る
研

究
者
の
主
導
で
な
さ
れ
た
作
業
で
あ
り
、
影
印
本
に
比
べ
、
格
段
に
利
用
し
や
す
く
な
っ
た
が
、
完
全
と
は
言
え
ず
、
原
文
を
勝
手
に
変

改
し
た
箇
所
も
見
出
さ
れ
る
と
い
う
（［
徳
永
二
〇
一
八
］
ⅲ
頁
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
完
璧
な
テ
キ
ス
ト
の
作
成
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
状
況
の
な
か
、
富
山
大
学
徳
永
洋
介
氏
を
中
心
と
す
る
グ
ル
ー
プ
は
、



98



ま
ず
良
好
な
写
真
画
像
版
を
作
製
し
、
判
読
が
き
わ
め
て
便
利
と
な
っ
た
。
二
〇
一
七
年
夏
か
ら
、
こ
の
画
像
版
は
東
京
大
学
総
合
図
書

館
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
既
に
公
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
作
業
の
な
か
で
、
徳
永
氏
な
ど
は
、
写
真
画
像
と
影
印
本
に
も
と
づ
き
、
各
巻
の

巻
首
目
録
に
従
っ
て
収
載
文
書
の
標
題
を
分
類
・
配
列
し
、
不
分
巻
の
部
分
を
も
含
め
て
本
文
の
所
在
確
認
を
く
ま
な
く
行
い
、
さ
ら
に

本
文
中
に
収
載
さ
れ
な
が
ら
目
録
に
標
題
が
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
文
書
の
整
理
に
ま
で
着
手
し
、『
皇
明
条
法
事
類
纂
条
名
目
録
』（
科
研

報
告
書
、
二
〇
一
八
年
）
を
刊
行
し
た
。
冒
頭
の
徳
永
「
解
題
」
は
、
き
わ
め
て
有
用
で
あ
る
。
か
か
る
作
業
と
並
行
し
て
、
全
文
の
釈
読

作
業
も
継
続
さ
れ
て
い
る
。

　

整
理
さ
れ
た
目
録
内
容
、
よ
り
鮮
明
な
画
像
版
の
出
現
は
、
今
後
の
利
用
の
拡
大
が
見
込
ま
れ
、
法
制
史
研
究
は
言
う
に
及
ば
ず
、
史

料
が
少
な
い
明
代
中
期
の
社
会
経
済
の
研
究
に
も
豊
富
な
情
報
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
（
管
見
の
限
り
、
社
会
経
済
史
の
史
料
と
し

て
こ
の
書
を
用
い
た
例
は
、
小
山
正
明
氏
が
、
か
つ
て
江
南
デ
ル
タ
の
佃
戸
の
身
分
問
題
を
論
じ
（［
小
山
一
九
五
七
・
一
九
五
八
］）、
ま
た
、
江
南
デ
ル

タ
の
糧
長
の
権
勢
を
論
じ
た
際
に
（［
小
山
一
九
六
九
］）、
ご
く
一
部
を
使
用
し
て
い
る
の
み
で
あ
る
）。

【
史
料
I
】　

書
影
3

『
皇
明
條
法
事
類
纂
』
巻
一
、
五
刑
（
1
）「
弘
治
七
年
九
月
二
十
七
日
白
昂
等
題
奏
」

① 

原 

文
（
甲
・
乙
・
丙
・
丁
の
段
落
は
、
筆
者
に
よ
る
。
◇
空
格
、
□
判
読
不
能
、［　

］
誤
字
・
脱
字
を
補
う
）

甲
：
弘
治
七
年
九
月
二
十
七
日
、
刑
部
等
衙
門
、
太
子
少
保
・
尙
書
等
官
白
◇
（
昂
）
等
題
。

乙
：
一
。
去
羽
翼
、
以
抑
豪
强
。
切
［
竊
］
見
、
江
南
地
方
有
等
豪
富
之
家
、
或
奉
例
納
粟
冠
帶
、
或
自
祖
充
當
糧
長
、
專
持
［
恃
？
］

己
富
、
不
遵
國
法
。
出
行
之
際
、
陸
路
則
涼
漆
傘
轎
前
特
［
持
］
後
擁
、
水
路
則
樓
舡
響
器
左
擺
右
列
。
收
留
各
處
軍
灶
匠
籍
或
强
盜
竊

賊
、
招
集
四
外
遊
手
好
閑
或
搬
戲
賭
愽
之
徒
。
皆
因
原
籍
犯
罪
迯
來
、
此
處
隱
藏
。
及
有
本
地
躲
避
差
役
小
民
、
故
將
子
弟
投
獻
。
又
有

極
貧
人
戶
、
因
欠
錢
債
、
願
將
兒
女
准
折
。
前
項
之
徒
、
幸
得
豪
富
收
留
、
便
要
仗
勢
欺
人
。
或
遇
［
是
？
］
主
人
使
令
收
租
・
取
債
。
或
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是
家
主
着
令
出
外
經
商
。
三
五
成
群
如
虎
狼
、
十
數
逐
隊
惡
似
鷹
鸇
。
或
强
奪
小
民
家
業
、
或
欺
姦
貧
民
妻
女
。
威
縛
欠
債
人
戶
、
私
置

牢
獄
。
妄
稱
租
田
名
色
、
公
然
詐
取
。
非
禮
犯
分
、
靡
所
不
爲
。
除
將
見
犯
者
屢
經
依
律
問
擬
遞
解
外
、
查
何
［
得
？
］
此
等
人
犯
、
因

襲
既
久
、
倣
傚
成
風
。

如
蒙
乞
敕
法
司
、
備
出
榜
文
、
嚴
加
禁
約
、
通
行
各
處
問
刑
衙
門
。
今
後
如
有
勢
豪
之
家
、
改
過
自
新
、
將
收
留
前
項
之
徒
、
赴
官
出
首

發
解
者
、
免
其
本
罪
。
如
是
仍
前
恃
頑
故
違
、
堅
留
在
家
、
主
事
害
人
者
、
許
地
方
・
里
老
・
四
隣
并
被
害
之
人
、
指
實
赴
官
首
吿
。
先

將
本
豪
拿
問
、
如
律
革
去
冠
帶
。
其
來
歷
不
明
之
徒
、
追
問
明
白
、
枷
號
一
箇
月
、
滿
日
遞
回
原
籍
收
查
、
從
重
問
斷
。
若
里
老
人
等
畏

惧
勢
要
、
知
而
不
舉
者
、
事
發
、
一
體
治
罪
。

丙
：
前
件
查
得
。
先
爲
建
言
事
。
該
刑
部
等
衙
門
、
尙
書
等
官
陸
◇
（
瑜
）
等
題
准
。
各
處
軍
・
民
・
舍
余
［
餘
］
人
等
、
遇
例
納
糧
等

項
冠
帶
者
、
不
分
有
無
品
級
、
有
犯
姦
盜
詐
僞
等
項
贓
罪
、
行
止
有
虧
、
革
去
冠
帶
。
其
犯
輕
罪
、
照
例
冠
帶
。

余
［
今
？
］
御
史
□
（
劉
）
廷
瓚
奏
稱
。
前
因
。

丁
：
合
無
通
行
南
北
直
隸
并
浙
江
等
布
政
司
、
各
該
巡
撫
・
巡
按
官
、
轉
行
各
屬
。
但
有
義
官
・
糧
長
及
一
應
官
豪
殷
實
之
家
、
除
擅
自

擡
轎
、
及
用
應
禁
器
械
、
因
債
准
折
子
女
、
俱
各
依
律
治
以
重
罪
。
敢
有
收
留
在
郡
［
軍
？
］
迯
來
一
應
來
歷
不
明
之
人
、
在
家
作
爲
伴

當
等
項
名
色
、
許
令
自
首
、
悉
免
問
罪
。
軍
・
民
・
匠
・
灶
、
各
從
本
色
遞
發
原
籍
、
着
役
當
差
。
若
待
［
恃
？
］
頑
不
首
者
、
問
罪
枷

號
一
箇
月
、
滿
日
遞
回
。
其
有
平
昔
過
房
在
家
、
爲
義
男
・
女
婿
等
項
、
不
係
迯
來
投
託
之
人
、
止
照
常
例
發
落
。
義
官
有
犯
、
仍
照
舊

例
、
犯
該
行
止
有
虧
者
、
革
去
官
職
。
不
碍
行
止
者
、
俱
不
去
官
（
2
）。

② 

構 

成

　

元
代
の
『
元
典
章
』
と
共
通
し
て
（「
二
　
元
代
法
制
史
料
」
参
照
）、
こ
の
よ
う
な
行
政
・
法
制
文
章
の
読
解
に
際
し
て
は
、
文
章
全
体

の
構
造
を
摑
ん
で
お
く
と
理
解
し
や
す
い
。
天
子
へ
の
提
案
で
あ
る
発
端
の
上
奏
か
ら
、
最
終
の
決
定
（
天
子
の
裁
可
）
に
到
る
ま
で
、
官
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僚
た
ち
の
検
討
は
、
時
に
前
例
を
探
索
・
参
照
し
、
同
類
の
提
議
を
参
考
に
す
る
な
ど
、
無
数
の
文
章
が
引
用
さ
れ
る
。
そ
の
分
別
が
、
こ

の
類
の
史
料
を
読
む
時
の
重
要
な
指
針
と
な
る
。

　

ま
ず
、
①
原
文
の
第
一
行
は
タ
イ
ト
ル
に
相
当
す
る
（
甲
と
す
る
）。「
題
」
と
あ
る
か
ら
、
本
文
は
、
天
子
に
標
題
を
示
し
た
「
題
本
」

で
も
っ
て
上
奏
し
た
「
題
奏
」
で
あ
る
。「
～
等
の
衙
門
、
～
等
の
官
」
と
、
複
数
の
官
署
の
官
僚
が
共
同
で
提
出
し
た
こ
と
が
示
さ
れ
る

が
、
扱
う
問
題
か
ら
し
て
、
刑
部
の
ほ
か
に
都
察
院
・
大
理
寺
な
ど
、
中
央
政
府
の
司
法
関
係
の
二
衙
門
が
加
わ
り
、〔
天
子
の
下
命
に
応

じ
て
〕「
會
議
」
し
、
結
果
を
連
名
で
提
出
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
何
人
か
が
（
お
そ
ら
く
文
中
丙
の
末
尾
に
出
現
す
る
「
御
史
劉
廷
瓚
」）、

最
初
に
天
子
に
条
奏
を
上
げ
、
天
子
は
そ
れ
を
刑
部
に
下
し
（
下
部
）、
関
連
衙
門
が
会
同
し
て
検
討
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。
会
議
が
行
わ

れ
、
結
論
を
天
子
に
「
覆
議
」
し
た
の
が
こ
の
史
料
で
あ
る
。

　

元
来
、
最
初
の
上
奏
の
全
文
に
は
じ
ま
る
膨
大
な
文
章
が
含
ま
れ
て
い
た
が
、
多
く
が
刪
除
さ
れ
た
。
第
二
行
「
一
、
去
羽
翼
」
に
始

ま
り
、
第
一
二
行
「
一
體
治
罪
」
ま
で
が
、
発
端
の
条
奏
の
一
部
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
が
、
本
文
の
第
一
部
分
（
乙
と
す
る
）
で
あ
り
、
天

子
か
ら
検
討
を
命
ぜ
ら
れ
た
課
題
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

続
く
、
第
二
部
分
（
丙
と
す
る
）
に
お
い
て
は
、
乙
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
社
会
現
象
を
、
法
律
上
、
如
何
に
処
理
す
べ
き
か
、
検
討
が

な
さ
れ
る
。
第
一
三
行
「
前
件
查
得
」
に
始
り
、
第
一
五
行
「
前
因
」
に
終
わ
る
。

　

最
後
に
、
第
三
部
分
（
丁
と
す
る
）
が
、
天
子
に
応
え
て
会
議
・
検
討
し
た
具
体
的
結
論
で
あ
る
。
第
一
六
行
「
合
無
」
に
始
り
、
最
終

第
二
〇
行
「
俱
不
去
官
」
に
終
わ
る
。

　

つ
ま
り
、
タ
イ
ト
ル
甲
を
除
き
乙
・
丙
・
丁
の
三
つ
の
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
種
の
文
章
と
し
て
は
、
構
成
は
簡
単
な
方

に
属
す
る
と
言
え
る
。

　

第
一
部
分
乙
は
、
一
個
の
上
奏
を
引
い
て
い
る
が
、
内
容
か
ら
見
て
、
さ
ら
に
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
前
半
は
、
①
原
文
第
二
行
「
切

見
」
か
ら
、
第
八
行
「
倣
傚
成
風
」
ま
で
。
こ
こ
ま
で
は
事
実
、
つ
ま
り
上
奏
し
た
官
僚
が
観
た
、
江
南
社
会
の
「
義
官
」
の
憂
う
べ
き
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現
状
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
後
半
は
、
第
九
行
「
如
蒙
乞
勅
法
司
」
か
ら
第
一
二
行
「
一
體
治
罪
」
ま
で
、
上
奏
者
に
依
る
法

的
処
理
の
具
体
的
な
提
議
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　

第
二
部
分
丙
も
、
さ
ら
に
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
前
半
は
、
第
一
三
行
「
前
件
查
得
」
か
ら
第
一
四
行
「
照
例
冠
帶
」
ま
で
、
既
に
天

子
の
裁
可
を
得
て
い
る
既
往
の
条
例
が
参
照
さ
れ
る
。
後
半
に
、
第
一
五
行
一
行
の
み
「
前
因
」
と
し
て
内
容
は
省
略
さ
れ
て
い
る
が
、
御

史
劉
廷
瓚
の
上
奏
に
含
ま
れ
て
い
た
提
案
が
引
用
さ
れ
る
。
つ
ま
り
丙
の
後
半
部
分
は
、
乙
の
後
半
と
同
一
内
容
で
あ
り
、
煩
瑣
な
重
複

を
厭
っ
て
省
略
し
、「
前
因
」
と
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
こ
の
題
奏
は
、
タ
イ
ト
ル
の
他
、
大
き
く
三
部
に
分
か
れ
、
さ
ら
に
甲
二
・
乙
二
・
丙
一
と
、
合
計
五
部
か
ら
構

成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

こ
の
よ
う
に
『
皇
明
條
法
事
類
纂
』
そ
の
も
の
に
即
し
て
、
経
緯
を
推
定
し
、
全
体
の
構
成
を
考
え
て
き
た
。
と
こ
ろ
で
、【
解
題
】
で

述
べ
た
よ
う
に
、
元
来
の
文
章
が
残
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
、
弘
治
年
間
編
纂
の
抄
本
『
條
例
全
文
』
を
検
索
す
る
と
、
こ
の
史
料

の
基
礎
と
な
っ
た
原
文
の
全
文
が
収
録
さ
れ
て
お
り
（
第
五
冊
一
二
六
～
一
四
七
頁
）、
叙
上
の
推
定
が
完
全
に
裏
付
け
ら
れ
た
。
ま
ず
、
こ

の
下
命
・
検
討
・
覆
議
の
経
緯
は
「
巡
按
直
隷
監
察
御
史
」
す
な
わ
ち
俗
称
「
蘇
松
巡
按
」
で
あ
っ
た
劉
廷
瓚
の
上
奏
、「
爲
應
制
陳
言
事

（
勅
旨
に
応
え
て
意
見
を
申
し
上
げ
ま
す
）」
に
始
ま
っ
た
。
こ
の
上
奏
は
い
わ
ゆ
る
「
條
奏
」
で
あ
り
、
前
文
の
後
に
「
計
開
」
と
い
う
定
型

句
（“
全
て
逐
条
に
書
き
記
す
”
の
意
）
が
あ
り
、
以
下
に
「
禁
勢
要
・
禁
刁ち
よ
う

惡
・
去
羽
翼
・
清
刑
獄
・
除
吏
弊
・
禁
貪
惡
」
全
六
か
条
の
提

議
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
上
奏
は
、
某
月
某
日
、
天
子
か
ら
、
刑
部
・
都
察
院
・
大
理
寺
（
つ
ま
り
そ
の
語
句
は
見
え
ぬ
が
、「
三
法
司
」）

に
、
検
討
が
下
命
さ
れ
た
。『
條
例
全
文
』
の
原
文
に
は
、
提
議
六
か
条
各
項
の
末
尾
に
、
そ
れ
ぞ
れ
「
前
件
查
得
」
に
始
ま
る
検
討
結
果

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
会
議
し
た
三
法
司
は
、
九
月
二
七
日
、
結
果
を
覆
議
し
、
同
月
三
〇
日
、「
准
議
（
議
を
准ゆ
る

す
）」
と
の
「
聖
旨
」
を

奉う

け
た
。
本
史
料
は
、
全
六
条
の
う
ち
、
三
番
目
の
「
去
羽
翼
」
に
つ
い
て
の
み
採
録
し
た
も
の
で
あ
る
（
な
お
文
言
の
異
同
は
、
皆
無
で
は

な
い
が
、
ほ
と
ん
ど
な
い
）。
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③ 

訓 

読

　

甲
：
弘
治
七
年
九
月
二
十
七
日
、
刑
部
等
の
衙
門
、
太
子
少
保
・
尙
書
等
の
官
白
〔
昂
〕
等
、
題
す
。

　

乙
：
一
。
羽
翼
を
去
り
、
以
て
豪
强
を
抑
ふ
。
切ひ

そ
かに
見
る
に
、
江
南
地
方
の
有
等
の
豪
富
の
家
、
或
い
は
例
を
奉う

け
て
粟ぞ
く

を
納
め
冠
帶

せ
ら
れ
、
或
い
は
祖
〔
先
〕
よ
り
糧
長
に
充
當
せ
ら
れ
、
專
ら
己
の
富
を
恃た

の

み
、
國
法
に
遵
は
ず
。
出
行
の
際
に
は
、
陸
路
な
れ
ば
則
ち

涼
漆
の
傘
轎
を
前
に
持
し
後
に
擁
す
、
水
路
な
れ
ば
則
ち
樓お

ほ

舡ぶ
ね

に
響が
つ
き器
を
左
に
擺
べ
右
に
列
ぬ
。
各
處
の
軍
・
灶
［
＝
竈
］・
匠
籍
、
或
い

は
强
盜
・
竊
賊
を
收
留
し
、
四
外
の
遊
手
好
閑
、
或
い
は
搬
戲
・
賭
愽
の
徒
を
招
集
す
。
皆
原
籍
に
て
罪
を
犯
し
て
迯
來
し
、
此
處
に
隱

藏
す
る
に
因
る
。
及
び
本
地
の
差
役
を
躲
避
す
る
の
小
民
、
故

こ
と
さ
ら

に
子
弟
を
ば
投
獻
す
る
有
り
。
又
た
極
貧
の
人
戶
、
錢
債
を
欠
く
に
因

り
、
兒
女
を
准
折
せ
ん
こ
と
を
願
ふ
有
り
。
前
項
の
徒
は
、
幸
に
豪
富
に
收
留
せ
ら
る
る
を
得
ば
、
便た

だ
ち要
に
勢
に
仗よ

り
て
人
を
欺お
ど

す
。
或

遇
（
是
？
。
次
の
文
と
対
句
。
或
是
～
、
或
是
～
。
ア
ル
イ
ハ
～
ア
ル
イ
ハ
～
）
い
は
主
人
の
使
令
に
て
租
を
收
め
、
債
を
取
る
。
或あ

是る

い
は
、
家

主
の
着
令
し
て
出
外
し
て
經
商
せ
し
む
。
三
五
群
を
成
す
こ
と
虎
狼
の
如
く
、
十
數
隊
を
逐つ

ら

ね
惡
し
き
こ
と
鷹
鸇
に
似
た
り
。
或
い
は
小

民
の
家
業
を
强
奪
し
、
或
い
は
貧
民
の
妻
女
を
欺
姦
す
。
欠
債
の
人
戶
を
威
縛
し
、
私
に
牢
獄
を
置
く
。
妄
り
に
租
田
の
名
色
を
稱
し
、
公

然
と
詐
取
す
。
禮
に
非そ

む

き
、
分
を
犯
し
、
爲
さ
ざ
る
所
靡な

し
。
見げ
ん

に
犯
す
者
に
し
て
屢し
ば

經し
ば

律
に
依
り
て
問
擬
せ
ら
れ
、
遞
解
せ
ら
る
る
を

ば
除
く
の
外
、
此
等
の
人
犯
を
查
得
す
る
も
、
因
襲
既
に
久
し
く
、
倣
傚
し
風
を
成
す
。

　

如
し
蒙
り
て
乞
ふ
ら
く
は
、
法
司
に
敕
し
、
榜
文
を
備
出
し
、
嚴
し
く
禁
約
を
加
へ
、
各
處
の
問
刑
衙
門
に
通
行
せ
し
め
ら
れ
ん
こ
と

を
。
今
後
、
如
し
勢
豪
の
家
、
改
過
し
て
自
新
し
、
收
留
せ
し
前
項
の
徒
を
ば
、
官
に
赴
き
て
出
首
せ
し
め
發
解
せ
る
者
有
ら
ば
、
其
の

本
罪
を
免
ず
。
如も

是し

前
に
仍よ

り
て
恃
頑
し
て
故
違
し
、
堅
留
し
て
家
に
在
ら
し
め
、
主さ
し
づ事
し
て
人
を
害
せ
し
む
る
者
は
、
地
方
・
里
老
・

四
隣
、
并
び
に
被
害
の
人
、
指
實
し
て
官
に
赴
き
首
吿
す
る
を
許
す
。
先
づ
本
豪
を
ば
拿
問
し
、
律
の
如
く
冠
帶
を
革
去
す
。
其
の
來
歷

不
明
の
徒
は
、
追
問
し
て
明
白
な
れ
ば
、
枷
號
一
箇
月
。
滿
つ
る
日
に
原
籍
に
遞
回
し
て
收
查
せ
し
め
、
重
に
從
ひ
て
問
斷
す
。
若
し
里

老
人
等
、
勢
要
を
畏
惧
し
、
知
る
も
舉
げ
ざ
る
者
は
、
事
發あ

ば

か
る
れ
ば
、
一
體
に
治
罪
す
。



103

三　明代法制史料

　

丙
：
前
件
、
查
し
得
た
り
。
先
に
「
建
言
の
爲
に
す
る
事
」〔
有
り
〕。
該
刑
部
等
の
衙
門
、
尙
書
等
の
官
陸
［
瑜
］
等
題
し
、
准ゆ
る

さ
れ

た
り
。
各
處
の
軍
・
民
・
舍
餘
人
等
、
例
に
遇
ひ
て
納
糧
等
の
項
に
て
冠
帶
せ
る
者
は
、
品
級
の
有
無
を
分
か
た
ず
、
姦
盜
・
詐
僞
等
項

の
贓
罪
を
犯
し
、
行お

こ
な
ひ止
に
虧
け
っ
て
ん

有
る
者
有
ら
ば
、
冠
帶
を
革
去
す
。
其
の
輕
罪
を
犯
す
は
、
例
に
照
ら
し
て
冠
帶
せ
し
む
。

　

今
、
御
史
劉
廷
瓚
の
奏
に
稱
す
ら
く
。
前
因
。

　

丁
：
合ま

さ

に
、
南
・
北
直
隸
、
并
び
に
浙
江
等
の
布
政
司
、
各
該
の
巡
撫
・
巡
按
官
に
通
行
し
、
各
屬
に
轉
行
す
べ
き
や
無い
な

や
。
但も

し
義

官
・
糧
長
、
及
び
一す

べ
て應
の
官
豪
・
殷
實
の
家
、
擅
自
に
擡
轎
せ
し
め
、
及
び
應
に
禁
ず
べ
き
の
器
械
を
用
ゐ
、
債
に
因
り
て
子
女
を
准
折

す
る
有
ら
ば
、
俱
に
各
々
律
に
依
り
て
治こ

ら

す
に
重
罪
を
以
て
す
る
を
除
き
、
敢
へ
て
軍
に
在
る
も
迯
來
す
る
な
ど
、
一
應
の
來
歷
不
明
之

人
を
收
留
し
、
家
に
在
り
て
伴
當
等
項
の
名
色
に
作
爲
す
る
有
ら
ば
、
許
し
て
自
首
せ
し
め
、
悉
く
問
罪
を
免
ず
。
軍
・
民
・
匠
・
灶
は
、

各
々
本
色
に
從
ひ
て
、
原
籍
に
遞
發
し
、
役
に
着
け
差
に
當
ら
し
む
。
若
し
恃
頑
し
て
首
せ
ざ
る
者
は
、
罪
を
問
ひ
、
枷
號
一
箇
月
〔
を

科
し
〕、
滿
つ
る
日
に
遞
回
せ
し
む
。
其
れ
平
昔
に
過
房
し
て
家
に
在
ら
し
め
、
義
男
・
女
婿
等
の
項
と
爲
す
は
、
迯
外
投
託
の
人
に
係
は

ら
ざ
れ
ば
、
止た

だ

に
常
例
に
照
ら
し
て
發
落
せ
し
む
。
義
官
に
犯
す
も
の
有
れ
ば
、
舊
例
に
仍
照
し
て
、
犯
す
こ
と
「
行
止
に
虧
有
る
者
」

に
該
る
は
、
官
職
を
革
去
せ
し
む
。
行
止
に 

碍
さ
ま
た
げ

 
あ
ら
ざ
る
者
は
、
俱
て
官
を
去
ら
ざ
ら
し
む
。

④ 

語 

釈

〈
切
見
〉
正
し
く
は
「
竊
見
」
と
書
く
べ
き
で
、
同
音
の
略
字
で
あ
る
。「
ひ
そ
か
に
み
る
」
の
意
で
、
情
況
・
制
度
な
ど
の
問
題
を
指
摘

す
る
際
に
常
用
さ
れ
る
、
開
頭
の
謙
譲
語
で
あ
る
。「
せ
っ
け
ん
す
ら
く
」
と
訓
じ
て
も
構
わ
な
い
。　
〈
納
粟
冠
帶
〉・〈
義
官
〉
粟
と
は
糧

食
の
こ
と
。
明
代
中
期
、
飢
饉
や
戦
時
に
際
し
、
江
南
デ
ル
タ
等
の
富
民
に
、
食
糧
の
献
納
を
求
め
、
見
返
り
に
名
目
上
の
官
員
身
分
を

与
え
、
そ
の
象
徴
で
あ
る
冠
と
帯
を
与
え
て
着
用
を
認
め
た
。
実
際
の
職
務
は
持
た
ず
と
も
、
最
早
「
民
」
に
非
ず
、「
官
」
の
資
格
を
有

し
、
礼
遇
さ
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
官
員
は
「
義
官
」
と
呼
ば
れ
た
。
敢
え
て
喩
え
れ
ば
、
江
戸
時
代
の
郷
村
の
庄
屋
層
に
、
時
折
認
許
さ

れ
た
“
苗
字
帯
刀
”
の
特
権
に
似
る
。　
〈
糧
長
〉
元
代
以
降
、
租
税tax

を
「
糧
」「
税
糧
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
（
本
史
料
で
は
糧
食
の
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意
に
も
使
わ
れ
て
い
る
が
、
明
代
で
は
稀
で
あ
る
）。
洪
武
四
年
、
各
郷
村
に
徭
役
負
担
能
力
を
有
す
る
一
一
〇
戸
を
も
っ
て
里
甲
を
編
成
し
、

以
後
一
〇
年
ご
と
に
再
編
さ
れ
た
。
各
里
は
毎
年
里
長
一
戸
、
甲
首
一
〇
戸
を
出
し
、
税
糧
の
徴
収
と
上
納
に
従
事
さ
せ
た
。
た
だ
長
江

中
・
下
流
域
の
穀
倉
地
帯
で
は
、
税
糧
の
処
理
は
煩
雑
で
あ
り
、
富
裕
の
在
村
地
主
を
「
糧
長
」
に
任
じ
、
複
数
の
里
長
を
統
括
さ
せ
た
。

前
項
の
義
官
の
身
分
獲
得
者
に
は
、
こ
の
よ
う
な
糧
長
が
多
か
っ
た
。　
〈
軍
・
灶
・
匠
籍
〉
明
朝
で
は
、
庶
民
は
、
軍
戸
・
民
戸
・
竈
戸

＝
灶
戸
・
匠
戸
四
種
の
戸
籍
に
分
類
さ
れ
た
。
民
戸
と
匠
戸
（
手
工
業
）
は
州
・
県
に
属
し
た
。
軍
戸
は
、
主
と
し
て
「
衛
所
」
に
所
属
し

た
が
、
州
・
県
に
属
す
る
戸
も
あ
っ
た
。
竈
戸
＝
灶
戸
は
、「
鹽
場
」
に
属
し
、
製
塩
に
従
事
し
た
。　
〈
便
要
〉「
要
便
」
か
。
直
ち
に
。　

〈
投
獻
〉
庶
民
が
、
財
産
や
人
身
（
自
己
か
ら
子
女
ま
で
）
を
、
勢
力
の
あ
る
富
豪
・
官
僚
に
、
自
ら
（
多
く
は
無
償
で
）
譲
渡
し
、
保
護
や
税

役
軽
減
を
求
め
る
行
為
。
日
本
の
荘
園
形
成
の
際
に
「
寄
進
」
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
主
体
の
庶
民
が
貧
民
と
は
限
ら
な
い
。「
投
獻
」
は

主
に
土
地
を
指
し
、
人
身
の
場
合
は
「
投と

う

靠か
う

＝
靠
身
」
と
い
う
場
合
が
多
い
。　
〈
准
折
〉
借
金
な
ど
の
か
た
、
代
償
に
充
て
る
。『
明
律
』

は
戸
律
・
銭
債
「
違
禁
取
利
」
条
に
、「
若
し
人
の
妻
妾
子
女
を
准
折
す
る
者
は
杖
一
百
。
強
奪
す
る
者
は
、
二
等
を
加
ふ
（
徒
一
年
半
、
杖

七
十
に
な
る
）」
と
定
め
て
い
る
。　
〈
收
租
〉
前
掲
語
釈
〈
糧
長
〉
で
述
べ
た
よ
う
に
、
元
代
以
降
、
租
税
は
「
糧
」
と
呼
ば
れ
た
。「
租
」

は
「
佃
租
」
と
も
い
い
、
地
主
に
納
め
る
小
作
料
を
い
う
。
こ
の
よ
う
な
「
租
」
の
意
味
は
さ
ら
に
拡
張
し
、
現
代
で
は
、
土
地
・
家
屋

や
物
件
の
貸
借
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
年
貢
の
取
り
立
て
を
「
收
租
」・「
催
租
」
な
ど
と
呼
ぶ
。　
〈
出
外
經
商
〉
外
地
に
赴

い
て
商
業
取
引
に
従
事
す
る
こ
と
。
奴
僕
が
主
人
の
命
で
行
う
例
も
あ
っ
た
。　
〈
威
縛
〉
暴
力
で
不
法
に
捕
え
て
、
緊
縛
す
る
こ
と
。『
明

律
』
刑
律
・
闘
殴
「
威
力
制
縛
人
」
条
が
あ
り
、
私
人
の
不
法
監
禁
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
。　
〈
除
外
〉「
～
ヲ
ノ
ゾ
ク
ノ
ホ
カ
」
と
訓
じ
、

そ
こ
で
句
点
を
打
っ
て
も
よ
い
。
日
本
語
の
除
外
の
意
で
は
な
く
、「
既
に
規
範
・
方
針
が
決
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
当
然
に
そ
れ
に
従
っ
て

処
置
す
る
の
で
、
改
め
て
論
ず
る
こ
と
は
し
な
い
」
の
意
。
第
一
六
行
に
も
「
除
」
が
出
て
く
る
が
、
同
じ
意
味
で
あ
る
。　
〈
問
擬
〉
審

問0

と
擬0

罪
＝
擬
律
。
最
終
判
決
は
罪
に
よ
り
、
最
も
軽
い
杖
罪
の
州
県
か
ら
段
階
を
経
て
、
死
罪
の
皇
帝
に
到
る
ま
で
、
い
く
つ
か
の
段

階
が
あ
っ
た
。
最
終
判
決
の
権
限
が
な
い
場
合
の
罪
・
刑
の
判
断
は
、
上
級
審
に
送
る
「
擬
」
し
か
で
き
な
い
。
な
お
「
擬
」
は
、
現
代
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の
行
政
用
語
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。　
〈
遞
解
〉・〈
遞
回
〉「
遞
（
逓
）」
は
公
務
人
員
や
文
書
を
送
達
す
る
官
営
の
「
駅
遞
（
逓
）」。「
解
」

と
は
送
る
こ
と
。
駅
逓
を
も
っ
て
逮
捕
し
た
人
員
を
上
級
あ
る
い
は
原
籍
へ
送
る
こ
と
。「
遞
回
」
は
原
籍
へ
送
り
返
す
こ
と
。　
〈
法
司
〉

司
法
衙
門
で
、
広
義
に
は
州
県
ま
で
含
ま
れ
る
が
、
多
く
は
中
央
の
刑
部
・
都
察
院
・
大
理
寺
等
を
指
し
、「
三
法
司
」
と
も
呼
ば
れ
る
。

　
〈
問
刑
衙
門
〉
裁
判
を
担
当
す
る
官
署
で
、
州
・
県
に
始
ま
り
、
府
・
按
察
使
司
・
巡
撫
に
到
る
地
方
衙
門
、
刑
部
な
ど
の
中
央
の
「
法

司
」
な
ど
を
指
す
。　
〈
通
行
〉「
行
」
と
は
官
衙
・
官
僚
の
間
で
公
文
書
を
送
る
こ
と
。
上
級
へ
は
「
上
行
」、
対
等
の
場
合
は
「
平
行
」、

下
級
へ
は
「
下
行
」
と
い
う
。「
通
行
」
と
は
す
べ
て
の
衙
門
に
下
達
す
る
こ
と
。　
〈
地
方
・
里
老
・
四
隣
〉「
地
方
」
と
は
、
糧
長
・
里

長
な
ど
（
前
掲
語
釈
〈
糧
長
〉
参
照
）。「
里
老
＝
里
老
人
」
と
は
、
各
里
の
年
長
有
徳
者
か
ら
選
ん
で
任
命
さ
れ
、
教
化
・
裁
判
を
担
当
し

た
。「
四
隣
」
と
は
東
西
南
北
の
隣
人
。　
〈
枷
號
〉
唐
律
を
承
け
る
『
明
律
』
は
、
笞
杖
徒
流
死
の
「
五
刑
」
を
名
例
律
で
正
規
の
刑
と
定

め
て
い
た
が
、
明
代
中
期
、
首
・
手
首
・
足
首
に
枷
（
か
せ
）
を
嵌
め
て
晒
し
者
に
す
る
「
枷
号
」
が
、
実
刑
に
附
加
さ
れ
て
科
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。　
〈
合
無
〉「
マ
サ
ニ
～
ス
ベ
キ
ヤ
、
イ
ナ
ヤ
」
と
訓
ず
る
。「
マ
サ
ニ
～
ス
ベ
シ
」
よ
り
は
弱
め
、
最
終
の
決
定
を
相
手

（
こ
の
場
合
、
天
子
）
に
判
断
を
委
ね
る
文
言
。　
〈
南
北
直
隸
并
浙
江
等
布
政
司
、
各
該
巡
撫
・
巡
按
官
〉
明
初
は
元
制
を
受
け
て
、
地
方

行
政
は
行
中
書
省
が
分
担
し
て
い
た
。
洪
武
一
三
年
、
胡
惟
庸
事
件
を
契
機
と
す
る
官
制
改
変
で
地
方
の
行
省
は
廃
止
さ
れ
、
一
三
の
布

政
使
司
（
行
政
）・
按
察
使
司
（
監
察
・
司
法
）
に
分
け
ら
れ
た
。
首
都
は
中
央
の
「
直
隷
」
と
さ
れ
た
が
、
永
楽
以
降
の
二
都
シ
ス
テ
ム
に

よ
り
、
南
・
北
直
隷
と
さ
れ
た
。
や
が
て
、
実
質
上
、
省
の
首
長
で
あ
る
巡
撫
が
置
か
れ
、
ま
た
官
品
は
低
い
が
、
監
察
担
当
で
巡
撫
と

同
格
の
巡
按
御
史
が
派
遣
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。　
〈
品
級
〉
官
僚
は
、
正
一
品
か
ら
下
っ
て
従
九
品
ま
で
、
一
八
段
階
の
官
品
を
授
け

ら
れ
、
そ
の
ラ
ン
ク
を
示
し
て
い
た
。
官
品
を
持
つ
官
員
を
「
品
官
」・「
流
官
」・「
入
流
」
な
ど
と
呼
ん
だ
。
こ
の
下
に
、
官
員
で
は
あ

る
が
、
官
品
を
持
た
ぬ
人
々
が
お
り
、「
未
入
流
」
と
呼
ば
れ
た
。
義
官
の
官
品
は
低
く
、
未
入
流
の
場
合
も
あ
っ
た
。「
品
級
の
有
無
を

問
は
ず
」
と
は
、
入
流
・
未
入
流
を
区
別
せ
ず
、
の
意
で
あ
ろ
う
。　
〈
伴
當
〉
従
僕
。　
〈
過
房
〉
註
（
3
）
に
詳
述
す
る
。　
〈
義
男
〉
太

祖
は
、
皇
族
と
、
功
臣
＝
貴
族
以
外
に
、
奴
婢
の
収
養
を
禁
止
し
た
。
し
か
し
、
現
実
に
は
、
地
主
・
官
僚
・
商
人
な
ど
富
裕
な
家
庭
に
、
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奴
僕
・
婢
女
を
缺
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
方
便
と
し
て
、
奴
婢
を
「
義
男
・
義
女
」、
つ
ま
り
養
子
・
養
女
と
称
し
て
収
養
す
る
よ
う
に

な
り
、
官
憲
も
こ
れ
を
公
認
し
て
い
た
（
本
稿
【
史
料
III
】『
讀
律
瑣
言
』
参
照
）。
ま
た
義
女
（
つ
ま
り
婢
女
）
と
義
男
（
つ
ま
り
奴
僕
）
を
結

婚
さ
せ
、
女
婿
と
称
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
本
稿
次
節
で
紹
介
す
る
判
牘
史
料
が
、
ま
さ
し
く
、
こ
の
領
域
に
関
わ
る
民
事
紛
争
を
扱
っ

て
い
る
。　
〈
本
色
〉「
色
」
は
種
類
の
意
味
（
元
代
の
色
目
人
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
“
種
類
”
の
人
の
意
で
、
決
し
て
瞳
の
色
の
こ
と
で
は
な
い
）。
本

色
と
は
、
元
来
の
種
類
。
他
に
替
え
れ
ば
「
折
色
」。　
〈
轉
行
各
屬
〉
上
級
か
ら
下
さ
れ
て
き
た
文
書
を
、
さ
ら
に
属
下
の
官
署
に
転
達
す

る
。　
〈
從
重
〉
い
か
な
る
行
為
が
某
「
罪
」
に
該
当
し
、
そ
れ
に
科
す
「
刑
」
の
種
類
が
、
期
限
な
ど
段
階
を
設
け
て
、
律
に
規
定
さ
れ

て
い
る
。「
従
重
」
と
は
、
重
い
方
を
科
す
こ
と
を
い
い
、
対
語
は
「
従
軽
」。
つ
い
で
に
「
刑
罰
」
は
現
代
語
に
な
っ
た
が
、
元
来
は

「
刑
・
罰
」
で
あ
り
、
実
刑
を
科
さ
ず
、
物
貨
や
貨
幣
で
の
代
納
を
許
す
の
が
「
罰
」
＝
「
罰
贖
」
で
あ
る
。　
〈
前
件

得
〉
官
の
行
政
・

法
制
文
書
に
頻
出
す
る
語
句
。「
前
件
」
と
は
、
検
討
を
命
じ
ら
れ
た
課
題
、
あ
る
い
は
訴
状
な
ど
、
前
提
と
な
る
文
書
・
事
情
。「
查
得
」

は
調
査
検
討
の
結
果
を
述
べ
る
冒
頭
の
語
句
。「
サ
シ
エ
タ
リ
」
と
訓
ず
る
。「
サ
ト
ク
ス
ラ
ク
」
で
も
よ
い
。
同
類
の
語
句
に
、「
看
得
」

（
検
討
し
て
確
認
し
た
事
情
）、「
照
得
」（
検
討
中
に
関
連
文
献
な
ど
か
ら
参
照
し
得
た
こ
と
）、「
審
得
」（
審
判
の
結
果
。
次
節
史
料
『
雲
間
讞
略
』
に

見
出
さ
れ
る
）
等
が
あ
る
。　
〈
爲
～
事
〉
上
奏
の
冒
頭
に
必
ず
「
為
～
事
」
と
の
標
題
が
あ
り
、
そ
こ
で
主
題
が
簡
潔
に
示
さ
れ
る
こ
と
が

多
い
。「
～
ノ
コ
ト
ノ
タ
メ
ニ
ス
」
あ
る
い
は
「
～
ノ
タ
メ
ニ
ス
ル
ノ
コ
ト
」
と
訓
ず
る
。　
〈
御
史
〉
都
察
院
に
は
「
監
察
御
史
」（
従
七

品
）
が
い
て
、
十
三
布
政
使
司
に
対
応
す
る
十
三
道
に
分
か
れ
て
い
た
。
や
が
て
特
定
の
地
域
の
監
察
に
派
遣
さ
れ
る
制
度
が
で
き
、「
巡

按
御
史
」
と
称
さ
れ
た
。　
〈
前
因
〉
再
度
、
文
章
を
引
用
す
る
場
合
、
煩
を
避
け
る
た
め
省
略
し
た
こ
と
を
指
す
。　
〈
舍
余
人
〉
正
し
く

は
舍
餘4

人
。
軍
戸
は
長
男
が
継
承
し
て
軍
役
を
提
供
す
る
が
、
服
役
し
な
い
他
の
子
弟
を
、
武
官
で
は
「
舍
人
」、
兵
丁
で
は
「
餘
人
」
と

呼
び
、
併
せ
て
「
舍
・
餘
」
と
い
う
。
さ
し
ず
め
、
江
戸
時
代
の
武
家
の
「
部
屋
住
」
の
如
き
存
在
か
。

⑤ 

和 

訳

甲
【
タ
イ
ト
ル
】
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弘
治
七
年
九
月
二
七
日
、
刑
部
等
の
衙
門
、
太
子
少
保
（
散
官
）・
刑
部
尚
書
（
職
事
官
）
白
昂
等
の
官
員
が
、
陛
下
に
題
奏
申
し
上
げ

ま
す
。

乙
【
天
子
か
ら
下
さ
れ
た
課
題
。
実
は
最
初
の
条
奏
の
一
部
】

　

子
分
手
下
ど
も
を
消
し
去
る
こ
と
で
、
豪
強
を
抑
え
ま
し
ょ
う
。
愚
見
を
申
し
ま
す
。
江
南
地
方
の
豪
富
の
連
中
に
は
、
自
家
の
富
強

を
誇
り
、
国
法
に
遵
わ
な
い
者
が
い
ま
す
。
出
行
の
際
に
は
、
陸
路
な
ら
ば
涼
や
か
な
大
傘
や
、
漆
塗
り
の
轎
を
前
後
に
つ
ら
ね
、
水
路

な
ら
ば
、
楼
閣
を
構
え
た
大
船
に
、
楽
隊
を
乗
せ
て
お
り
ま
す
。
配
下
に
、
各
地
出
身
の
軍
戸
・
竈
戸
・
匠
戸
な
ど
庶
民
〔
の
逃
亡
者
〕

を
収
容
し
、
さ
ら
に
は
、
全
国
の
無
職
遊
び
人
や
、
藝
人
・
賭
博
人
を
集
め
て
い
ま
す
。〔
こ
れ
ら
豪
富
の
家
に
寄
食
す
る
連
中
は
〕
皆
、

原
籍
地
に
て
罪
を
犯
し
て
逃
来
し
、
こ
こ
に
隠
れ
家
を
得
た
者
た
ち
で
す
。

　

こ
の
ほ
か
、
本
地
の
徭
役
の
負
担
を
逃
れ
よ
う
と
す
る
小
民
に
は
、〔
自
ら
〕
進
ん
で
子
弟
を
〔
豪
富
の
家
の
奴
僕
と
し
て
〕
投
献
す
る

者
も
い
ま
す
。
さ
ら
に
は
、
極
貧
の
人
戸
に
は
負
債
を
返
せ
ず
、
息
子
・
娘
を
借
金
の
か
た
に
当
て
る
こ
と
を
願
う
者
も
い
ま
す
。
こ
れ

ら
さ
ま
ざ
ま
な
輩
は
、
幸
に
し
て
豪
富
に
収
留
さ
れ
る
と
、
す
ぐ
さ
ま
、
主
人
の
勢
威
に
依
っ
て
、
庶
民
を
脅
す
よ
う
に
な
る
の
で
す
。
あ

る
い
は
、
主
人
の
申
し
付
け
で
佃
租
徴
収
や
、
負
債
取
立
を
お
こ
な
い
ま
す
。
あ
る
い
は
、
家
主
が
命
じ
て
、
外
地
に
赴
き
、
取
引
に
従

事
さ
せ
て
い
ま
す
。
三
人
五
人
と
群
を
成
す
と
、
ま
る
で
虎
や
狼
の
如
く
、
十
数
人
も
連
な
っ
て
来
る
と
、
そ
の
悪
さ
は
鷹
や
鸇と

び

の
よ
う

で
す
。
あ
る
い
は
小
民
の
家
産
を
強
奪
し
、
あ
る
い
は
貧
民
の
妻
女
を
欺
姦
し
て
い
ま
す
。
欠
債
の
人
戸
を
捕
縛
し
、
勝
手
に
自
家
に
牢

獄
を
置
い
て
い
ま
す
。〔
自
作
の
小
農
に
対
し
〕
妄
り
に
小
作
の
名
目
を
唱
え
、
公
然
と
〔
田
地
を
〕
詐
取
し
て
い
ま
す
。
礼
儀
に
背
き
、

分
際
を
越
え
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
悪
事
を
は
た
ら
い
て
い
る
の
で
す
。
す
で
に
法
を
犯
し
た
者
で
、
幾
度
か
律
に
依
っ
て
審
問
・
擬
罪
さ

れ
、
刑
に
服
す
る
た
め
に
解お

く

ら
れ
た
〔
処
理
済
み
の
〕
者
は
〔
よ
ろ
し
い
と
し
ま
し
ょ
う
〕。〔
問
題
な
の
は
、
地
方
衙
門
が
〕
こ
れ
ら
の

犯
人
を
調
べ
出
し
た
と
し
て
も
、
長
年
の
因
襲
の
結
果
、
そ
れ
に
倣
っ
て
〔
放
置
す
る
〕
の
が
常
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。

　

そ
こ
で
、〔
愚
昧
を
か
え
り
み
ず
〕
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。〔
陛
下
に
お
か
れ
て
は
〕
司
法
衙
門
に
敕
を
下
さ
れ
、〔
承
け
た
司
法
衙
門
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に
〕
高
札
を
書
き
出
し
、
厳
し
く
禁
約
を
加
え
、
各
地
の
問
刑
衙
門
に
も
ら
さ
ず
命
令
を
下
達
せ
し
め
ら
れ
ん
こ
と
を
。
今
後
、
も
し
も

勢
豪
の
家
で
、
悔
い
改
め
て
自
首
し
、
收
留
し
た
前
述
の
よ
う
な
輩
を
、
官
に
赴
き
て
出
頭
せ
し
め
、〔
官
を
し
て
、
原
籍
地
に
〕
送
り
返

さ
せ
る
者
は
、
主
人
の
本
罪
を
免
ず
る
こ
と
に
致
し
ま
し
ょ
う
。
も
し
依
然
と
し
て
頑
固
に
逆
ら
い
、〔
収
留
し
た
輩
を
〕
堅
く
留
め
て
家

に
在
ら
し
め
、
指
図
し
て
人
を
害
す
る
者
は
、
地
方
［
糧
長
・
里
長
な
ど
村
役
人
］・
里
老
・
四
鄰
、
な
ら
び
に
被
害
者
が
、
暴
露
し
て
官

に
赴
き
告
発
す
る
こ
と
を
許
し
ま
す
。〔
告
発
を
受
け
た
衙
門
は
〕
ま
ず
当
の
豪
富
を
ば
逮
捕
審
問
し
、
律
の
ご
と
く
冠
帯
を
剥
奪
し
ま
す
。

〔
収
留
さ
れ
て
い
た
〕
来
歴
不
明
の
輩
は
、
逮
捕
し
て
審
問
し
、
事
情
が
明
白
な
ら
ば
、
枷
号
一
箇
月
を
科
し
、
期
限
を
終
え
た
ら
原
籍
に

〔
官
の
駅
逓
を
経
由
し
て
〕
送
り
返
し
、〔
原
籍
地
の
衙
門
に
〕
収
め
て
査
問
さ
せ
、〔
相
当
す
る
刑
に
軽
重
の
段
階
が
あ
る
場
合
〕
重
き
に

従
っ
て
断
罪
さ
せ
ま
す
。
も
し
里
老
人
な
ど
で
、
勢
力
家
を
畏
懼
し
、
知
り
な
が
ら
告
発
せ
ぬ
者
が
い
た
ら
、
事
が
明
ら
か
に
な
っ
た
時
、

犯
人
と
併
わ
せ
て
罪
に
問
い
ま
す
。

丙
【
前
例
の
参
照
を
含
む
検
討
】

　

前
件
、
検
討
致
し
ま
し
た
。
つ
と
に
「
建
言
の
為
に
す
る
事
」
の
上
奏
が
あ
り
、〔
陛
下
の
ご
下
命
を
受
け
て
、
三
法
司
が
会
同
検
討
を

行
っ
た
う
え
で
〕、
刑
部
等
の
関
係
衙
門
、
刑
部
尚
書
陸
瑜
等
が
題
奏
し
、
陛
下
の
お
許
し
を
頂
い
て
お
り
ま
す
。〔
拝
読
し
ま
す
と
〕
各

地
の
軍
戸
・
民
戸
や
〔
軍
戸
籍
の
〕
舍
餘
な
ど
で
、〔
納
粟
恩
賜
の
〕
例
に
遇
い
、
軍
糧
献
納
の
項
目
に
〔
該
当
し
〕
て
冠
帯
を
受
け
た
者

が
、
姦
盗
・
詐
偽
な
ど
の
贓
罪
を
犯
し
、〔
義
官
と
し
て
の
〕
行
為
に
欠
陥
あ
る
者
は
、
品
級
の
有
無
を
問
わ
ず
、
冠
帯
を
剥
奪
す
る
〔
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
〕。〔
た
だ
〕
軽
罪
を
犯
し
た
者
は
、
例
に
照
ら
し
て
冠
帯
〔
を
保
持
〕
せ
し
め
る
〔
と
定
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
〕。

　
〔
今
回
の
〕
御
史
劉
廷
瓚
の
条
奏
の
と
な
え
る
内
容
〔
に
つ
い
て
は
前
に
述
べ
ま
し
た
の
で
、
こ
こ
で
繰
り
返
す
こ
と
は
致
し
ま
せ
ん
〕。

丁
【
結
論
】

　
〔
こ
の
劉
御
史
の
提
案
を
お
准
し
に
な
り
〕
南
・
北
直
隸
、
な
ら
び
に
浙
江
等
の
布
政
司
、
各
該
の
巡
撫
・
巡
按
官
に
遍
く
命
令
を
送
り
、

〔
こ
れ
ら
の
官
か
ら
さ
ら
に
〕
そ
れ
ぞ
れ
の
下
属
〔
す
る
地
方
官
〕
に
転
送
さ
せ
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。
も
し
も
義
官
・
糧
長
、
及
び
あ
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ら
ゆ
る
官
豪
・
富
裕
の
家
で
、
勝
手
に
〔
華
美
な
〕
轎
を
担
が
し
め
、
ま
た
禁
止
さ
れ
た
武
具
を
用
い
、
貸
金
の
か
た
に
息
子
・
娘
を
取

り
上
げ
た
咎
で
、
全
て
当
該
の
律
に
依
っ
て
、
も
う
す
で
に
重
罪
を
も
っ
て
懲
ら
し
め
ら
れ
た
者
〔
は
罪
刑
を
そ
の
ま
ま
に
し
ま
す
〕。〔
今

後
〕
軍
か
ら
の
逃
亡
者
な
ど
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
来
歴
不
明
の
人
を
あ
え
て
収
留
し
、
家
に
置
い
て
従
者
な
ど
の
名
目
に
し
て
い
る
者
は
、

〔
主
人
の
〕
自
首
を
許
し
、
こ
と
ご
と
く
〔
主
人
の
〕
審
問
・
科
罪
を
免
除
す
る
こ
と
に
し
ま
す
。〔
収
留
さ
れ
た
〕
軍
籍
・
民
籍
・
竈
籍
・

匠
籍
の
庶
民
は
送
還
し
、
各
自
の
本
来
の
原
籍
に
お
い
て
、
徭
役
を
負
担
さ
せ
ま
す
。
も
し
頑
固
に
自
首
し
な
い
者
は
、
罪
に
問
い
、〔
加

え
て
〕
枷
号
一
箇
月
を
科
し
、
満
期
の
日
に
〔
原
籍
に
〕
送
還
さ
せ
ま
す
。
以
前
か
ら
、
過
房
（
註
（
3
）
参
照
）
し
て
家
に
留
め
、
義

男
・
女
婿
な
ど
と
し
て
い
る
場
合
は
、〔
収
容
さ
れ
た
者
が
、
原
籍
か
ら
〕
逃
亡
し
て
来
て
自
ら
投
献
し
た
人
で
な
け
れ
ば
、
常
例
の
み
に

照
ら
し
て
〔
適
宜
〕
処
置
す
る
だ
け
に
致
し
ま
し
ょ
う
。
義
官
で
犯
す
者
が
あ
れ
ば
、
旧
例
に
依
拠
し
て
、
犯
す
こ
と
が
「
行お

こ
な
ひ止
に
虧か

け

る
と
こ
ろ
有
る
者
」
に
あ
た
る
場
合
は
、
官
職
を
剥
奪
さ
せ
ま
す
。
行
止
に
特
段
の
碍

ふ
つ
ご
うが
な
い
場
合
は
、〔
自
家
に
収
養
し
て
い
た
と
し

て
も
〕
す
べ
て
官
を
剥
奪
せ
ぬ
こ
と
と
し
た
ら
い
か
が
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。

【
解
説
】

　

原
初
の
『
明
律
』
が
、
文
武
の
官
員
の
規
律
維
持
に
重
き
を
置
い
て
い
た
可
能
性
は
前
述
し
た
（
本
稿
総
説
参
照
）。
確
定
し
た
洪
武
三

十
年
律
に
は
、
冒
頭
の
名
例
律
に
「
職
官
有
犯
」
条
が
あ
り
、
以
下
に
文
武
官
員
の
犯
罪
を
処
罰
す
る
規
定
が
数
条
存
在
す
る
。
た
だ
こ

れ
ら
の
律
条
の
対
象
は
、
い
ず
れ
も
現
職
の
「
職
官
」
の
犯
罪
で
あ
っ
た
。
前
掲
語
釈
〈
納
粟
冠
帶
〉
で
述
べ
た
よ
う
に
、
明
代
中
期
、
今

ま
で
存
在
し
な
か
っ
た
「
義
官
」
と
い
う
範
疇
が
登
場
し
て
く
る
。「
民
」
身
分
の
郷
里
社
会
の
有
力
者
が
、
名
目
上
の
品
級
を
受
け
、「
官
」

の
範
疇
に
属
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
彼
ら
の
犯
罪
を
、
最
早
、
一
般
の
「
民
」
を
も
っ
て
処
理
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
新
た
に
出

現
し
た
問
題
に
対
応
す
べ
く
、
条
例
が
作
ら
れ
る
。

　

こ
の
覆
議
は
、『
條
例
全
文
』
所
収
原
文
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
孝
宗
弘
治
帝
の
裁
可
を
受
け
、「
職
官
有
犯
」
律
の
例
、
つ
ま
り
律
例
と
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い
う
正
規
の
法
文
に
加
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
史
料
に
も
登
場
し
た
刑
部
尚
書
白
昂
が
主
任
と
な
っ
て
後
に
編
纂
し
、
弘
治
一
三
年

（
一
五
〇
〇
）
に
頒
行
さ
れ
た
法
典
、
弘
治
『
問
刑
條
例
』
の
「
職
官
有
犯
」
条
の
例
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（［
黃
一
九
七
九
］

二
六
九
頁
）（

4
）。

　

さ
て
、
こ
の
煩
雑
な
史
料
の
要
点
を
押
さ
え
よ
う
。
何
が
論
ぜ
ら
れ
、
そ
し
て
何
が
新
た
に
決
ま
っ
た
の
か
。
文
中
「
丙
」
に
示
さ
れ

る
よ
う
に
、
す
で
に
成
化
年
間
に
は
刑
部
尚
書
陸
瑜
な
ど
の
覆
議
が
裁
可
さ
れ
、
収
留
し
た
各
種
の
小
民
を
駆
使
し
て
悪
事
を
為
さ
し
め

る
義
官
に
対
し
て
、
そ
の
冠
帯
を
剥
奪
す
る
規
範
が
存
在
し
て
い
た
。

　

で
は
、
今
回
の
劉
廷
瓚
の
提
議
が
基
礎
と
な
っ
て
、
新
た
に
制
定
さ
れ
た
条
例
の
骨
子
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
。
ま
ず
義
官
を
獲
得
す

る
よ
う
な
郷
村
の
富
豪
が
、
そ
の
「
戸
（
世
帯household

と
仮
に
理
解
し
て
お
く
）」
の
内
部
に
、
義
子
・
義
女
な
ど
と
し
て
、
多
く
の
非
家

族
成
員
を
抱
え
る
こ
と
は
、
必
然
の
社
会
現
象
で
あ
り
、
い
か
に
禁
令
が
あ
ろ
う
と
も
止
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
重
要
な
の
は
、

か
か
る
義
官
が
す
べ
て
悪
事
を
働
く
存
在
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　

む
し
ろ
全
体
は
逆
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
江
南
デ
ル
タ
で
は
、
お
お
む
ね
、
こ
の
階
層
は
糧
長
と
い
う
役
務
を
負
わ
さ
れ
て
い
た
。
こ

の
在
郷
の
経
営
地
主
階
層
こ
そ
、
郷
村
社
会
の
秩
序
を
維
持
し
、
国
家
の
租
税
収
入
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
節
倹
・
創
意
に
よ
っ
て
農

業
の
水
準
を
維
持
し
、
向
上
さ
せ
る
機
能
を
果
た
し
て
お
り
、
そ
の
存
在
こ
そ
が
里
甲
制
を
存
続
せ
し
め
、
明
王
朝
の
支
配
を
維
持
す
る

中
核
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
非
家
族
成
員
を
収
養
す
る
こ
と
の
み
を
も
っ
て
、
や
み
く
も
に
処
分
を
加
え
、
結
果
と
し
て
、
こ
の
糧

長
階
層
を
萎
縮
・
疲
弊
さ
せ
る
の
は
、
王
朝
権
力
に
と
っ
て
も
、
郷
村
社
会
の
た
め
に
も
、
は
た
し
て
得
策
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

　

蘇
松
巡
按
（
で
あ
っ
た
と
確
実
に
推
断
さ
れ
る
）
劉
廷
瓚
は
、
蘇
松
二
府
の
各
県
を
巡
察
し
、
こ
の
社
会
の
現
実
を
我
が
眼
で
認
識
す
る
に

至
っ
た
。
劉
廷
瓚
の
提
議
か
ら
生
ま
れ
た
新
条
例
の
核
心
は
、
最
後
の
一
句
「
不
碍
行
止
者
、
俱
不
去
官
」
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま

り
「
た
と
え
各
種
の
非
家
族
成
員
を
戸
内
に
抱
え
て
い
よ
う
と
も
、
日
常
の
行
為
に
特
段
の
問
題
が
な
い
場
合
に
は
、
冠
帯
を
剝
奪
す
る

こ
と
は
し
な
い
」
と
い
う
、
義
官
に
対
す
る
行
動
規
制
の
行
き
過
ぎ
を
抑
え
る
措
置
に
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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註（
1
）	
東
京
大
学
総
合
図
書
館
所
蔵
抄
本
（
以
下
、「
抄
本
」
と
い
う
）
の
目
次
が
、
巻
一
を
「
五
刑
」
類
と
し
、
巻
二
か
ら
巻
六
を
「
名
例
」
類
と
す
る

の
は
、
明
ら
か
に
誤
り
で
あ
る
。「
抄
本
」
は
、
巻
一
「
五
刑
」
類
と
し
て
、「
五
刑
」
二
八
件
、「
議
貴
」
一
件
、「
職
官
有
犯
」
六
件
を
収
め
て
い
る
。

本
来
の
『
明
律
』
は
、
巻
一
「
名
例
律
」
全
四
七
条
の
冒
頭
に
「
五
刑
」
が
あ
り
、
そ
の
後
に
、「
十
悪
」・「
八
議
」・「
應
議
者
犯
罪
」・「
職
官
有
犯
」

…
…
と
続
く
。
法
制
上
、
犯
罪
の
処
理
に
つ
い
て
、
一
般
と
区
別
し
て
「
議
」
す
な
わ
ち
特
別
に
処
理
す
る
、
八
種
の
身
分
範
疇
を
規
定
し
た
「
八
議
」

条
が
存
在
す
る
。
そ
の
七
番
目
の
範
疇
に
、
官
品
の
高
い
人
物
を
「
貴
」
と
し
、
断
罪
を
天
子
の
上
裁
に
依
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
議
貴
」

と
は
律
条
で
は
な
い
。【
解
説
】
で
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
条
奏
（
提
議
を
個
条
書
き
に
し
た
上
奏
）
史
料
は
、
米
穀
を
国
家
に
献
納
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
名
目
上
の
官
員
身
分
＝
義
官
を
獲
得
し
た
、
江
南
の
「
豪
富
之
家
」
の
郷
里
社
会
に
お
け
る
専
横
を
い
か
に
処
置
す
る
か
論
じ
た
も
の
で
あ
り
、
ま

さ
し
く
「
職
官
有
犯
」
律
の
領
域
に
関
わ
っ
て
お
り
、「
議
貴
」（「
八
議
」）
と
は
全
く
無
関
係
で
あ
る
。
事
実
、
明
ら
か
に
こ
の
条
奏
が
基
礎
と
な
っ
た

と
思
わ
れ
る
弘
治
『
問
刑
條
例
』「
職
官
有
犯
」
条
に
、「
各
處
義
官
犯
該
行
止
有
虧
者
、
革
出
冠
帶
。
不
礙
行
止
者
、
不
革
（
各
地
の
義
官
で
、
行
為
に

問
題
有
り
、
に
該
当
す
る
者
は
、
冠
帯
（
つ
ま
り
官
員
の
身
分
）
を
剥
奪
す
る
。
問
題
な
け
れ
ば
、
剥
奪
し
な
い
）」
と
の
文
言
も
共
通
す
る
規
範
が
加

え
ら
れ
て
い
る
。「
五
刑
」
に
分
類
す
る
の
は
荒
唐
で
あ
り
、
こ
の
「
目
次
」
が
律
の
素
養
を
缺
く
人
物
の
手
に
な
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

（
2
）	

【
史
料
】
原
文
の
な
か
で
、
姓
・
名
が
空
格
、
あ
る
い
は
判
読
不
明
の
官
僚
三
名
に
つ
い
て
、
缺
落
を
補
っ
た
根
拠
は
次
の
通
り
。
白
昂
：
弘
治
六

年
（
一
四
九
三
）
八
月
任
刑
部
尚
書
、
翌
七
年
加
太
子
少
保
、
一
三
年
（
一
五
〇
〇
）
致
仕
。（『
明
史
』
巻
一
一
二
、「
七
卿
年
表
」
一
）。
陸
瑜
：
天
順

二
年
（
一
四
五
八
）
一
〇
月
刑
部
尚
書
、
成
化
九
年
（
一
四
七
三
）
八
月
致
仕
。（
仝
）。
一
五
年
間
在
任
し
、
致
仕
の
時
は
八
一
歳
で
あ
っ
た
と
い
う
。

劉
廷
瓚
：
監
察
御
史
（
従
七
品
）
が
、
た
と
え
ば
「
巡
按
蘇
松
地
方
」
の
よ
う
に
、
一
定
地
域
の
監
察
・
録
囚
（
未
決
で
州
県
の
監
に
拘
禁
さ
れ
て
い
る

囚
人
に
つ
い
て
監
察
す
る
こ
と
。［
高
遠
二
〇
〇
四
］
参
照
）
を
命
ぜ
ら
れ
、
短
期
間
（
お
お
む
ね
一
年
）
指
定
地
方
に
派
遣
さ
れ
る
。
重
要
な
役
目
で

あ
り
、
代
々
の
実
録
に
任
命
の
記
事
が
出
て
く
る
が
、
ま
と
ま
っ
た
年
表
類
は
ま
だ
誰
も
作
成
し
て
い
な
い
。
監
察
御
史
は
正
規
の
進
士
合
格
者
か
ら
選

任
さ
れ
る
か
ら
、『
明
清
進
士
題
名
碑
録
索
引
』
下
（
上
海
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
〇
年
）
に
つ
い
て
検
索
す
る
と
、「
成
化
十
四
年
（
一
四
七

九
）
戊
戌
科
」
の
第
三
甲
二
三
七
名
の
第
一
一
一
名
に
、
そ
の
諱
を
持
つ
人
物
が
見
え
る
。
な
お
『
條
例
全
文
』
で
も
確
認
で
き
た
。

（
3
）	

「
過
房
」。
漢
族
の
牢
固
た
る
習
俗
と
し
て
、
財
産
・
祭
祀
を
継
承
す
る
男
子
（
女
子
に
権
利
は
な
い
）
が
い
な
い
場
合
、
必
ず
同
族
同
姓
の
卑
属
の
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男
子
、
つ
ま
り
兄
弟
・
従
兄
弟
・
再
従
兄
な
ど
の
息
子
を
嗣
子
に
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
は
国
法
上
の
規
範
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
慣
習
を
「
過
継
」
と
い

う
。「
過
房
」
も
「
過
継
」
の
同
義
と
す
る
辞
典
も
あ
る
（『
中
日
大
辞
典
・
増
訂
版
』
大
修
館
書
店
、
一
九
八
六
年
、
七
一
四
頁
。
方
言
と
す
る
）。
し

か
し
、
他
の
辞
典
で
は
、
異
姓
の
児
女
を
収
養
し
、
実
の
児
女
と
す
る
行
為
を
「
過
房
」
と
呼
ぶ
現
象
が
す
で
に
宋
代
に
出
現
し
、
元
代
に
盛
行
し
て
い

た
と
述
べ
て
い
る
（『
漢
語
大
詞
典
』
一
〇
巻
、
北
京
、
漢
語
大
詞
典
出
版
社
、
一
九
九
七
年
、
九
六
二
頁
）。
こ
こ
も
そ
の
意
味
に
解
す
べ
き
で
あ
る
。

通
常
の
過
継
で
あ
れ
ば
、
同
姓
不
婚
の
厳
重
な
規
範
を
犯
し
て
、
養
家
の
娘
（
当
然
に
同
姓
）
の
女
婿
に
な
る
こ
と
な
ど
、
絶
対
に
あ
り
得
な
い
。
こ
の

文
章
で
、「
過
房
」
の
男
子
が
「
女
婿
」
に
な
る
状
況
も
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
過
房
＝
過
継
説
が
成
り
立
た
ぬ
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
な

お
清
代
中
期
の
江
南
デ
ル
タ
の
と
あ
る
方
志
は
、
庶
民
の
ご
く
普
通
の
風
習
と
し
て
、
異
姓
の
男
子
を
収
養
し
て
後
嗣
と
為
す
の
を
「
過
房
」
と
呼
び
、

さ
ら
に
そ
れ
が
誕
生
直
後
の
嬰
児
の
場
合
、「
血
抱
」
と
呼
ぶ
、
と
述
べ
て
い
る
（［
濵
島
二
〇
一
四
］
一
〇
四
頁
、
嘉
慶
『
太
倉
州
志
』
風
俗
志
。
寺
田

浩
明
氏
の
御
恵
投
に
拠
る
）。

　
　

再
校
を
終
え
た
段
階
で
、
台
湾
国
立
暨
南
国
際
大
学
歴
史
系
博
士
課
程
学
生
の
陳
一
中
君
か
ら
、
こ
の
嘉
慶
年
間
の
方
志
と
全
く
同
文
の
記
事
が
、
乾

隆
『
嘉
定
縣
志
』
風
俗
志
に
在
る
と
の
教
示
が
届
い
た
。
嘉
定
県
・
太
倉
州
は
、
明
代
に
は
並
列
で
蘇
州
府
に
属
し
て
い
た
が
、
清
代
に
は
「
太
倉
直
隷

州
」
が
独
立
し
、
嘉
定
県
を
も
管
下
に
収
め
た
。
土
俗
で
、
過
房
が
過
継
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
、
異
姓
の
男
子
の
収
養
を
指
す
語
句
に
、
少
な
く
と
も

清
初
の
江
南
デ
ル
タ
で
は
一
般
化
し
て
い
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
。
な
お
現
代
で
は
、
上
海
特
別
市
が
江
蘇
省
か
ら
分
立
し
、
嘉
定
は
上
海
の
嘉
定
区
と

な
り
、
太
倉
は
江
蘇
省
の
太
倉
県
と
な
っ
て
、
完
全
に
分
断
さ
れ
て
い
る
。

（
4
）	

数
十
年
前
、『
皇
明
條
法
事
類
纂
』
を
覧
、
時
代
が
一
番
下
る
の
は
弘
治
年
間
の
刑
部
尚
書
白
昂
で
は
な
い
か
と
感
じ
、
弘
治
『
問
刑
條
例
』
編
纂

の
基
礎
作
業
か
と
、
さ
し
た
る
根
拠
な
し
に
想
像
し
た
。
南
直
常
州
人
の
白
昂
は
、
実
は
江
南
デ
ル
タ
水
利
開
発
史
で
も
有
意
義
な
関
わ
り
を
持
っ
て
お

り
（［
濵
島
一
九
八
九
］
参
照
）、
忘
れ
が
た
き
歴
史
人
物
で
あ
る
。
な
に
ゆ
え
彼
は
『
明
史
』
に
立
伝
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
。

【
参
考
文
献
】

仁
井
田
陞
「
旧
抄
本
『
皇
明
條
法
事
類
纂
』
私
見
」（『
東
洋
学
報
』
二
七
巻
四
号
、
一
九
四
〇
年
。
の
ち
仁
井
田
陞
『
中
国
法
制
史
研
究
』〔
法
と
慣

習
・
法
と
道
徳
〕
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
四
年
所
収
）
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徳
永
洋
介
「
解
題
」（『
皇
明
条
法
事
類
纂
条
名
目
録
』
科
研
報
告
書
、
二
〇
一
八
年
所
収
）

黄　

彰
健
『
明
代
律
例
彙
編
』（
台
北
、
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
、
一
九
七
九
年
）

佐
藤
邦
憲
「
明
律
・
明
令
と
大
誥
お
よ
び
問
刑
條
例
」（
滋
賀
秀
三
編
『
中
国
法
制
史　

基
本
資
料
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
三
年
所

収
）

小
山
正
明
「
明
末
清
初
の
大
土
地
所
有

―
特
に
江
南
デ
ル
タ
地
帯
を
中
心
と
し
て

―
」
一
・
二
（『
史
学
雑
誌
』
六
六
編
一
二
号
、
一
九

五
七
年
、『
史
学
雑
誌
』
六
七
編
一
号
、
一
九
五
八
年
、
の
ち
小
山
正
明
『
明
清
社
会
経
済
史
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
二
年
所
収
）

小
山
正
明
「
明
代
の
糧
長
」（『
東
洋
史
研
究
』
二
七
巻
四
号
、
一
九
六
九
年
、
の
ち
小
山
前
掲
書
所
収
）

高
遠
拓
児
「
清
代
秋
審
制
度
の
機
能
と
そ
の
実
態
」（『
東
洋
史
研
究
』
六
三
巻
一
号
、
二
〇
〇
四
年
）

濵
島
敦
俊
「
明
代
江
南
は
「
宗
族
社
会
」
な
り
し
や
」（
山
本
英
史
編
『
中
国
近
世
の
規
範
と
秩
序
』
公
益
財
団
法
人
東
洋
文
庫
／
研
文
出
版
、
二

〇
一
四
年
所
収
）

濵
島
敦
俊
「
土
地
開
發
與
客
商
活
動

―
明
代
中
期
江
南
地
主
之
投
資
活
動

―
」（『
中
央
研
究
院
第
二
屆
國
際
漢
學
會
議
論
文
集
（
明
清
與
近

代
史
組
）』
上
、
台
北
、
中
央
研
究
院
、
一
九
八
九
年
所
収
）

二
　
判

牘

　

本
節
で
は
、
ま
ず
、【
史
料
II
】
と
し
て
、
万
暦
年
間
、
江
南
デ
ル
タ
の
松
江
府
の
「
判
牘
」
で
あ
る
『
雲
間
讞
略
』
が
伝
え
る
民
事
紛

争
一
件
を
紹
介
・
分
析
す
る
。
次
に
、【
史
料
III
】
と
し
て
、
明
代
後
期
に
盛
行
す
る
法
令
解
釈
の
学
問
、「
律
学
」
が
産
み
出
し
た
注
釈

書
の
な
か
か
ら
嘉
靖
年
間
の
『
讀
律
瑣
言
』
を
選
び
、【
史
料
I
】
に
出
現
し
た
「
過
房
」
と
い
う
語
彙
の
理
解
に
も
深
く
関
係
す
る
記
述

を
紹
介
・
分
析
す
る
。
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1
　『
雲
閒
讞
略
』

【
解
題
】

　

万
暦
初
期
、
南
直
隷
（
清
代
の
江
蘇
省
）
松
江
府
の
推
官
毛
一
鷺
が
残
し
た
「
判
牘
」
で
あ
る
（
雲
間
と
は
松
江
府
の
雅
称
）。「
推
官
」（
正

七
品
）
と
は
「
府
」
の
四
等
官
で
あ
る
が
、
形
式
上
は
知
府
の
幕
僚
と
し
て
、
裁
判
を
担
当
し
た
。
県
＝
知
県
か
ら
上
が
っ
て
く
る
案
件

を
処
理
す
る
二
審
の
裁
判
官
は
、
名
目
上
は
、
府
の
長
官
「
知
府
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
の
職
務
は
広
範
囲
・
多
岐
に
及
ん
で
お
り
、
多

く
の
訴
訟
を
す
べ
て
看
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
て
、
実
質
上
、
推
官
が
二
審
を
担
当
し
た
。
推
官
の
ポ
ス
ト
は
、
お
お
む
ね
知
県
と
並

ん
で
、
会
試
・
殿
試
を
第
三
甲
で
通
過
し
た
進
士
の
初
任
の
補
職
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
裁
判
を
専
管
の
職
務
と
し
た
関
係
か
、
現
存

の
「
判
牘
」
に
は
、
推
官
経
験
者
の
手
に
成
っ
た
も
の
が
少
な
く
な
い
。
な
お
毛
一
鷺
は
順
調
に
昇
進
し
た
よ
う
で
、
天
啓
年
間
（
一
六

二
一
～
一
六
二
七
）
に
は
、
当
時
猛
威
を
振
る
っ
た
宦
官
に
左
袒
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
閹
党
」
の
南
直
隷
巡
撫
と
し
て
、
再
び
江
南
デ
ル
タ

に
出
現
す
る
。

　
『
雲
間
讞
略
』
は
刊
本
で
あ
る
が
、
管
見
の
限
り
、
北
京
の
中
国
国
家
図
書
館
古
籍
善
本
室
所
蔵
の
孤
本
し
か
存
在
し
な
い
。
筆
者
は
一

九
八
一
年
、
当
時
の
北
京
図
書
館
（
現
中
国
国
家
図
書
館
）
で
こ
の
書
を
「
発
見
」
し
た
が
、
全
巻
は
言
う
に
及
ば
ず
、
部
分
コ
ピ
ー
も
許

さ
れ
ず
、
わ
ず
か
に
ご
く
一
部
を
筆
写
し
た
の
み
で
あ
っ
た
。
成
果
の
一
部
は
、
佃
戸
の
欠
租
の
処
理
に
、
県
の
「
糧
衙
」（
三
等
官
の
主

簿
は
、
税
糧
徴
収
を
主
任
務
と
し
て
お
り
、
管
糧
主
簿
と
も
呼
ば
れ
た
。
県
衙
の
知
県
・
県
丞
・
主
簿
・
典
史
の
「
官
」
の
執
務
楼
は
「
衙
」
と
呼
ば
れ
、

主
簿
の
オ
フ
ィ
ス
は
「
糧
衙
」
と
呼
ば
れ
た
）
が
、
業ぢ
ぬ
し主
の
た
め
に
佃こ
さ
く戸
の
欠け
ん
そ租
の
処
理
に
関
与
す
る
事
例
と
し
て
紹
介
し
た
（［
濵
島
一
九
八

六
］）。

　
「
判
牘
」
と
は
、
単
独
あ
る
い
は
複
数
の
官
僚
の
判
決
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
集
め
た
文
集
で
あ
る
。
内
容
は
主
に
刑
事
案
件
を
収
録
し
た

「
刑
案
」
と
は
異
な
り
、
多
く
民
事
案
件
を
収
め
て
い
る
。
判
決
・
判
例
集
と
は
言
い
難
く
、
審
理
判
決
に
情
・
理
を
尽
く
し
た
明
晰
な
判



115

三　明代法制史料

断
を
誇
る
と
と
も
に
、
文
人
士
大
夫
の
素
養
た
る
典
故
・
美
辞
を
駆
使
し
た
文
章
の
文
学
的
価
値
を
も
誇
る
か
に
見
え
（［
滋
賀
一
九
八
四
］

九
五
頁
）、
し
ば
し
ば
文
章
の
読
解
に
一
苦
心
を
要
す
る
。
同
時
に
、
県
衙
の
初
級
審
に
始
ま
る
各
級
の
裁
判
の
手
続
過
程
を
、
直
接
明
瞭

に
確
認
で
き
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
皆
無
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
常
識
を
用
い
て
行
間
か
ら
読
み
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
よ
う
な
わ
け
で
、
決

し
て
容
易
な
資
料
で
な
い
。
た
だ
民
事
紛
争
・
判
決
に
は
、
普
遍
的
な
法
令
・
定
型
的
な
契
約
と
は
、
ま
た
一
味
も
二
味
も
異
な
る
、
民

間
社
会
の
情
況
や
、
法
律
の
運
用
な
ど
、
建
前
に
あ
ら
ざ
る
実
態
が
見
え
て
く
る
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
民
事
紛
争
も
、
ま
さ
に
そ
の
好

例
で
あ
る
。

　

筆
者
は
日
本
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
さ
ら
に
は
中
国
宋
代
の
社
会
経
済
史
が
多
く
訴
訟
史
料
を
用
い
て
い
る
の
に
対
し
、
明
代
社
会
経
済
史

で
全
く
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
、
学
生
時
代
以
来
、
長
年
疑
問
を
抱
い
て
き
た
。
一
九
八
一
年
か
ら
の
中
国
長
期
派
遣
の
機
会
に
、
日

本
に
は
存
在
し
な
い
判
牘
史
料
の
探
索
と
い
う
素
懐
を
実
現
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
成
果
は
、［
濵
島
一
九
九
三
］
で
斯
界
に
報
告
し

た
が
、
こ
れ
は
明
代
に
著
さ
れ
た
判
牘
を
、
世
界
で
初
め
て
紹
介
し
た
も
の
で
あ
っ
た
（
中
文
翻
訳
が
北
京
で
出
る
と
、
早
速
、
博
士
論
文
に

剽
窃
さ
れ
、「
何
人
も
注
目
し
な
か
っ
た
史
料
を
発
掘
紹
介
し
た
」
と
の
称
讃
を
附
し
て
刊
行
さ
れ
た
!
）。

　

拙
稿
の
影
響
は
大
き
か
っ
た
。
日
本
の
み
な
ら
ず
、
中
国
・
台
湾
な
ど
の
反
響
も
実
に
大
き
く
、
一
九
九
〇
年
代
末
期
か
ら
、
影
印
本

や
標
点
本
で
の
史
料
刊
行
、
さ
ら
に
は
判
牘
史
料
を
用
い
た
歴
史
研
究
が
出
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。
特
に
、
二
〇
〇
五
年
に
は
、
中
国

社
会
科
学
出
版
社
が
、
各
種
判
牘
の
排
印
・
標
点
版
を
多
数
収
め
た
『
歴
代
判
例
判
牘
』
を
刊
行
し
、
閲
覧
は
き
わ
め
て
便
利
に
な
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
『
雲
間
讞
略
』
は
じ
め
、
筆
者
が
紹
介
し
た
多
く
の
史
料
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
楊
一
凡
氏
な
ど
優
れ
た
学
者
た
ち
に
よ
っ

て
標
点
が
打
た
れ
て
い
る
。
管
見
の
限
り
、
そ
の
水
準
は
高
い
［
以
下
、
北
京
版
と
い
う
］。
本
稿
に
関
し
て
も
、
た
だ
一
か
所
の
み
、
読

点
の
位
置
を
変
え
た
ほ
か
は
（
後
述
）、
き
わ
め
て
正
確
に
打
た
れ
て
い
る
（
な
お
編
者
楊
一
凡
氏
は
、
筆
者
も
尊
敬
す
る
法
制
史
家
で
あ
る
が
、

冒
頭
の
解
題
「
十
二
種
明
代
判
例
判
牘
版
本
述
略
」
に
一
言
も
筆
者
の
「
明
代
の
判
牘
」
に
触
れ
て
い
な
い
の
は
、
学
界
の
ル
ー
ル
と
し
て
遺
憾
に
思
う
）。

た
だ
し
、
翻
訳
の
都
合
上
、
読
点
を
句
点
に
変
更
し
た
個
所
が
い
く
つ
か
存
在
す
る
が
、
明
記
は
し
な
い
。
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な
お
近
年
、
三
木
聰
氏
な
ど
は
、
中
国
各
地
の
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
明
清
の
判
牘
の
所
蔵
調
査
を
行
い
、
有
用
な
目
録
を
刊
行

し
て
い
る
（［
三
木
等
二
〇
一
〇
］）。

【
史
料
II
】

『
雲
間
讞
略
』
巻
八
「
一
件
巡
警
事
」

① 

原 

文
注
：
北
京
版
五
四
六
～
五
四
七
頁
。
句
読
は
、
日
本
式
に
改
め
た
が
、
区
切
り
は
お
お
む
ね
継
承
し
た
。
原
刊
本
は
、
段
落
に
分
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、

標
点
も
付
さ
れ
て
い
な
い
。
A　
B　
C　
D
の
段
落
分
け
も
、
筆
者
に
依
る
。

兵
衜
蔡
批
駁
本
府
。
詳
犯
李
用
賓
等
。

A　

前
件
審
得
：
妖
婦
楊
氏
狐
媚
宣
淫
、
十
年
而
七
易
夫
。
且
又
人
盡
夫
也
。
或
與
廝
僕
通
姦
、
或
與
親
隣
搆
醜
。
或
假
群
婢
爲
傳
消
遞

息
之
資
、
或
通
喜
娘
爲
鑽
穴
踰
墻
之
竇
。
甚
至
不
問
姓
字
、
卽
通
情
於
烏
合
、
不
顧
倫
常
、
漫
夥
淫
於
麀
聚
。
正
所
謂
磬
竹
作
書
、
難
描

醜
態
者
也
。
宋
國
無
子
、
禍
娶
爲
妾
。
抉
老
蚌
之
肉
、
而
竭
枯
楊
之
髓
、
遂
罹
霜
露
不
起
。

B　

乃
國
存
日
、
曾
繼
猶
子
承
祖
、
又
抱
血
嗣
耀
祖
。
國
死
而
楊
氏
據
耀
祖
爲
己
出
、
愈
益
淫
縱
無
憚
。
國
所
遺
家
貲
、
半
爲
買
姦
倩
淫

之
費
、
遂
致
用
賓
父
子
附
羶
逐
臭
、
亦
穴
入
其
中
、
以
爲
愛
河
、
又
以
爲
利
藪
也
。
先
假
繼
妹
以
納
交
、
再
假
館
師
爲
中
篝
。
遂
積
姦
成

盜
、
而
國
遺
劵
契
盡
被
竊
匿
。
淫
棍
奸
胥
、
用
賓
可
謂
兼
之
矣
。
一
杖
不
足
盡
辜
、
仍
請
加
責
示
懲
。
楊
氏
以
萬
醜
俱
備
之
婦
、
而
又
旦

暮
蕩
耗
貲
產
以
供
淫
冶
、
奚
怪
宋
氏
之
不
容
也
。
宜
卽
逐
出
宋
門
、
暫
着
親
弟
楊
曾
繼
領
歸
別
嫁
。

C　

其
宋
國
先
經
分
之
業
、
與
今
費
存
之
業
、
斷
令
耀
祖
・
承
祖
平
分
、
以
全
國
立
嗣
苦
膓
、
且
踐
其
臨
沒
遺
言
。
第
耀
祖
髮
尚
不
燥
、
焉

能
成
立
。
暫
歸
龔
煌
敎
育
。
蓋
煌
其
生
身
父
也
。
長
歸
宋
門
享
業
承
祀
。
蓋
從
血
抱
依
姓
之
義
。
丘
曙
係
耀
祖
外
父
、
曾
貸
國
銀
二
百
金
。

合
斷
其
半
爲
聘
儀
、
仍
斷
追
百
金
歸
承
・
耀
均
受
。
其
耀
祖
名
下
田
・
房
等
業
、
止
許
龔
煌
料
理
糧
差
、
丘
曙
幫
收
照
管
。
無
得
視
爲
奇
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貨
、
盜
賣
・
侵
匿
。
如
有
此
弊
、
許
承
祖
吿
發
、
倍
追
歸
宋
。

D　

楊
氏
情
甚
可
恨
、
法
無
可
加
。
姑
照
舊
擬
罪
。
宋
承
祖
既
爲
國
嗣
、
閨
門
疏
縱
、
枉
爲
男
子
。
丘
曙
貪
利
許
女
、
致
爲
淫
婦
左
袒
、
卑

鄙
甚
矣
。
與
承
祖
各
杖
。
錢
喜
娘
說
合
通
姦
、
令
人
切
齒
、
坐
罪
照
提
。

② 

訓 
読

兵
衜
蔡
、
本
府
を
批ひ

は
く駁
す
。
詳
犯
李
用
賓
等
。

A　

前
件
審
得
せ
り
。
妖
婦
楊
氏
は
狐
媚
に
て
淫
を
宣

あ
き
ら
かに
し
、
十
年
に
し
て
七
た
び
夫
を
易
ふ
。
且
つ
又
た
、
人
は
盡
く
夫
な
り
。
或
い

は
廝し

僕ぼ
く

と
通
姦
し
、
或
い
は
親
隣
と
搆か
う

醜し
う

す
。
或
い
は
群
婢
に
假
り
て
、
消
を
傳
へ
息
を
遞お
く

る
の
資
と
爲
し
、
或
い
は
喜き
じ
や
う娘
に
通
じ
て
穴

を
鑽う

が

ち
墻
を
踰こ

え
る
の
竇
い
り
ぐ
ち

と
爲
す
。
甚
し
き
は
、
姓
字
を
問
は
ず
、
卽
ち
に
情
を
烏
合
に
通
じ
、
倫
常
を
顧
み
ず
、
漫
り
に
淫
を
麀ひ
ん
し
う聚

に
夥あ

つ

む
る
に
至
る
。
正
に
所い
は
ゆ
る謂
、
竹
を
磬つ

く
し
て
書
を
作な

す
も
、
醜
態
を
描
き
難
き
者
な
り
。
宋
國
は
子
無
く
、
禍
さ
い
な
ん

に
も
娶
り
て
妾
と

爲
す
。
老
い
た
る
蚌

か
ら
す
が
ひ

の
肉
を
抉え
ぐ

り
、
枯
れ
た
る
楊や
な
ぎの
髓
を
竭つ

く
し
、
遂
に
霜
露
に
罹
り
て
起
た
ず
。

B　

乃し
か
うし
て
國
存
す
る
の
日
、
曾
て
猶お

子い

承
祖
を
繼
が
し
め
、
又
た
血
嗣
耀
祖
を
抱
く
。
國
死
し
て
楊
氏
は
耀
祖
を
己
の
出
と
爲
す
に
據

り
、
愈
々
益
々
淫
縱
し
て
憚
る
無
し
。
國
の
遺
す
所
の
家ざ

い

貲さ
ん

、
半
ば
は
姦
を
買
ひ
淫
を
倩や
と

ふ
の
費
と
爲
り
、
遂
に
用
賓
父
子
は
羶
な
ま
ぐ
さ

に
附

き
臭
を
逐
ひ
、
亦
た
穴
よ
り
其
の
中
に
入
り
、
以
て
愛
河
と
爲
し
、
又
た
以
て
利
藪
と
爲
す
に
致
る
。
先
に
は
繼
妹
と
假い

つ

は
り
以
て
納
交

し
、
再の

ち

に
は
館
師
を
假
は
り
て
中
篝
と
爲
る
。
遂
に
は
姦
を
積
み
て
盜
を
成
し
、
而
し
て
國
の
遺
せ
し
劵
契
は
盡
く
竊
匿
せ
ら
る
。
淫
棍
・

奸
胥
、
用
賓
は
こ
れ
を
兼
ぬ
る
と
謂
ふ
べ
し
。
一
杖
に
て
は
辜つ

み

を
盡
く
す
に
足
ら
ず
、
仍か
さ

ね
て
請
ふ
ら
く
は
、
加
責
も
て
懲
こ
ら
し
め

を
示
さ
む

こ
と
を
。
楊
氏
は
萬
醜
俱す

べ

て
備
ふ
る
の
婦
な
る
を
以
て
、
而
し
て
又
た
旦
暮
に
資
產
を
蕩
耗
し
以
て
淫
冶
に
供
ふ
、
奚な
ん

ぞ
宋
氏
の
容ゆ
る

さ
ざ

り
し
を
怪
し
ま
ん
や
。
宜
し
く
即た

だ

ち
に
宋
門
よ
り
逐
出
し
、
暫
く
親
弟
楊
曾
繼
を
着し

て
領
歸
せ
し
め
、
別
に
嫁
が
し
む
。

C　

其
れ
宋
國
の
先
に
經す

で

に
分
つ
の
業
と
、
今
に
費つ
ひ

え
し
も
存
す
る
の
業
と
は
、
斷
ず
る
に
、
耀
祖
・
承
祖
を
し
て
平
分
せ
し
め
、
以
て

國
の
立
嗣
の
苦
膓
を
全ま

っ
たう
せ
し
め
、
且
つ
其
の
臨
沒
の
遺
言
を
踐お
こ
なは
し
む
。
第た
だ

に
耀
祖
は
髮
尙
ほ
燥か
わ

か
ず
、
焉
い
づ
く
ん

ぞ
能
く
成
立
せ
ん
や
。
暫
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く
龔
煌
の
敎
育
に
歸
す
。
蓋
し
煌
は
其
の
生
身
の
父
な
れ
ば
な
り
。
長
ず
れ
ば
、
宋
門
に
歸
し
、
業
ざ
い
さ
ん

を
享
け
祀ま
つ
りを
承
け
し
む
。
蓋
し
血

抱
依
姓
の
義
に
從
へ
ば
な
り
。
丘
曙
は
耀
祖
の
外
父
に
係
り
、
曾
て
國
の
銀
二
百
金
を
貸
れ
り
。
合ま

さ

に
斷
ず
る
に
其
の
半
を
聘
儀
と
爲
し
、

仍
ほ
斷
じ
て
追
し
て
百
金
を
承
・
耀
に
歸
し
て
均
受
せ
し
む
。
其
れ
耀
祖
の
名
下
の
田
・
房
等
の
業
は
、
止た

だ

に
龔
煌
の
糧
・
差
を
料
理
し
、

丘
曙
の
照
管
を
幫
收
す
る
の
み
を
許
す
。
視
て
奇
貨
と
爲
し
、
盜
賣
・
侵
匿
す
べ
か
ら
ず
。
如
し
此
の
弊
有
ら
ば
、
承
祖
の
吿
發
を
許
し
、

倍
追
し
て
宋
に
歸
す
。

Ｄ　

楊
氏
の
情
、
甚
だ
恨
む
可
き
も
、
法
に
加
ふ
可
き
無
し
。
姑し

ば
らく
舊
に
照
ら
し
て
罪
を
擬
す
。
宋
承
祖
は
既
に
國
の
嗣
た
る
に
、
閨
門

を
疏
縱
た
ら
し
め
、
枉
げ
て
男
子
と
爲
す
。
丘
曙
は
利
を
貪
り
て
、
女
を
許
し
、
淫
婦
の
左
袒
を
爲
す
を
致
せ
し
は
、
卑
鄙
甚
し
。
承
祖

と
各
々
杖
す
。
錢
喜
娘
の
說
合
し
て
通
姦
せ
し
め
た
る
は
、
人
を
し
て
切
齒
せ
し
む
。
罪
に
坐
し
、
照
提
せ
し
む
。

③ 

語 

釈

〈
兵
衜
〉
省
（
巡
撫
）
と
府
（
知
府
）
の
中
間
に
「
道
」
が
出
現
し
、
明
代
中
後
期
に
は
、
二
個
な
い
し
三
個
の
府
を
管
轄
す
る
、
事
実
上

の
行
政
区
画
・
衙
門
と
な
っ
て
い
た
（
正
式
の
官
制
に
組
み
込
ま
れ
た
の
は
清
代
か
ら
で
あ
る
）。
そ
の
ポ
ス
ト
に
は
、
省
の
布
政
使
司
の
参
政
・

参
議
、
ま
た
は
按
察
使
司
副
使
・
僉
事
が
、
そ
の
官
銜
の
ま
ま
選
任
さ
れ
た
。
前
者
の
場
合
、「
分
守
道
」、
後
者
の
場
合
「
分
巡
道
」
と

呼
ば
れ
た
（
両
者
で
行
政
長
官
と
し
て
の
任
務
に
区
別
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
）。
同
時
に
彼
ら
は
「
兵
備
道
」
を
兼
ね
て
い
た
。
た
だ
し
、
こ

の
記
述
は
全
国
に
普
遍
的
な
制
度
を
述
べ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
実
は
、
北
京
（
河
北
省
）
と
南
京
（
江
蘇
省
）
地
域
に
は
該
当
し
な
い
。
両

地
域
は
、
首
都
の
“
直
隷
”
と
さ
れ
、
蘇
松
両
府
を
含
む
長
江
以
南
に
は
、「
南
直
隷
＝
應
天
巡
撫
」
が
洪
熙
元
年
（
一
四
二
五
）
以
降
、
設

け
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
布
政
・
按
察
両
使
司
は
全
く
設
け
ら
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
他
省
で
あ
れ
ば
分
守
・
分
巡
両
道
に
任
じ
ら
れ
る

官
員
が
存
在
し
な
い
。
こ
の
よ
う
な
明
代
両
直
隷
地
域
の
「
道
」
に
は
、
何
人
が
任
命
さ
れ
た
か
、
管
見
の
限
り
、
制
度
史
的
研
究
は
い

ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
事
例
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
他
省
の
相
当
す
る
官
員
が
、
そ
の
官
銜
を
保
持
し
つ

つ
、
両
直
隷
の
「
道
」
に
任
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
さ
て
、
こ
の
「
兵
道
」
と
は
、
蘇
州
に
駐
在
し
、
蘇
州
・
松
江
両
府
を
管
轄
し
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た
「
蘇
松
兵
備
道
」
で
あ
る
。
蔡
姓
の
官
僚
の
名
は
不
明
（
方
志
に
は
、
道
に
任
じ
た
人
名
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
）。
な
お
、
清
末
開
国
後
、
上

海
に
あ
っ
て
外
国
と
の
折
衝
に
応
じ
た
「
上
海
道
台
」
の
前
身
で
あ
る
。　
〈
批
駁
〉
下
級
審
（
こ
の
場
合
、
松
江
府
）
か
ら
上
申
さ
れ
た
判

決
は
、
上
級
審
（
こ
の
場
合
、
蘇
松
道
）
が
、
可
否
を
「
批
＝
批
判
」
す
る
。
差
し
戻
し
の
場
合
、
意
見
を
附
し
て
「
駁
」
す
る
。　
〈
詳
犯
〉

上
行
文
書
（
前
掲
語
釈
〈
通
行
〉
参
照
）
で
あ
る
「
申
詳
」・「
詳
文
」
を
も
っ
て
、
上
級
審
に
上
げ
ら
れ
た
（
身
柄
は
必
ず
し
も
送
ら
れ
な
い
）

被
告
が
、「
詳
犯
」
で
あ
る
。　
〈
前
件
審
得
〉
前
掲
語
釈
〈
前
件
查
得
〉
参
照
。　
〈
狐
媚
〉
狐
が
人
を
誑
か
す
。
転
じ
て
、
淫
婦
の
こ
と
。

　
〈
喜
娘
〉
男
女
の
間
を
取
り
持
つ
女
性
。　
〈
不
問
姓
字
〉
漢
人
伝
統
社
会
の
厳
重
な
規
範
に
「
同
姓
不
婚
」
が
あ
り
、
そ
れ
は
男
女
の
交

情
に
も
関
係
す
る
。
し
か
る
べ
き
階
層
の
漢
人
は
名
前
に
、「
字
」
と
「
名
＝
諱い

み
な」
の
二
つ
を
保
持
す
る
。　
〈
麀
聚
〉
麀イ
ウ

は
雌
鹿
。
誰
と
で

も
交
わ
る
の
で
、
雄
が
聚
っ
て
く
る
。
淫
乱
の
喩
。　
〈
磬
竹
〉「
磬ケ

イ

」
は
「
罄
」
と
音
通
。
尽
き
る
の
意
。「
竹
」
は
竹
簡
。　
〈
妾
〉
日
本

語
に
も
な
っ
た
漢
字
で
あ
る
が
、
誤
解
さ
れ
て
い
る
語
句
で
あ
る
。
漢
族
伝
統
世
界
の
「
妾
」
は
、
あ
え
て
言
え
ば
、
法
的
に
は
正
規
配

偶
者
の
範
疇
に
入
る
。
と
り
わ
け
男
子
を
産
ん
だ
妾
に
対
し
て
、
子
（
む
す
こ
）・
女
（
む
す
め
）
は
、
嫡
出
・
庶
出
を
問
わ
ず
、「
庶
母
」

と
呼
び
、
父
の
正
妻
に
準
ず
る
礼
を
も
っ
て
遇
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
（［
滋
賀
一
九
八
三
］
五
五
二
頁
）。「
妾
」
字
は
、
漢
籍
史
料
に
出
て

来
た
場
合
、「
メ
カ
ケ
」
で
は
な
く
、「
シ
ョ
ウ
」
と
音
読
し
た
方
が
よ
い
。　
〈
霜
露
〉「
霜
露
之
病
」
は
風
邪
。「
霜
露
之
悲
」
は
逝
っ
た

父
母
・
先
祖
へ
の
悲
痛
な
思
い
。　
〈
乃
〉
通
常
「
ス
ナ
ハ
チ
」
と
訓
ず
る
が
、「
然
＝
シ
カ
ウ
シ
テ
、
シ
カ
ル
ニ
」
の
意
味
。　
〈
繼
〉「
過

繼
」
と
も
い
う
。
同
族
（
当
然
同
姓
）
で
輩
行
が
一
代
下
、
卑
属
の
男
子
を
後
嗣
と
す
る
こ
と
。
註
（
3
）
参
照
。　
〈
猶
子
〉
兄
弟
（
従
兄

弟
ま
で
も
含
む
）
の
子
。
侄
子
（
テ
ッ
シ
）。　
〈
抱
血
嗣
〉
直
訳
す
れ
ば
、「
後
継
の
実
子
を
得
た
」。
た
だ
重
要
で
興
味
深
い
問
題
が
含
ま
れ
、

後
の
【
解
説
】、
及
び
【
史
料
III
】
に
詳
述
。　
〈
愛
河
〉
情
欲
。
仏
語
で
あ
る
。　
〈
館
師
〉
住
み
込
み
家
庭
教
師
。
搢
紳
・
富
民
の
家
に
は
、

こ
れ
を
置
く
の
が
極
く
普
通
の
現
象
で
あ
り
、
後
に
出
世
し
た
高
官
で
、
郷
試
に
合
格
す
る
前
の
生
員
の
時
期
に
、
こ
れ
で
収
入
を
得
て

い
た
人
物
も
少
な
く
な
い
。　
〈
中
篝
〉
正
し
く
は
「
中

」。
閨
門
（
主
人
の
他
、
男
子
禁
制
）
の
奥
深
い
と
こ
ろ
。
私
人
家
庭
に
お
け
る

「
内
・
外
の
別
」
も
漢
人
伝
統
社
会
の
重
要
な
規
範
で
あ
る
。　
〈
劵
契
〉
土
地
家
屋
の
所
有
権
を
示
す
売
買
契
約
や
借
用
証
文
等
。　
〈
淫
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棍
〉・〈
奸
胥
〉「
棍
」
は
ご
ろ
つ
き
、
悪
人
。「
胥
＝
胥
吏
」
は
、
衙
門
の
小
役
人
。
府
・
県
衙
門
に
は
、
官
・
吏
・
役え
き

の
三
段
階
の
人
間

が
勤
務
し
て
い
た
。　
〈
加
責
〉「
枷
責
」
で
あ
ろ
う
。
前
掲
語
釈
〈
枷
號
〉
参
照
。
律
に
な
い
体
刑
で
あ
り
、
科
す
の
に
上
級
の
許
可
を
必

要
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
、「
仍か

さ

ね
て
請
ふ
ら
く
は
」
と
申
請
し
て
い
る
。　
〈
親
弟
〉
同
腹
の
弟
。「
胞
弟
」
と
も
い
う
。　
〈
領
歸
別
嫁
〉

伝
統
中
国
社
会
で
、
女
子
は
家
長
の
財
産
で
あ
っ
た
。「
婚
書
」
＝
婚
姻
契
約
（
納
妾
の
場
合
も
）
の
書
式
が
、
売
買
契
約
に
似
る
こ
と
に

示
さ
れ
る
。
宋
家
か
ら
放
逐
さ
れ
る
楊
氏
は
、
宋
家
が
売
却
す
る
権
利
が
あ
っ
た
の
に
、
真
贋
に
問
題
は
あ
れ
、
男
子
耀
祖
を
産
ん
だ
こ

と
が
考
慮
さ
れ
た
の
か
、
二
審
の
判
断
で
は
、
娘
家
（
＝
実
家
）
に
戻
さ
れ
た
。
普
通
、
実
家
に
父
が
在
世
、
あ
る
い
は
父
無
き
場
合
は
尊

（
世
代
＝
輩
行
が
上
）・
長
（
同
輩
で
年
長
者
）
が
あ
れ
ば
、
結
婚
さ
せ
る
権
利
＝
主
婚
権
は
彼
が
行
使
す
る
。
売
却
も
し
か
り
。
楊
氏
の
実
家

に
尊
長
（
対
語
は
卑
幼
）
が
い
な
か
っ
た
の
で
、
推
官
毛
一
鷺
の
判
決
で
は
、「
暫
く
」
す
な
わ
ち
臨
機
の
措
置
と
し
て
、
卑
幼
の
弟
に
こ

の
権
利
を
認
定
し
た
。
し
か
し
、
三
審
＝
兵
備
道
は
覆
し
、
初
審
＝
県
の
判
決
を
支
持
し
て
、
刑
を
科
す
判
断
を
下
し
て
い
る
。　
〈
髮
尙

不
燥
〉
生
後
ま
だ
髪
が
濡
れ
て
い
る
。
嬰
児
。　
〈
生
身
父
〉
実
の
父
親
。　
〈
外
父
〉
岳
父
。　
〈
聘
儀
〉
結
納
金
。　
〈
田
・
房
等
業
〉「
田
」

＝
田
畑
。「
房
」
＝
家
屋
。「
業
」
＝
不
動
産
。　
〈
糧
差
〉
二
様
の
解
あ
り
。
①
「
糧
・
差
」。
国
家
が
徴
収
す
る
糧
＝
税
糧
と
差
＝
徭
役
。

②
税
糧
の
徴
収
任
務
に
従
事
す
る
人
。
元
来
は
糧
長
・
里
長
の
役
目
で
あ
っ
た
が
、
明
代
後
期
以
降
、「
包
」
＝
請
負
が
多
く
な
っ
た
。
北

京
版
は
「
止
許
龔
煌
料
理
、
糧
差
丘
曙
幫
收
照
管
」
と
し
、
②
徴
税
請
負
人
の
意
に
解
釈
し
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
古
典
漢
文
が
好
ん

で
多
用
す
る
語
法
で
あ
る
対
句
が
、
こ
こ
に
見
事
に
見
出
さ
れ
る
。
龔
煌

⇔

丘
曙
、
料
理

⇔

幫
收
、
糧
差

⇔

照
管
。
こ
こ
は
「
止
許
龔
煌

料
理
糧
差
、
丘
曙
幫
收
照
管
」
と
読
む
べ
き
で
あ
り
、
①
の
「
糧
・
差
」
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。〈
無
得
〉「
得
」
はděi

。「
す
べ
し
」
の

意
。「
ベ
カ
ラ
ズ
」
と
訓
じ
た
。　
〈
擬
罪
〉
前
掲
語
釈
〈
問
擬
〉
参
照
。　
〈
宋
承
祖
既
爲
國
嗣
〉「
既
」
は
日
本
で
も
常
用
の
漢
字
で
、
過

去
・
完
了
を
示
す
。
し
か
し
、
等
し
く
「
ス
デ
ニ
」
と
訓
ず
る
に
せ
よ
、
古
典
漢
語
で
は
全
く
別
な
意
味
で
も
常
用
す
る
。
時
間
に
関
係

な
く
、
論
理
上
の
当
然
・
必
然
を
示
す
。「
デ
ア
ル
カ
ラ
ニ
ハ
」
の
意
に
訳
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。　
〈
許
女
〉
娘
を
嫁
が
せ
る
約
束
を
す
る
。

「
許
嫁
」。　
〈
照
提
〉
事
案
の
継
続
、
あ
る
い
は
別
件
の
審
判
の
た
め
、
再
度
、
上
級
審
に
「
提
」
＝
召
喚
す
る
こ
と
。
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④ 

和 

訳

　

蘇
松
兵
備
道
蔡
某
は
、
松
江
府
〔
の
擬
罪
〕
を
批
判
し
差
し
戻
す
。
詳
犯
李
用
賓
等
〔
の
案
件
〕

A　

前
件
、
審
得
し
た
。
妖
婦
楊
氏
は
男
を
誑
か
し
、
公
然
と
姦
淫
し
て
き
た
。
こ
の
一
〇
年
に
夫
を
易
え
る
こ
と
七
た
び
。〔
彼
女
に

と
っ
て
〕
男
と
は
す
べ
て
夫
な
の
で
あ
る
。
時
に
は
奴
僕
と
姦
し
、
時
に
は
親
戚
・
隣
人
と
も
通
ず
る
。
あ
る
い
は
女
中
た
ち
を
使
っ
て

男
と
連
絡
す
る
手
段
と
し
、
あ
る
い
は
取
り
持
ち
女
に
通
じ
て
、〔
外
界
と
遮
断
す
る
〕
障
壁
に
入
口
を
開
け
る
道
具
と
し
た
。
は
な
は
だ

し
き
は
、〔
相
手
の
〕
姓
名
も
関
係
な
く
、
た
だ
ち
に
見
知
ら
ぬ
者
と
情
を
通
じ
、
人
倫
を
顧
み
ず
、
み
だ
り
に
〔
雄
鹿
を
随
意
に
受
け
入

れ
る
〕
雌
鹿
の
よ
う
に
淫
行
を
積
み
重
ね
て
い
る
。
ま
さ
し
く
い
わ
ゆ
る
「
竹
簡
を
使
い
尽
く
し
て
書
物
を
作
る
も
、
そ
の
醜
態
を
描
き

つ
く
す
こ
と
は
、
到
底
、
難
し
い
」
の
で
あ
る
。
宋
國
は
息
子
が
お
ら
ず
、〔
男
子
を
得
よ
う
と
〕
不
運
な
こ
と
に
、
楊
氏
を
妾
に
娶
っ
た
。

楊
氏
は
老
い
た
る
蚌
の
肉
を
え
ぐ
り
、
枯
れ
た
る
楊
の
髄
を
竭
く
す
が
如
く
國
を
扱
っ
た
の
で
、
國
は
遂
に
風
邪
に
か
か
っ
て
死
ん
で
し

ま
う
。

B　

と
こ
ろ
で
、
國
は
生
存
中
に
、
甥
の
宋
承
祖
を
過
継
さ
せ
て
継
嗣
と
し
た
が
、
一
方
ま
た
、〔
妾
楊
氏
の
産
ん
だ
〕
実
子
を
抱
く
こ
と

に
な
っ
た
。
國
が
死
ぬ
と
、
楊
氏
は
、
自
分
が
男
子
耀
祖
を
産
ん
だ
こ
と
を
根
拠
に
、
い
よ
い
よ
奔
放
に
、
憚
る
こ
と
な
く
淫
欲
を
満
た

す
。
國
の
遺
産
の
半
ば
は
、
楊
氏
の
淫
行
に
費
や
さ
れ
、
遂
に
は
李
用
賓
父
子
が
生
臭
を
嗅
ぎ
つ
け
て
〔
宋
家
に
〕
潜
り
込
み
、
愛
欲
・

貪
欲
を
満
た
す
場
と
な
す
に
到
っ
た
。〔
潜
り
込
む
の
に
〕
ま
ず
は
、〔
楊
氏
を
〕
腹
違
い
の
妹
と
偽
称
し
て
付
き
合
い
始
め
、
や
が
て
は

住
み
込
み
の
家
庭
教
師
を
装
っ
て
、〔
男
子
禁
制
の
〕
奥
に
ま
で
深
く
入
り
込
ん
だ
。
最
後
は
、
陰
謀
も
て
横
領
を
重
ね
、
結
果
、
國
の
遺

し
た
証
文
類
を
こ
と
ご
と
く
竊ぬ

す

み
匿
し
て
し
ま
っ
た
。
用
賓
は
女
た
ら
し
の
ご
ろ
つ
き
、
奸
智
に
長
け
た
小
役
人
、
こ
の
両
者
を
兼
ね
た

も
の
と
言
い
得
る
。〔
か
よ
う
な
輩
を
懲
ら
し
め
る
の
に
〕
杖
罪
の
み
で
は
〔
罰ば

っ

贖き
ん

の
慣
例
で
実
刑
を
逃
れ
る
か
ら
〕、
犯
し
た
罪
を
つ
ぐ

な
う
に
到
底
足
り
な
い
。
枷
号
に
処
す
る
こ
と
を
か
さ
ね
て
申
請
す
る
。
楊
氏
は
あ
ら
ゆ
る
醜
行
を
す
べ
て
備
え
た
女
で
あ
る
う
え
に
、
加

え
て
、
朝
に
夕
に
、
資
產
を
蕩
耗
し
、
も
っ
て
淫
行
に
費
消
し
た
。〔
監
督
す
べ
き
尊
長
の
男
性
を
宋
家
が
缺
く
以
上
、
女
性
〕
宋
氏
が
我
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慢
し
き
れ
ず
、〔
婦
女
抱
告
の
禁
を
犯
し
、
県
衙
に
〕
訴
え
出
た
の
も
至
極
当
然
で
は
な
い
か
。
よ
ろ
し
く
、
即
刻
、
宋
家
か
ら
〔
楊
氏

を
〕
追
い
出
し
、〔
刑
罰
は
特
に
科
す
こ
と
を
せ
ず
〕、
暫
く
実
の
弟
楊
曽
継
の
所
有
に
も
ど
し
、
適
宜
、
再
嫁
さ
せ
よ
。

C　

國
が
既
に
〔
承
祖
・
耀
祖
両
人
に
〕
分
割
し
た
財
産
と
、
現
在
、
消
費
は
し
た
が
残
存
す
る
財
産
〔
の
処
理
に
〕
に
つ
い
て
断
ず
る
。

承
祖
・
耀
祖
で
均
等
分
割
せ
よ
。
そ
れ
で
も
っ
て
、
亡
き
國
が
、
何
と
か
実
子
の
相
続
を
と
切
に
願
っ
て
い
た
心
根
を
充
た
し
て
や
り
、
か

つ
、
そ
の
臨
終
の
遺
言
を
実
行
す
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
耀
祖
は
ま
だ
嬰
児
、
こ
の
ま
ま
〔
実
母
と
自
称
す
る
楊
氏
が
放
逐
さ
れ
た

後
の
宋
家
に
あ
っ
て
〕
よ
く
成
長
し
得
よ
う
か
。
暫
く
龔
煌
の
養
育
に
委
ね
る
こ
と
に
す
る
。
け
だ
し
煌
は
そ
の
実
父
だ
か
ら
で
あ
る
。
や

が
て
〔
耀
祖
の
〕
成
長
〔
と
結
婚
〕
の
後
は
、
宋
家
に
帰
属
し
、〔
宋
家
の
男
子
族
人
と
し
て
〕
財
産
を
受
け
、
祭
祀
を
承
け
さ
せ
る
。
つ

ま
り
〔
か
く
判
断
す
る
理
由
は
〕「
血
抱
依
姓
」（【
解
説
】
及
び
【
史
料
II
】
で
検
討
）
の
趣
旨
に
従
う
か
ら
で
あ
る
。
丘
曙
は
耀
祖
の
許
嫁

の
父
で
あ
る
が
、
以
前
に
、
國
か
ら
銀
二
〇
〇
両
を
借
り
て
い
た
。
そ
の
半
分
は
〔
娘
を
与
え
る
〕
結
納
金
と
し
〔
返
却
せ
ず
と
も
よ
い
〕。

た
だ
、
残
り
一
〇
〇
両
は
、〔
官
が
〕
追
徴
し
、
承
・
耀
に
返
還
し
て
均
分
、
と
断
ず
る
。
耀
祖
の
名
下
の
田
地
・
家
屋
等
の
財
産
は
、〔
宋

承
祖
等
の
宋
家
の
関
与
を
許
さ
ず
〕、
た
だ
龔
煌
に
税
糧
・
徭
役
を
処
理
す
る
こ
と
を
許
し
、
丘
曙
に
は
〔
小
作
料
・
家
賃
の
徴
収
な
ど

の
〕
管
理
を
補
佐
す
る
こ
と
の
み
を
認
め
る
。〔
幼
き
耀
祖
の
財
産
を
〕
奇
貨
と
み
て
、
盜
売
・
侵
匿
な
ど
〔
夢
に
も
〕
致
す
で
は
な
い
ぞ
。

も
し
も
こ
の
よ
う
な
悪
事
が
あ
っ
た
な
ら
、
承
祖
の
告
発
を
許
し
、
倍
額
を
追
徴
し
て
、
宋
家
に
償
還
さ
せ
る
こ
と
に
す
る
。

D　

楊
氏
の
根
性
た
る
や
、
は
な
は
だ
恨
む
べ
き
で
あ
る
が
、〔
遺
憾
な
が
ら
〕、
適
用
す
べ
き
条
法
が
な
い
。
し
ば
ら
く
旧
来
の
〔
初
審

県
衙
の
〕
判
断
に
拠
っ
て
、
罪
を
擬
す
る
こ
と
に
す
る
。〔
二
審
松
江
府
の
判
断

―
刑
を
科
さ
ず
、
実
家
に
帰
す

―
は
認
め
な
い
〕。

〔
成
人
た
る
〕
宋
承
祖
は
、
亡
き
宋
國
の
正
規
の
継
承
者
で
あ
る
か
ら
に
は
、〔
家
長
と
し
て
家
族
の
風
紀
の
粛
正
に
努
め
る
べ
き
と
こ
ろ
〕、

閨
門
の
乱
れ
を
放
任
し
た
の
は
、
こ
れ
で
も
男
児
か
（
5
）。
丘
曙
は
我
利
を
貪
り
、
娘
を
〔
実
は
龔
姓
の
嬰
児
宋
耀
祖
に
〕
許
嫁
し
、
淫

婦
に
左
袒
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
は
な
は
だ
し
く
卑
鄙
で
あ
る
。
承
祖
と
と
も
に
、
各
々
杖
刑
を
科
す
。　

喜
娘
錢
氏
は
仲
に
立
っ
て

口
利
き
し
、
通
姦
さ
せ
た
の
は
、
ま
こ
と
切
歯
の
思
い
で
あ
る
。〔
二
審
の
判
断
を
覆
し
〕
罪
に
坐
す
の
で
、
審
問
に
出
頭
さ
せ
よ
。



123

三　明代法制史料

【
構
造
】

　

前
節
で
読
ん
だ
『
皇
明
條
法
事
類
纂
』
の
文
章
は
、
随
意
に
省
略
さ
れ
た
複
数
の
原
文
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
行
間
か
ら

読
み
取
り
、
展
開
さ
れ
て
い
る
論
理
の
時
間
軸
を
再
現
し
て
ゆ
く
作
業
が
、
ま
ず
要
求
さ
れ
た
。「
判
牘
」
の
場
合
、
単
一
の
文
章
で
は
あ

る
が
、
そ
の
時
間
軸
を
腑
分
け
し
理
解
す
る
の
が
、
解
読
に
近
づ
く
要
件
で
あ
る
。

　

こ
の
史
料
は
、
松
江
府
の
判
決
で
あ
り
、
一
段
上
級
の
蘇
松
兵
備
道
に
再
度
上
申
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
手
続
過

程
を
経
た
。

１
〔
発
端
〕　

府
城
の
華
亭
県
（
6
）
に
城
居
［
都
市
居
住
］
す
る
宋
姓
の
富
民
が
い
た
。
老
年
の
家
長
宋
國
の
正
妻
は
早
く
に
死
去
［
こ
の

史
料
に
全
く
登
場
せ
ず
］。
実
子
な
く
、
規
範
通
り
、
甥
承
祖
に
過
継
さ
せ
た
［
た
だ
承
祖
の
父
、
つ
ま
り
國
の
族
兄
弟
は
こ
の
紛
糾
に
出

面
せ
ず
、
既
に
死
去
?
］。
時
間
の
前
後
は
不
明
で
あ
る
が
、
一
方
で
は
妾
楊
氏
を
娶
っ
た
。
楊
氏
は
偽
装
妊
娠
し
、
男
子
耀
祖
を
産
ん
だ

と
偽
称
し
た
。
國
は
そ
れ
を
信
じ
、
本
来
は
承
祖
が
全
て
相
続
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
家
産
を
、
均
分
し
て
耀
祖
に
も
与
え
る
遺
言
を
し
た
。

國
の
死
後
、
楊
氏
は
私
通
し
て
い
た
悪
漢
兼
胥
吏
の
李
用
賓
父
子
を
家
内
に
引
き
込
み
、
乱
行
を
つ
く
し
、
遺
産
を
費
消
す
る
。
家
長
承

祖
に
は
家
門
の
風
紀
維
持
の
責
務
が
あ
る
が
、
い
ま
だ
若
年
、
海
千
山
千
の
淫
婦
楊
氏
や
、
札
付
き
の
悪
漢
李
用
賓
父
子
に
手
も
足
も
出

な
い
。
か
つ
妾
楊
氏
は
男
子
を
産
ん
だ
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
承
祖
は
嫡
子
と
は
い
え
、
楊
氏
が
「
庶
母
」
に
当
た
る
。
と
て
も
告
訴
な

ど
で
き
な
い
。
や
が
て
、
李
用
賓
父
子
は
、
遺
産
の
証
文
類
を
横
領
隠
匿
す
る
に
至
っ
た
。

２
〔
告
訴
と
受
理
〕　

本
来
な
ら
、
宋
姓
一
族
の
尊
長
の
族
人
が
、
制
裁
・
調
解
、
さ
ら
に
は
告
訴
な
ど
の
行
動
に
出
た
は
ず
で
あ
る
が
、

存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
見
か
ね
て
、
他
姓
に
出
嫁
し
た
、
尊
長
の
女
性
宋
氏
（
宋
國
の
娘
?
承
祖
の
伯
叔
母
?
）
が
、
家
長
宋
承

祖
を
原
告
と
す
る
「
告
状
」
を
県
衙
に
持
っ
て
き
た
。（［
濵
島
二
〇
一
四
］
で
、
原
告
を
宋
氏
と
推
定
し
た
が
変
更
す
る
。
な
お
「
婦
女
抱
告
」
は

好
ま
し
く
な
い
行
為
と
さ
れ
て
い
た
が
、
事
情
が
事
情
で
あ
り
、
華
亭
県
は
あ
る
い
は
訓
戒
の
う
え
で
受
理
を
行
っ
た
。
府
は
や
む
を
得
な
か
っ
た
と
認
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定
）。
被
告
は
、
姦
通
と
財
産
横
領
の
李
用
賓
父
子
。
そ
の
他
の
争
点
が
二
点
。
甲
：
楊
氏
の
処
遇
。
乙
：
耀
祖
の
身
分
・
権
利
の
認
定
。

む
し
ろ
、
こ
の
二
点
の
方
が
重
要
か
つ
複
雑
で
あ
り
、
こ
の
判
牘
も
二
点
を
主
と
し
て
論
じ
て
い
る
。

３
〔
華
亭
県
衙

―
初
審
判
決
〕　

原
文
は
冒
頭
に
、「
李
用
賓
父
子
」
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
彼
ら
が
徒
刑
以
上
に
擬
さ
れ
た
が
ゆ

え
に
上
が
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
っ
て
、
初
審
が
判
断
し
た
そ
の
罪
刑
に
つ
い
て
は
異
議
な
く
、
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
。
争
点
甲
：
楊
氏

の
行
為
（
淫
行
、
実
子
の
出
生
偽
装
）
に
は
適
用
律
例
が
な
か
っ
た
が
、
初
審
は
何
ら
か
の
擬
律
を
行
っ
た
。
刑
量
が
適
当
と
思
わ
れ
る
罪

刑
を
適
当
に
求
め
る
、
い
わ
ゆ
る
「
比
附
」
を
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
争
点
乙
：
耀
祖
が
親
生
の
実
子
た
る
こ
と
を
否
定
。
当
然
に
宋

姓
の
族
人
身
分
を
完
全
に
否
定
し
、
遺
産
相
続
も
認
め
な
か
っ
た
。（
実
父
が
龔
煌
た
る
こ
と
、
つ
ま
り
楊
氏
の
偽
装
出
産
を
調
べ
出
し
た
の
で
あ

ろ
う
）。

４
〔
松
江
府
推
官
庁

―
二
審
判
決
〕　

前
掲
原
文
な
ど
の
C
が
相
当
す
る
で
あ
ろ
う
。
府
に
上
が
っ
て
き
た
華
亭
県
の
上
申
を
推
官
毛
一

鷺
が
審
理
。
李
用
賓
父
子
に
つ
い
て
は
初
審
の
擬
罪
を
認
め
た
う
え
で
、
さ
ら
に
枷
号
の
刑
を
加
え
よ
、
と
す
る
。
争
点
甲
：
大
き
く
変

更
し
、
楊
氏
を
罪
に
当
て
ず
、
宋
家
か
ら
放
逐
す
る
に
止
め
る
。
そ
の
場
合
、
宋
家
に
は
売
却
（
賤
売
）
の
権
利
も
あ
り
え
た
は
ず
で
あ

る
が
、
そ
れ
を
認
め
ず
に
、
実
家
に
帰
す
。
換
言
す
れ
ば
、
買
っ
て
こ
ら
れ
た
楊
氏
に
対
す
る
宋
家
の
処
分
権
を
認
め
な
い
。
楊
氏
の
実

家
に
は
父
母
や
尊
長
が
も
う
い
な
い
の
で
、
弟
楊
曽
継
に
処
分
権
＝
主
婚
権
を
認
め
た
。
一
転
し
て
寛
大
な
判
決
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

争
点
乙
：
争
点
甲
に
お
け
る
、
楊
氏
へ
の
寛
大
な
処
置
と
呼
応
し
た
の
か
、
こ
れ
も
一
転
し
た
。
実
子
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
耀
祖
を
宋
家
の
族
人
と
認
定
し
、
遺
産
を
継
承
し
、
祭
祀
に
参
与
せ
し
め
る
。
た
だ
嬰
児
で
あ
る
の
で
、
成
人
ま
で
養

育
を
実
父
龔
煌
に
委
ね
、
遺
産
の
管
理
も
龔
煌
、
並
び
に
岳
父
丘
曙
の
責
任
と
し
た
。

５
〔
蘇
松
兵
備
道

―
三
審
差
し
戻
し
判
決
〕　

前
掲
原
文
な
ど
の
D
が
相
当
す
る
で
あ
ろ
う
。
争
点
甲
：
ま
た
逆
転
。
ま
こ
と
楊
氏
を
懲

ら
し
め
る
法
条
な
き
は
残
念
。
初
審
の
判
決
に
従
い
、
擬
罪
せ
よ
。
争
点
乙
：
二
審
の
判
決
を
維
持
。
耀
祖
の
身
分
・
相
続
を
認
め
る
。
さ

ら
に
、
初
審
・
二
審
で
特
に
処
分
さ
れ
な
か
っ
た
人
物
の
処
分
。
宋
承
祖
：
家
長
と
し
て
の
監
督
不
行
き
届
き
、
杖
刑
。
岳
父
丘
曙
：
耀
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祖
が
実
は
龔
姓
た
る
を
知
り
な
が
ら
、
利
に
眼
が
眩
み
、
娘
を
許
嫁
し
た
の
は
不
行
届
き
、
杖
刑
（
と
も
に
「
不
応
為
罪
」
で
あ
ろ
う
）。
実

子
を
楊
氏
に
与
え
、「
抱
血
嗣
」
に
協
力
し
た
龔
煌
は
、『
明
律
』
戸
律
「
立
嫡
子
違
法
」
の
「
若
以
子
與
異
姓
之
人
爲
嗣
（
も
し
男
子
を
異

姓
の
人
に
与
え
て
継
嗣
と
す
る
）」
の
罪
に
該
当
し
、
杖
六
十
の
刑
の
は
ず
で
あ
る
。
あ
る
い
は
初
審
・
二
審
と
判
決
が
す
で
に
下
り
て
い
る

の
で
、
三
審
は
あ
え
て
触
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

６
〔
府
の
覆
審
〕　

批
駁
を
受
け
て
松
江
府
（
毛
一
鷺
）
は
覆
審
を
行
い
、
蘇
松
道
の
批
判
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
た
。
そ
れ
が
こ
の
史
料

で
あ
る
。
こ
の
後
、
こ
の
判
決
は
再
び
道
へ
と
上
げ
ら
れ
、
さ
ら
に
省
へ
と
上
が
っ
て
行
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
南
直
隷
巡
撫
や
蘇
松
巡
按

が
こ
の
判
決
を
維
持
し
た
か
否
か
。
耀
祖
の
身
分
認
定
な
ど
は
、【
史
料
III
】
で
も
詳
述
す
る
よ
う
に
、
法
律
上
、
重
大
な
問
題
で
あ
る
。

残
念
な
が
ら
、
最
終
的
に
ど
の
よ
う
に
落
着
し
た
か
知
る
す
べ
が
無
い
。

【
解
説
】

　

こ
の
判
決
が
、
特
に
我
々
の
眼
を
惹
く
の
は
、
嬰
児
耀
祖
の
身
分
認
定
問
題
で
あ
る
。
つ
い
で
に
い
え
ば
、
ま
だ
嬰
児
で
あ
り
な
が
ら
、

す
で
に
立
派
な
漢
字
二
字
の
諱
を
持
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
通
常
の
慣
習
は
、
一
〇
歳
前
後
、
学
問
を
始
め
る
時
に
「
学
名
」
を
も
ら

い
、
諱
と
す
る
。
き
わ
め
て
異
常
で
あ
る
。
正
当
な
継
嗣
承
祖
と
並
列
さ
せ
よ
う
と
す
る
楊
氏
の
策
動
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

松
江
の
富
民
宋
姓
家
族
に
お
い
て
、
家
長
宋
國
に
子
な
く
、
全
く
原
則
的
な
継
承
＝
過
継
が
行
わ
れ
、
ど
こ
か
ら
見
て
も
文
句
の
つ
け

よ
う
が
な
い
嗣
子
承
祖
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
こ
に
、
妾
が
偽
装
妊
娠
・
出
産
の
手
段
で
嬰
児
耀
祖
を
抱
え
込
む
。
國
は
己
の
実
子
と
信

じ
込
み
、
過
継
の
嗣
子
と
並
ん
で
、
正
規
の
男
子
と
認
め
た
。
初
審
華
亭
県
は
、
原
則
を
順
守
す
る
判
決
を
下
し
、
入
り
込
ん
だ
異
姓
の

嬰
児
の
権
利
を
全
く
認
め
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
二
審
松
江
府
推
官
、
そ
し
て
三
審
蘇
松
兵
備
道
は
、
初
審
の
判
決
を
覆
し
、
偽
装
妊
娠
・

出
産
の
手
段
で
入
り
込
ん
だ
事
実
は
明
確
に
認
識
し
つ
つ
も
、
こ
の
異
姓
の
嬰
児
を
、
嗣
子
と
全
く
平
等
な
継
承
者
と
認
定
し
た
。
い
っ

た
い
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
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そ
れ
は
、
ど
の
よ
う
な
法
理
（
法
源
）
に
立
脚
し
て
い
た
か
。
こ
こ
に
は
、
伝
統
中
国
の
民
事
裁
判
の
法
源
と
し
て
、
滋
賀
秀
三
氏
が

挙
げ
た
三
点
、「
情
・
理
・
法
」
が
、
見
事
に
出
現
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（［
滋
賀
一
九
八
四
］）。
ａ
亡
き
宋
國
が
親
生
の
継
嗣
を
得
ん
と

切
望
し
て
い
た
こ
と
を
叶
え
て
や
る
「
全
國
立
嗣
苦
膓
」、
つ
ま
り
情
。
ｂ
臨
終
の
遺
言
の
効
力
を
認
め
実
行
す
る
「
踐
其
臨
沒
遺
言
」、
つ

ま
り
理
。
そ
し
て
、
ｃ
成
文
法
の
根
拠
と
し
て
「
從
血
抱
依
姓
之
義
」。

　

毛
一
鷺
及
び
兵
備
道
蔡
某
は
、
耀
祖
が
実
は
龔
姓
で
あ
る
こ
と
を
明
瞭
に
認
識
し
な
が
ら
、
あ
え
て
正
当
な
宋
家
の
一
員
た
る
権
利
義

務
を
認
め
た
。
た
だ
法
的
に
は
、
律
条
の
「
血
抱
依
姓
」
の
「
義し

ゅ
し」
に
「
従
う
」
と
し
、「
血
抱
依
姓
」
に
「
依
る
・
拠
る
」
と
は
、
決
し

て
言
わ
な
い
。
も
と
も
と
、
律
条
の
正
当
な
解
釈
に
拠
れ
ば
、
絶
対
に
下
し
え
な
い
判
断
を
す
る
こ
と
に
、
何
と
か
法
的
根
拠
を
求
め
よ

う
と
し
た
苦
肉
の
文
言
を
、
筆
者
は
こ
こ
に
見
出
す
。
こ
の
点
を
、
次
の
【
史
料
III
】、
律
学
家
を
兼
ね
た
当
時
の
高
級
司
法
官
僚
の
律
条

解
釈
か
ら
確
認
し
よ
う
。

2
　『
讀
律

言
』

【
解
題
】

　

律
例
を
解
釈
す
る
「
律
学
」
は
、
古
代
か
ら
存
在
し
た
。
特
に
明
代
後
期
に
、
社
会
経
済
構
造
の
大
変
動

―
商
業
化
に
と
も
な
う
、
衙

門
へ
の
訴
訟
の
急
増
と
い
う
現
象
が
生
起
し
、
そ
れ
に
対
応
す
る
新
た
な
現
象
が
発
生
す
る
。
一
つ
は
、
県
衙
の
収
容
ス
ペ
ー
ス
の
不
足

に
伴
う
、
非
定
制
の
拘
禁
施
設
「
倉
舗
」
の
出
現
で
あ
る
（［
濵
島
一
九
八
三
］）。
そ
し
て
、
特
に
重
要
な
の
は
、
従
前
か
ら
存
在
し
て
い

た
、
詞
訟
を
補
助
〔
時
に
使
嗾
〕
す
る
専
門
職
業
「
訟
師
」
の
急
増
で
あ
る
（［
夫
馬
一
九
九
三
］）。
社
会
変
動
、
詞
訟
の
増
加
は
、
律
学

の
需
要
を
高
め
、
明
代
後
期
に
は
律
例
を
注
釈
す
る
書
籍
が
増
え
た
。

　
『
讀
律
瑣
言
』
は
、
嘉
靖
年
間
に
刑
部
郎
中
（
刑
部
の
三
等
官
。
尚
書
＝
大
臣
、
侍
郎
＝
次
官
に
次
ぐ
、
法
務
省
局
長
と
い
っ
た
ポ
ス
ト
）
雷
夢
麟

が
著
し
た
注
釈
書
で
あ
る
。
各
種
刊
本
が
各
地
に
存
在
し
て
い
た
が
、『
中
国
律
学
叢
刊
』（
北
京
、
法
律
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
が
刊
行
さ
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れ
、
そ
の
な
か
に
懐
效
鋒
・
李
俊
両
氏
に
依
る
校
訂
・
標
点
本
が
収
録
さ
れ
て
、
閲
覧
は
き
わ
め
て
便
利
と
な
っ
た
。
な
お
懐
・
李
両
氏

の
「
点
校
説
明
」（
一
九
九
八
年
）
の
考
証
で
は
、
こ
の
書
の
成
立
を
嘉
靖
三
五
・
三
六
年
（
一
五
五
六
・
五
七
）
頃
と
推
定
し
、
嘉
靖
三
四

年
（
一
五
五
五
）
の
嘉
靖
『
問
刑
條
例
』
の
成
立
に
対
応
し
た
も
の
と
断
じ
て
い
る
。

　

明
代
の
律
例
の
釈
読
に
、『
読
律
瑣
言
』
が
参
考
の
機
能
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
特
に
本
条
を
選
ん
だ
の
は
、
直
前

に
提
起
し
た
「
血
抱
依
姓
の
趣
旨
に
従
う
」
と
し
た
、
毛
一
鷺
等
の
法
解
釈
が
、
実
は
大
き
く
正
当
な
解
釈
を
外
れ
て
い
る
こ
と
を
考
証

す
る
た
め
で
あ
る
。

【
史
料
III
】

『
讀
律
瑣
言
』
巻
四
、
戸
律
、
戸
役
第
四
「
立
嫡
子
違
法
」

① 

原 

文

［
律
條
］
凡
立
嫡
子
違
法
者
、
杖
八
十
。［
中
略
］ 
其
乞
養
異
姓
義
子
、
以
亂
宗
族
者
、
杖
六
十
。
若
以
子
與
異
姓
人
爲
嗣
者
、
罪
同
。
其

子
歸
宗
。
其
遺
棄
小
兒
年
三
歲
以
下
、
雖
異
姓
仍
聽
收
養
、
卽
從
其
姓
。［
後
略
］

瑣
言
曰
。［
中
略
］
若
乞
養
異
姓
之
人
、
從
己
之
姓
爲
嗣
、
是
亂
己
之
宗
族
。
以
子
與
異
姓
人
、
從
人
之
姓
爲
嗣
、
是
亂
人
之
宗
族
。
竝
杖

六
十
、
其
子
各
歸
宗
。
其
不
從
姓
、
不
繼
嗣
、
則
爲
義
男
、
律
不
禁
矣
。

若
遺
棄
小
兒
三
歲
以
下
、
雖
異
姓
、
仍
聽
收
養
。
三
歲
小
兒
不
知
其
姓
、
故
卽
從
其
姓
。
亦
爲
之
義
男
、
終
不
可
以
爲
嗣
也
。［
後
略
］

② 

訓 

読

　

凡
そ
、
嫡
子
を
立
つ
る
に
、
法
に
違
ふ
者
は
、
杖
八
十
。［
中
略
］
其
の
、
異
姓
の
義
子
を
乞き

つ

養や
う

し
、
以
て
宗
族
を
亂
す
者
は
、
杖
六
十
。

若
し
子
を
以
て
異
姓
の
人
に
與
へ
嗣
と
爲
す
者
も
罪
は
同
じ
。
其
の
子
は
宗
に
歸
す
。
其
の
遺
棄
の
小
兒
の
年
三
歲
以
下
な
ら
ば
、
異
姓

と
雖
も
、
仍
ほ
收
養
を
聽ゆ

る

し
、
卽
ち
に
其
の
姓
に
從よ

ら
し
む
。［
後
略
］
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瑣
言
に
曰
く
。［
中
略
］「
異
姓
の
人
を
乞
養
し
、
己
の
姓
に
從
り
て
嗣
と
爲
す
」
と
あ
る
が
若
き
は
、
是
れ
己
の
宗
族
を
亂
せ
ば
な
り
。

「
子
を
以
て
異
姓
の
人
に
與
へ
、
人
の
姓
に
從
り
て
嗣
と
爲
す
」
と
あ
る
は
、
是
れ
人
の
宗
族
を
亂
せ
ば
な
り
。
竝す

べ
て
杖
六
十
、
其
の
子

は
、
各
々
宗
に
歸
す
。
其
姓
に
從よ

ら
ず
、
嗣
を
繼
が
ず
、
則
ち
義
男
と
爲
す
は
、
律
の
禁
ぜ
ざ
る
な
り
。

　
「
遺
棄
せ
ら
れ
た
る
小
兒
の
三
歲
以
下
な
ら
ば
、
異
姓
と
雖
も
、
仍な

ほ
收
養
を
聽ゆ
る

し
、
卽
ち
に
其
の
姓
に
從
ら
し
む
」
と
あ
る
が
若
き
は
、

三
歲
の
小
兒
は
其
の
姓
を
知
ら
ず
、
故
に
卽
ち
に
其
の
姓
に
從
ら
し
む
る
な
り
。
亦
た
之
を
義
男
と
爲
す
も
、
終つ

ひ

に
以
て
嗣
と
爲
す
べ
か

ら
ざ
る
な
り
。［
後
略
］

③ 

語 

釈

〈
凡
〉「
お
よ
そ
」
と
訓
ず
る
が
、「
す
べ
て
」
の
意
。
決
し
て
、
お
お
よ
そ
の
意
で
は
な
い
。
唐
律
・『
宋
刑
統
』
は
、「
諸
」
字
を
用
い
る
。

　
〈
義
男
〉
前
掲
語
釈
〈
義
男
〉
参
照
。

④ 

和 

訳

　
［『
明
律
』
戸
律
・
戸
役
「
立
嫡
子
違
法
」
条
］
す
べ
て
、
嫡
子
を
立
て
る
の
に
、
法
に
違
反
す
る
者
は
、
杖
八
十
を
科
す
。［
中
略
］
異

姓
の
義
子
を
養
い
、
も
っ
て
宗
族
を
乱
す
者
は
、
杖
六
十
。
男
子
を
異
姓
の
人
に
与
え
て
そ
の
嗣
子
と
さ
せ
る
者
も
、
同
罪
で
あ
る
。
遺

棄
さ
れ
た
三
歳
以
下
の
小
児
の
場
合
は
、
異
姓
の
子
で
あ
っ
て
も
、
収
養
す
る
こ
と
を
許
し
、
主
人
の
姓
を
名
乗
ら
せ
る
。　

　

瑣
言
：〔
律
文
に
〕「
異
姓
の
人
を
収
養
し
、
自
己
の
姓
を
与
え
て
継あ

と

嗣つ
ぎ

と
す
る
者
〔
は
杖
六
十
〕」
と
定
め
て
い
る
の
は
、
自
己
の
宗
族

を
乱
す
行
為
だ
か
ら
で
あ
る
。「
自
分
の
息
子
を
異
姓
の
人
に
与
え
、
そ
の
家
の
姓
を
名
乗
ら
せ
、
そ
の
家
の
継
嗣
と
す
る
者
〔
も
同
罪
〕」

と
定
め
て
い
る
の
は
、
他
人
の
宗
族
を
乱
す
行
為
だ
か
ら
で
あ
る
。〔
異
姓
の
男
子
を
収
養
し
て
も
〕
主
人
の
姓
は
名
乗
ら
せ
ず
、
継
嗣
と

も
せ
ず
、〔
嗣
子
と
〕
区
別
し
て
義
男
と
す
る
の
は
、
律
も
禁
止
し
て
は
い
な
い
。

　
〔
律
文
に
〕「
遺
棄
さ
れ
た
三
歳
以
下
の
小
児
の
場
合
は
、
異
姓
の
子
で
あ
っ
て
も
、
収
養
し
て
主
人
の
姓
を
名
乗
ら
せ
る
」
と
定
め
て

あ
る
の
は
、
三
歳
（
つ
ま
り
満
二
歳
）
以
下
な
ら
、
自
分
の
姓
を
知
ら
な
い
わ
け
で
、
主
人
の
姓
を
名
乗
ら
せ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
よ
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う
な
男
子
は
、
義
男
と
す
る
の
は
よ
ろ
し
い
が
、
決
し
て
〔
族
人
と
み
な
し
て
〕
継
嗣
と
し
て
は
な
ら
な
い
。

【
解
説
】

　

推
官
毛
一
鷺
は
異
姓
た
る
こ
と
が
明
白
な
嬰
児
を
、
宋
家
の
正
宗
の
族
人
と
認
め
、
財
産
相
続
・
祭
祀
参
与
の
権
利
を
完
全
に
許
し
、
そ

の
成
文
法
的
根
拠
を
、『
明
律
』
戸
律
・
戸
役
「
立
嫡
子
違
法
」
条
の
「
遺
棄
さ
れ
た
三
歳
以
下
の
小
児
の
場
合
は
、
異
姓
の
子
で
あ
っ
て

も
、
収
養
し
て
、
主
人
の
姓
を
名
乗
ら
せ
る
」
と
い
う
規
定
の
立
法
趣
旨
に
求
め
た
。

　
「
血
抱
」
の
細
か
い
考
証
は
、［
濵
島
二
〇
一
四
］
一
〇
二
～
一
〇
五
頁
に
譲
る
が
、
出
産
直
後
の
嬰
児
を
養
子
に
貰
い
受
け
る
こ
と
を

指
す
。
善
悪
の
含
義
な
き
中
立
的
な
語
句
で
あ
る
が
、
時
に
は
、
正
し
く
妾
楊
氏
の
所
為
の
ご
と
き
、
仮
装
妊
娠
・
偽
装
出
産
の
悪
し
き

意
味
で
用
い
ら
れ
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。
毛
一
鷺
は
お
そ
ら
く
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
意
味
で
「
血
抱
」
を
用
い
、「
遺
棄
せ
ら
れ
た
る
三
歳

以
下
云
々
」
の
「
義
」、
つ
ま
り
立
法
趣
旨
を
援
引
し
た
。
し
か
し
、
実
父
の
存
在
が
確
認
さ
れ
、
彼
か
ら
移
譲
さ
れ
た
こ
と
が
明
白
な
嬰

児
を
、「
遺
棄
せ
ら
れ
た
」
と
み
な
す
の
は
、
強
引
に
過
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
。
現
に
、
嘉
靖
後
期
の
権
威
あ
る
高
級
司
法
官
僚
雷
夢
麟
の

解
釈
で
は
、
も
し
三
歳
以
下
を
収
養
し
、
自
家
の
姓
を
名
乗
ら
せ
て
も
、「
決
し
て
族
人
と
は
せ
ず
、
義
子
＝
奴
僕
を
以
て
遇
す
べ
し
」
と

明
示
し
て
い
る
。
毛
一
鷺
の
論
理
は
、
a
情
・
b
理
は
と
も
か
く
、
c
法
の
面
に
お
い
て
は
、
牽
強
の
嫌
い
が
濃
厚
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば

な
ら
な
い
。
さ
ら
に
上
級
審
の
省
が
こ
の
よ
う
な
判
断
を
認
め
た
か
否
か
、
興
味
は
尽
き
ぬ
が
、
こ
れ
以
上
の
史
料
は
見
出
さ
れ
ず
、
致

し
方
な
い
。

　

た
だ
な
に
ゆ
え
に
、
万
暦
前
期
の
江
南
デ
ル
タ
の
正
宗
士
大
夫
の
官
僚
が
、
二
人
そ
ろ
っ
て
い
わ
ば
倫
常
に
も
国
法
に
も
背
理
す
る
こ

の
よ
う
な
判
断
を
下
し
た
の
か
。
彼
ら
が
律
の
な
か
で
も
重
要
な
、
立
嗣
継
承
の
原
則
を
熟
知
し
て
い
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
。
理
念
・

原
則
に
忠
実
で
、「
宗
族
」
の
純
血
を
求
め
る
高
級
司
法
官
僚
雷
夢
麟
と
は
異
な
り
、
江
南
デ
ル
タ
現
地
で
事
に
当
っ
た
官
僚
た
ち
（
二
人

と
も
純
然
た
る
正
途
の
士
大
夫
で
あ
り
、
勤
務
年
限
に
よ
っ
て
胥
吏
か
ら
官
員
に
任
ず
る
「
循
資
格
」
制
度
な
ど
で
上
昇
し
て
き
雑
途
の
官
員
で
は
な
い
）
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は
、
地
方
社
会
の
庶
民
家
族
に
現
在
し
、
盛
行
し
て
い
る
継
承
風
習
を
認
識
し
、
一
概
に
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
現
実
と
律
法
と
の
接

合
点
を
、
苦
心
し
て
求
め
つ
つ
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

こ
こ
で
改
め
て
顧
み
考
え
れ
ば
、
古
来
の
承
継
原
則
は
、
同
族
聚
居
・
安
居
定
住
が
普
遍
・
通
常
で
あ
る
社
会
に
お
い
て
こ
そ
、
最
も

適
合
す
る
で
あ
ろ
う
。
一
六
世
紀
の
半
ば
、
全
国
に
先
駆
け
て
商
業
化
の
路
に
走
り
込
ん
だ
江
南
デ
ル
タ
で
は
、
都
市
化
・
人
口
流
動
＝

流
入
・
貨
幣
経
済
な
ど
な
ど
、
新
た
な
社
会
現
象
が
起
こ
っ
て
い
た
。
遠
隔
の
故
郷
を
離
れ
、
江
南
デ
ル
タ
の
都
市
に
流
入
し
、
同
族
の

支
援
を
一
切
得
る
こ
と
な
く
、
自
力
で
発
財
し
た
富
民
も
少
な
く
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
事
実
上
疎
遠
に
し
て
遥
か
な
故
郷
の
親
族
の
男

子
を
、
な
に
ゆ
え
に
自
分
が
営
々
と
蓄
積
し
た
財
貨
の
相
続
人
た
ら
し
め
ね
ば
な
ら
ぬ
の
か
、
と
の
想
い
を
抱
く
こ
と
も
十
分
に
理
解
で

き
よ
う
。
異
姓
を
収
養
し
て
後
嗣
と
す
る
「
過
房
」
の
慣
行
（
註
（
3
）
参
照
）
が
普
通
に
な
り
つ
つ
あ
る
江
南
デ
ル
タ
に
身
は
在
っ
て
、

原
理
主
義
に
立
脚
し
、
古
い
承
継
原
則
を
機
械
的
に
適
用
す
る
こ
と
の
非
現
実
性
を
、
蘇
松
道
蔡
某
と
推
官
毛
一
鷺
は
深
く
認
識
し
て
い

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
に
深
読
み
す
れ
ば
、
判
牘
の
深
部
か
ら
、
当
時
の
江
南
デ
ル
タ
の
社
会
経
済
の
実
相
が
垣
間
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
（
詳
し

く
は
［
濵
島
二
〇
一
四
］
を
参
照
さ
れ
た
い
）。

註（
5
）	

原
文
は
「
枉
爲
男
子
」。
こ
こ
で
は
、
台
湾
の
畏
友
や
ゼ
ミ
学
生
諸
君
の
大
方
の
意
見
を
容
れ
て
、「
ナ
ン
ジ
、
ソ
レ
デ
モ
ダ
ン
ジ
ナ
リ
ヤ
」
の
意
に

解
し
た
。
し
か
し
、
元
来
、
筆
者
は
別
の
解
釈
を
抱
い
て
お
り
、
ま
だ
捨
て
き
れ
ぬ
の
で
、
参
考
上
、
述
べ
て
お
く
。「
枉
」
に
は
「
原
則
や
事
実
を
マ

ゲ
ル
」
の
意
味
が
あ
る
。
承
祖
は
、
耀
祖
が
父
の
実
子
（
承
祖
か
ら
す
れ
ば
異
腹
の
弟
）
で
は
な
く
、
本
当
は
龔
姓
の
男
子
で
あ
り
、
楊
氏
の
偽
装
出
産

の
結
果
宋
家
に
入
り
込
ん
だ
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、〔
穏
便
に
〕「
枉
げ
て
」
耀
祖
を
「
宋
家
の
男
子
と
認
定
し
て
き
た
」
こ
と

へ
の
具
体
的
な
非
難
で
あ
る
。
い
か
が
で
あ
ろ
う
。

（
6
）	

本
文
に
は
、
所
属
の
県
名
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。
当
時
松
江
府
に
は
、
附
廓
の
華
亭
県
の
他
、
上
海
・
青
浦
の
二
県
が
あ
っ
た
。
上
海
県
は
清
末
開
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港
以
後
と
は
大
き
く
異
な
り
、
棉
業
で
繁
栄
し
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
繁
華
は
松
江
府
城
を
治
所
＝
県
庁
所
在
地
と
す
る
華
亭
県
に
は
遠
く
及
ば
な

か
っ
た
。
残
り
の
青
浦
県
は
江
南
デ
ル
タ
低
地
で
も
最
も
低
い
地
域
で
開
発
が
最
も
遅
く
、
明
代
中
期
弘
治
年
間
に
漸
く
設
置
さ
れ
た
県
で
あ
り
、
も
っ

ぱ
ら
米
作
地
帯
の
中
心
地
で
あ
っ
て
、
松
江
を
特
徴
づ
け
る
い
わ
ゆ
る
「
松
江
棉
業
」
と
は
ほ
と
ん
ど
無
縁
で
あ
り
、
繁
栄
と
は
程
遠
か
っ
た
。
県
名
が

明
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
、
か
え
っ
て
附
廓
の
華
亭
県
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

【
参
考
文
献
】

濵
島
敦
俊
「
明
代
の
判
牘
」（
滋
賀
秀
三
編
『
中
国
法
制
史　

基
本
資
料
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
三
年
所
収
）

滋
賀
秀
三
『
清
代
中
国
の
法
と
裁
判
』（
創
文
社
、
一
九
八
四
年
）

三
木
聰
等
編
『
伝
統
中
国
判
牘
資
料
目
録
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
〇
年
）

滋
賀
秀
三
『
中
国
家
族
法
の
原
理
』（
創
文
社
、
一
九
六
七
年
）

濵
島
敦
俊
「
明
清
時
代
、
中
国
の
地
方
監
獄

―
初
歩
的
考
察
」（『
法
制
史
研
究
』
三
三
号
、
一
九
八
三
年
）

夫
馬
進
「
明
清
時
代
の
訟
師
と
訴
訟
制
度
」（
梅
原
郁
編
『
中
国
近
世
の
法
制
と
社
会
』
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
九
三
年
所
収
）

濵
島
敦
俊
「
明
清
時
代
の
地
主
佃
戸
関
係
と
法
制
」（
菊
池
英
夫
『
変
革
期
ア
ジ
ア
の
法
と
経
済
』
科
研
報
告
書
、
一
九
八
六
年
所
収
）

三
　
地

方

志

【
総
説
】

　

本
節
に
取
り
上
げ
る
「
地
方
志
」（
漢
語
圏
で
は
「
方
志
」
が
一
般
的
で
あ
る
た
め
、
本
稿
で
は
以
下
「
方
志
」
と
す
る
）
は
、
個
別
の
地
域
の

歴
史
や
現
状
に
つ
い
て
万
象
を
記
述
す
る
地
誌
で
あ
り
、
広
義
の
地
理
書
の
範
疇
に
属
す
る
。
古
代
か
ら
編
纂
は
始
ま
っ
た
が
、
近
世
、
と



132



り
わ
け
明
代
以
降
爆
発
的
に
増
加
し
た
。
広
く
は
省
域
か
ら
、
府
州
県
レ
ベ
ル
が
最
多
で
あ
る
が
、
経
済
の
栄
え
た
江
南
デ
ル
タ
な
ど
で

は
、
狭
く
、
市
鎮
レ
ベ
ル
の
「
鎮
志
」・「
郷
志
」
も
多
く
編
纂
さ
れ
て
い
る
。

　

方
志
は
、
明
清
史
研
究
の
史
料
と
し
て
は
、
二
〇
世
紀
半
ま
で
は
、
顧
み
ら
れ
る
こ
と
き
わ
め
て
稀
な
史
書
で
あ
っ
た
。
基
本
史
料
と

し
て
登
場
し
て
き
た
の
は
、
民
間
社
会
の
構
造
と
特
徴
、
そ
の
“
近
代
化
”
の
可
能
性
へ
の
関
心
が
大
き
く
な
っ
て
き
た
、
一
九
三
〇
年

代
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
積
極
的
利
用
は
特
に
社
会
経
済
史
研
究
を
中
心
に
展
開
さ
れ
た
が
、
そ
も
そ
も
こ
の
分
野
自
体
が
、
近
代
に
お
け

る
中
国
史
研
究
の
な
か
に
在
っ
て
や
や
軽
視
さ
れ
て
き
た
感
を
否
め
な
い
明
代
史
研
究
の
な
か
で
も
、
さ
ら
に
後
発
の
分
野
に
属
す
る
。
は

じ
め
財
政
・
賦
役
・
貨
幣
の
研
究
が
多
く
を
占
め
て
い
た
明
清
社
会
経
済
史
研
究
に
お
い
て
、
藤
井
宏
氏
の
商
人
・
流
通
研
究
、
西
嶋
定

生
氏
の
棉
業
研
究
な
ど
を
嚆
矢
に
、
基
本
史
料
と
し
て
の
方
志
を
活
用
す
る
方
向
が
、
爆
発
的
に
拡
が
っ
た
（
西
嶋
氏
の
直
話
に
よ
れ
ば
、
一

九
三
〇
年
代
末
、
卒
業
論
文
の
主
題
に
明
末
江
南
の
棉
業
を
選
ん
だ
時
に
、
恩
師
加
藤
繁
教
授
か
ら
、
方
志
に
注
目
す
べ
き
こ
と
を
教
示
さ
れ
た
と
い
う
）。

日
本
に
は
江
戸
時
代
に
招
来
さ
れ
た
も
の
も
多
く
、
多
数
の
方
志
が
所
蔵
さ
れ
て
き
た
が
、
中
国
大
陸
に
は
さ
ら
に
多
く
存
在
す
る
。
一

九
八
〇
年
前
後
、
中
国
の
史
料
収
蔵
機
関
が
外
国
学
者
に
開
放
さ
れ
始
め
た
時
、
日
本
不
在
の
方
志
を
繙
い
て
は
、
し
ば
し
ば
新
史
料
に

興
奮
し
、
複
写
が
一
切
認
め
ら
れ
ぬ
状
況
下
、
必
死
に
鉛
筆
で
筆
写
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
現
在
は
、
無
数
の
方
志
が
、
影
印
あ

る
い
は
排
印
で
、
単
行
、
あ
る
い
は
各
種
叢
書
・
叢
刊
に
収
め
ら
れ
、
あ
る
い
は
電
子
化
さ
れ
て
公
開
さ
れ
て
お
り
、
閲
覧
は
至
極
便
利

と
な
っ
た
。
隔
世
の
感
を
禁
じ
得
な
い
。

　

方
志
で
特
に
多
数
を
占
め
る
府
志
・
県
志
の
編
纂
は
、
通
常
、
知
府
・
知
県
か
、
も
し
く
は
長
老
の
郷
紳
が
編
纂
者
と
な
っ
て
お
り
、
そ

の
も
と
に
多
数
の
郷
紳
・
士
人
（
生
員
）
が
採
訪
・
整
理
・
記
述
を
分
担
し
て
い
る
。
長
官
は
、
名
目
上
の
代
表
で
あ
る
場
合
が
少
な
く

な
い
が
、
自
ら
叙
述
を
担
当
し
、
極
め
て
個
性
的
な
特
徴
を
示
す
も
の
も
あ
る
。
常
套
的
記
述
の
枠
を
飛
び
出
し
、
後
世
の
研
究
者
に
稀

少
情
報
を
残
し
て
く
れ
た
も
の
と
し
て
、［
濵
島
一
九
八
二
］
が
初
め
て
紹
介
し
、
本
稿
で
も
取
り
上
げ
る
正
徳
『
江
陰
縣
志
』
を
挙
げ
て

お
く
。
郷
紳
が
編
纂
し
た
も
の
で
も
、
筆
者
が
方
志
の
白
眉
と
堅
信
す
る
崇
禎
『
松
江
府
志
』
の
如
く
、
在
野
の
大
儒
と
し
て
天
下
に
著
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名
な
陳
継
儒
（
生
員
身
分
で
あ
り
、
厳
格
に
い
え
ば
「
郷
紳
」
階
層
に
達
し
て
い
な
い
）
が
、
そ
の
知
識
・
識
見
を
遺
憾
な
く
注
ぎ
込
ん
だ
方
志

も
存
在
す
る
。

　

近
世
、
特
に
明
清
時
期
に
、
地
方
の
人
々
は
な
ぜ
方
志
を
編
纂
刊
行
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
方
志
の
第
一
の
機
能
は
、
い
う
ま
で
も
な

く
、
当
該
地
域
の
共
有
す
る
歴
史
記
憶
を
保
存
・
伝
世
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
た
だ
方
志
の
性
格
は
こ
れ
に
留
ま
ら
な
い
。
国
家
権
力
の

末
端
は
府
と
州
・
県
で
あ
る
が
、
長
官
の
選
任
に
は
、
近
世
以
降
、
厳
密
に
「
本
籍
迴
避
」
制
度
が
守
ら
れ
た
。
大
方
の
士
大
夫
は
、
時

に
は
言
語
す
ら
不
通
の
未
知
の
地
域
に
来
任
す
る
。
明
清
の
官
箴
（
行
政
指
南
）
類
は
、
任
地
の
決
定
し
た
後
、
在
京
中
に
そ
の
地
の
出
身

の
官
紳
に
会
っ
て
教
え
を
乞
う
こ
と
に
加
え
、
方
志
を
入
手
し
て
熟
読
す
る
こ
と
を
勧
め
て
い
る
。
つ
ま
り
第
二
の
機
能
と
し
て
、
方
志

は
新
任
の
地
方
長
官
の
参
考
書
で
あ
っ
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
か
ら
演
繹
的
に
第
三
の
機
能
が
導
き
出
さ
れ
る
。
編
纂
に
参
与
す
る

現
地
の
郷
紳
・
士
人
階
層
に
と
っ
て
、
当
地
で
は
何
が
緊
要
の
課
題
で
あ
り
、
何
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
し
て
逆
に
何
が
な
さ
れ

る
べ
き
で
は
な
い
か
、
王
朝
権
力
を
代
表
し
て
君
臨
す
る
地
方
長
官
に
対
し
、
現
地
の
利
害
を
表
明
す
る
道
具
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

近
世
中
国
社
会
経
済
史
研
究
で
は
、
内
実
豊
か
な
情
報
を
多
く
提
供
し
、
不
可
欠
の
基
本
史
料
と
な
っ
て
い
る
方
志
で
あ
る
が
、
実
は
、

法
制
史
研
究
に
直
接
有
効
な
史
料
を
含
む
も
の
は
、
管
見
の
限
り
、
明
代
中
期
一
件
、
清
代
前
期
一
件
の
計
二
件
し
か
見
当
た
ら
ず
、
司

法
・
法
制
に
ほ
と
ん
ど
論
及
し
な
い
の
が
常
で
あ
る
。
国
家
権
力
の
末
端
に
位
置
し
、「
治
民
官
」・「
民
父
母
」
と
称
さ
れ
た
知
県
の
最
も

重
要
な
任
務
は
、「
銭
穀
」
す
な
わ
ち
徴
税
と
「
刑
名
」
す
な
わ
ち
裁
判
で
あ
っ
た
。
方
志
は
、
税
糧
や
徭
役
に
つ
い
て
、
詳
し
く
記
述
す

る
。
し
か
し
、
他
方
の
訴
訟
処
理
に
つ
い
て
は
、
全
く
論
及
し
な
い
。
お
そ
ら
く
は
、
賦
役
の
内
容
や
徴
収
方
法
が
、
各
県
の
情
況
に
対

応
し
て
具
体
的
な
差
異
が
存
在
し
た
が
ゆ
え
に
、
方
志
は
記
述
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
犯
罪
・
紛
争
も
決
し
て
単
一
で
は
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
が
、
一
応
、
天
下
に
通
行
す
る
規
範
と
し
て
、
律
例
が
存
在
す
る
。
大
方
は
、
こ
れ
に
依
拠
し
て
処
理
す
れ
ば
、
大
き
な
問
題
が

な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、「
地
方
長
官
の
参
考
書
」
た
る
方
志
は
、
あ
え
て
紙
面
を
割
く
こ
と
を
し
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
そ
こ
に
踏
み
込
ん
だ
方
志
が
、
二
部
存
在
す
る
。
本
稿
は
ま
ず
、
こ
の
き
わ
め
て
特
異
な
、
そ
れ
ゆ
え
に
後
世
の
研
究
者
に
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と
っ
て
有
用
な
、
二
部
の
方
志
、
正
徳
『
江
陰
縣
志
』
と
乾
隆
『
永
定
縣
志
』
を
紹
介
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
数
多
の
方
志
の
な
か
で
、
貴

重
な
情
報
を
提
供
し
、
も
し
明
清
社
会
経
済
史
史
料
の
読
本
を
編
む
な
ら
ば
、
必
ず
収
録
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
万
暦
『
秀
水
縣
志
』
の
あ
る

記
事
を
釈
読
・
分
析
す
る
。
実
は
、
こ
の
記
事
は
法
制
史
の
観
点
か
ら
し
て
も
、
興
味
深
い
情
報
を
提
供
す
る
の
で
あ
る
。

1
　
正
徳
『
江
陰
縣
志
』

【
解
題
】

　

正
確
な
数
値
は
算
定
し
よ
う
が
な
い
が
、
数
千
を
数
え
る
方
志
の
な
か
に
は
、
個
性
を
示
す
も
の
も
見
出
さ
れ
る
。
筆
者
が
閲
読
し
た

も
の
で
、
他
に
例
を
見
な
い
、
最
も
特
異
な
個
性
を
発
揮
し
た
方
志
が
、
こ
の
正
徳
『
江
陰
縣
志
』
で
あ
る
。
筆
者
は
一
九
七
〇
年
代
末

に
、
中
国
現
存
の
善
本
を
紹
介
す
る
中
国
の
書
籍
で
、
銅
活
字
を
用
い
た
も
の
と
し
て
、
北
京
図
書
館
所
蔵
本
の
写
真
版
を
見
る
機
会
が

あ
っ
た
。
一
九
七
九
年
、
明
史
に
関
す
る
初
め
て
の
国
際
学
会
が
南
開
大
学
で
開
か
れ
た
。
事
前
に
何
と
か
北
京
図
書
館
善
本
室
の
閲
覧

許
可
を
入
手
し
、
学
会
終
了
後
、
北
京
に
赴
き
、
こ
の
書
を
閲
覧
、
と
い
う
よ
り
は
目
睹
す
る
機
会
を
得
た
。
刊
行
は
正
徳
年
間
で
あ
る

が
、
編
著
者
の
江
陰
知
県
黃
傅
は
、
弘
治
年
間
半
ば
に
在
職
し
て
お
り
、
事
実
上
、
弘
治
『
江
陰
縣
志
』
と
呼
ん
で
も
よ
い
か
も
し
れ
な

い
。

　

一
目
し
て
何
よ
り
も
眼
を
惹
い
た
の
は
、
各
行
に
割
注
が
あ
る
の
は
自
然
と
し
て
、
そ
の
割
注
が
さ
ら
に
小
注
を
持
ち
、
つ
ま
り
行
に

よ
っ
て
は
四
行
の
小
注
が
入
っ
て
い
る
と
い
う
体
裁
（
書
影
4
参
照
）
で
あ
っ
た
（
以
下
、
正
徳
『
江
陰
縣
志
』
に
つ
い
て
の
説
明
は
、［
濵
島
一

九
八
三
］、
特
に
［
濵
島
二
〇
〇
一
］
第
二
章
第
二
節
「
知
県
黃
傅
と
正
徳
『
江
陰
縣
志
』」
参
照
）。

　

体
裁
に
も
ま
し
て
興
味
を
惹
く
の
は
叙
述
の
内
容
で
あ
っ
た
。
徽
商
な
ど
客
商
集
団
が
出
現
す
る
直
前
の
時
期
、
江
南
デ
ル
タ
の
在
村

経
営
地
主
が
、
遠
距
離
商
業
活
動
に
出
か
け
る
個
別
の
現
象
を
、
筆
者
は
多
く
は
文
集
に
収
め
ら
れ
た
墓
誌
銘
を
中
心
と
す
る
各
種
伝
記

資
料
に
拠
っ
て
探
知
し
て
い
た
が
、
何
と
、
正
徳
『
江
陰
縣
志
』
巻
一
、
風
俗
、「
商
」
の
項
目
に
は
、
水
稲
農
業
の
夏
・
冬
の
農
閑
期
に
、
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多
く
の
富
民
が
商
売
に
遠
出
す
る
と
い
う
同
時
期
の
社
会
現
象
を
、
明
晰
に
記
述
し
て
い
る
（［
濵
島
一
九
八
九
］
参
照
。
一
九
八
六
年
、
台
北

の
学
会
で
報
告
し
た
時
、
在
場
の
多
く
の
学
者
の
微
か
な
嘆
声
の
ざ
わ
め
き
を
鮮
明
に
記
憶
す
る
）。
郷
村
の
共
同
信
仰
・
祭
祀
と
い
う
前
人
未
到
の

領
域
を
開
い
た
と
自
ら
誇
負
す
る
拙
著
『
総
管
信
仰
』（［
濵
島
二
〇
〇
一
］）
の
成
書
は
、
一
九
八
一
・
八
二
年
の
北
京
図
書
館
に
お
け
る
、

正
徳
『
江
陰
縣
志
』
の
必
死
の
筆
写
を
骨
幹
史
料
と
し
て
実
現
し
た
。
そ
こ
に
は
、
故
郷
浙
東
の
士
大
夫
の
伝
統
継
承
者
、
原
理
主
義
的

朱
子
学
徒
の
黃
傅
が
、
王
朝
権
力
の
公
認
す
ら
獲
得
す
る
に
至
り
、
遍
く
村
廟
で
愚
劣
な
郷
民
の
共
同
祭
祀
の
対
象
と
な
っ
た
神
々
、
そ

れ
を
支
え
る
師シ

ャ
ー
マ
ン巫の
節
度
な
き
振
る
舞
い
を
、
淫
祀
・
淫
祠
撲
滅
の
情
熱
を
籠
め
て
、
詳
細
・
微
細
に
記
録
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
正
徳
『
江
陰
縣
志
』
は
、
客
商
活
動
、
民
衆
の
共
同
信
仰
な
ど
、
い
ず
れ
も
類
書
に
全
く
記
述
さ
れ
ぬ
社
会
現
象
を
丹

念
に
記
述
し
、
後
世
の
我
々
に
貴
重
な
情
報
と
し
て
残
し
て
く
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
特
色
あ
る
記
述
の
一
つ
が
、
普
通
、
方
志
で

紙
幅
が
割
か
れ
る
こ
と
絶
無
な
「
刑
獄
」
篇
な
の
で
あ
る
（
書
影
4
参
照
）。
ま
ず
、
宋
代
の
拘
禁
施
設
を
簡
潔
に
紹
介
し
、
元
代
に
つ
い

て
は
「
其
詳
無
考
」
と
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
当
代
に
つ
い
て
、「
県
獄
」、「
獄
具
」、「
刑
名
」
を
記
述
、
最
後
に
「
贖
罪
則
例
」
を
紹
介

す
る
。
法
定
の
刑
は
、「
刑
名
」
の
項
で
述
べ
ら
れ
る
の
は
、
伝
統
的
な
「
笞
杖
徒
流
死
」
の
五
等
刑
で
あ
る
。
な
お
「
獄
具
」
の
項
に
、

拘
束
具
と
し
て
徒
罪
以
上
の
重
罪
犯
の
「
鐐
」、
軽
罪
犯
の
「
鉄
索
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
付
加
の
体
刑
と
し
て
既
に
出
現
し

て
い
た
（
本
稿
『
皇
明
條
法
事
類
纂
』
参
照
）
は
ず
の
「
枷
号
」
に
つ
い
て
は
、
全
く
記
さ
れ
て
い
な
い
。
贖
罪
は
「
凌
遲
」
を
除
き
斬
・
絞

以
下
、
銅
銭
・
鈔
・
米
が
、
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。
思
う
に
、
財
力
か
ら
見
て
支
弁
能
力
を
備
え
る
犯
人
に
は
、
実
刑
を
科
す
よ
り
は

罰
贖
で
代
替
し
た
ほ
う
が
、
官
憲
は
行
刑
の
コ
ス
ト
を
省
く
こ
と
が
で
き
、
か
つ
衙
門
に
は
自
由
処
分
が
可
能
な
、
い
わ
ゆ
る
「
無
礙
」

の
財
貨
が
入
っ
て
く
る
。
現
実
に
は
、
贖
罪
で
実
刑
を
逃
れ
る
罪
人
も
少
な
く
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
刑
獄
篇
の
紙
幅
の
半
ば
以
上
が

こ
れ
に
充
て
ら
れ
て
い
る
の
も
、
そ
れ
ゆ
え
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
。

　

か
つ
て
こ
の
方
志
は
、
孤
本
を
北
京
図
書
館
が
所
蔵
し
、
寸
分
違
わ
ぬ
写
本
を
上
海
図
書
館
が
所
蔵
し
て
い
た
。
前
者
は
部
分
の
写
真

す
ら
許
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
何
と
後
に
な
っ
て
、
上
海
図
書
館
の
写
本
は
普
通
書
扱
い
で
あ
り
、
電
子
複
写
ま
で
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
判
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明
し
た
。
二
〇
一
一
年
、
上
海
図
書
館
は
、
国
家
図
書
館
出
版
社
の
『
著
名
図
書
館
蔵
稀
見
方
志
叢
刊
』
の
一
部
と
し
て
『
上
海
図
書
館

稀
見
方
志
叢
刊
』
を
刊
行
し
、
そ
の
な
か
に
こ
の
正
徳
『
江
陰
縣
志
』
も
収
め
ら
れ
た
。
七
〇
年
代
末
か
ら
中
国
で
史
料
探
索
を
開
始
し
、

ま
ず
は
史
料
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
悪
戦
苦
闘
し
た
後
、
筆
写
に
追
い
捲
ら
れ
た
苦
い
思
い
出
が
累
積
し
て
い
る
老
学
徒
に
は
、
隔
世
の
感
を

抱
か
せ
る
の
で
あ
る
。

　

以
下
、
死
刑
の
確
定
に
関
す
る
手
続
き
を
や
や
詳
述
す
る
文
章
を
紹
介
し
よ
う
。

【
史
料
IV
】　

書
影
4

正
徳
『
江
陰
縣
志
』
巻
五
、
刑
獄
、
国
朝

① 

原 

文　

◇
は
空
格

其
制
。
笞
杖
以
下
、
府
州
縣
自
決
、
徒
流
以
上
、
申
呈
監
察
上
司
詳
允
。
死
刑
、
既
經
詳
允
監
候
、
監
司
會
審
無
異
、
縣
申
州
府
、
轉
申

刑
部
再
詳
、
部
行
大
理
寺
、
評
可
類
◇
奏
、
請
◇
旨
定
奪
。
每
歲
秋
後
、
差
刑
部
官
、
分
詣
各
處
、
會
同
巡
按
御
史
審
決
。
每
五
年
又
一

選
差
法
司
官
、
分
行
天
下
、
伸
理
冤
滯
。
謂
之
審
錄
。
又
或
時
降
◇
恩
命
、
輕
減
刑
罪
、
除
免
逋
負
。
謂
之
寬
恤
。
本
縣
自
◇
國
初
至
今
、

犯
法
被
誅
者
十
人
。
其
獄
成
而
瘦
死
者
、
不
在
數
。
徒
流
迁
徙
充
軍
者
、
比
屋
無
算
。
其
亦
異
乎
宋
志
所
云
矣
。
嗚
呼
悲
夫
。

② 

訓 

読

其
の
制
。
笞
杖
以
下
は
、
府
州
縣
自
決
し
、
徒
流
以
上
は
、
監
察
上
司
に
申
呈
し
て
詳
允
す
。
死
刑
は
、
既す

經で

に
詳
允
せ
ら
れ
監
候
な
ら

ば
、
監
司
會
審
し
て
異
な
る
無
く
ん
ば
、
縣
よ
り
州
・
府
に
申
し
、
刑
部
に
轉
申
し
て
再
詳
せ
し
め
、
部
よ
り
大
理
寺
に
行
し
、
評
し
て

可
な
ら
ば
類
奏
し
、
旨
を
請
ひ
て
定
奪
す
。
每
歲
秋
後
に
、
刑
部
の
官
を
差つ

か
はし
、
分
ち
て
各
處
に
詣い
た

ら
し
め
、
巡
按
御
史
と
會
同
し
て
審

決
せ
し
む
。
五
年
ご
と
に
又
た
一
た
び
法
司
の
官
を
選
び
て
差
し
、
分
ち
て
天
下
に
行
き
、
冤
滯
を
伸
理
せ
し
む
。
こ
れ
を
審
錄
と
謂
ふ
。

又
た
或
い
は
時
に
は
、
恩
命
を
降
し
、
刑
罪
を
輕
減
し
、
逋ほ

負ふ

を
除
免
せ
ら
る
。
こ
れ
を
寬く
わ
ん 

恤じ
ゆ
うと
謂
ふ
。
本
縣
、
國
初
よ
り
今
に
至
る
ま
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で
、
法
を
犯
し
、
誅
せ
ら
る
る
者
十
人
。
其
の
獄
の
成
る
も
瘦ゆ

死
せ
し
者
は
、
數
に
在
ら
ず
。
徒
流
に
て
遷せ
ん

徙し

せ
ら
れ
軍
に
充
て
ら
れ
し

者
、
屋
を
比つ

ら

ね
算
ふ
る
無
し
。
其
れ
亦
た
、
宋
志
の
云
ふ
所
に
異
な
れ
り
。
嗚あ

呼あ

、
悲
し
い
夫か
な

。

③ 
語 
釈

〈
申
呈
〉
上
級
官
衙
・
長
官
に
下
級
か
ら
文
書
を
呈
上
す
る
行
為
、
ま
た
そ
の
上
行
文
書
。　
〈
監
察
上
司
〉
省
レ
ベ
ル
に
は
、
事
実
上
の
行

政
長
官
と
し
て
巡
撫
が
、
ま
た
監
察
官
と
し
て
巡
按
御
史
が
存
在
し
た
。
両
者
と
も
、
官
銜
（
名
目
上
の
官
職
）
は
中
央
の
最
高
監
察
機
関

「
都
察
院
」
の
官
名
を
帯
び
て
い
た
。　
〈
詳
允
〉
上
級
が
審
査
の
う
え
、
批
准
す
る
こ
と
。　
〈
監
候
〉「
監
」
と
は
州
・
県
衙
門
に
在
り
、
未

決
犯
を
拘
禁
し
た
牢
獄
（
現
在
の
拘
置
所
）。「
候
」
と
は
待
つ
こ
と
。
天
子
に
奏
請
し
て
聖
旨
が
下
り
、
死
刑
が
決
定
し
た
犯
人
は
、
即
時

執
行
の
「
立
決
」
と
「
監
候
」
に
分
け
ら
れ
、
後
者
は
州
県
の
「
監
」
に
収
容
さ
れ
、
毎
秋
に
繰
り
返
さ
れ
る
審
査
＝
「
秋
審
」
を
待
つ

（「
六
　
清
代
刑
事
裁
判
関
連
史
料
」
参
照
）。
体
力
・
気
力
・
財
力
と
強
運
に
恵
ま
れ
て
活
き
続
け
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
最
終
的
に
減
刑
さ

れ
、
死
刑
を
免
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。　
〈
監
司
〉「
監
察
上
司
」。　
〈
州
・
府
〉
明
清
時
代
、
州
と
県
は
同
級
の
地
方
官
庁
で
あ
り
、
直
接

に
民
を
管
轄
し
た
。
そ
の
上
級
が
府
で
あ
る
。
た
だ
、
州
に
は
、
下
部
に
県
を
持
つ
も
の
も
あ
っ
た
。　
〈
大
理
寺
〉
中
央
政
府
の
九
寺
の

一
。
明
清
時
代
に
は
、
刑
政
に
関
す
る
論
議
に
参
与
す
る
他
、
死
刑
犯
の
再
審
査
が
主
た
る
任
務
で
あ
っ
た
。　
〈
定
奪
〉
決
裁
。　
〈
秋
後
〉

秋
収
、
つ
ま
り
旧
暦
一
〇
月
の
秋
の
収
穫
の
後
。　
〈
逋
負
〉
国
家
に
納
め
る
税
糧
あ
る
い
は
地
主
へ
納
め
る
佃
租
な
ど
の
滞
納
。
天
子
の

恩
命
の
場
合
、
税
糧
の
滞
納
分
の
免
除
も
あ
っ
た
。　
〈
寬
恤
〉「
恤じ

ゆ
つ」
は
、
貧
者
を
憐
れ
ん
で
施
し
を
す
る
。　
〈
獄
成
而
瘦
死
者
〉「
獄
」

と
は
古
典
漢
語
で
は
「
審
判
」
の
こ
と
。
も
ち
ろ
ん
、「
牢
獄
」
を
意
味
す
る
こ
と
も
あ
る
。「
獄
成
」
と
は
、
死
刑
判
決
が
既
に
確
定
し
、

地
方
州
県
で
監
候
に
処
さ
れ
た
状
態
を
指
し
て
い
る
。「
瘦
死
」
衰
弱
死
。
古
典
漢
語
で
は
、
お
お
む
ね
獄
中
で
の
缺
食
・
虐
待
に
よ
る
死

亡
を
指
す
。　
〈
國
初
〉
古
典
漢
語
の
「
國
」
に
、state

あ
る
い
はnation
の
意
味
は
皆
無
。
原
初
は
、
全
天
下
の
う
ち
の
分
封
さ
れ
た
領

域
。
や
が
て
「
王
朝
」
の
意
味
が
出
て
き
た
。
こ
こ
で
「
國
初
」
と
は
明
朝
初
期
の
意
。　
〈
迁
徙
充
軍
〉
明
清
で
「
監
」
は
、
未
決
監
で

あ
り
、
行
刑
施
設
で
は
な
か
っ
た
。
徒
刑
＝
懲
役
は
驛
逓
・
鉱
場
な
ど
で
執
行
さ
れ
た
。
ま
た
「
流
刑
」
は
、
遠
近
の
「
衛
所
」
で
軍
務
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に
服
し
た
。「
迁
徙
」
と
は
強
制
移
住
。　
〈
宋
志
〉
宋
代
の
方
志
。
明
代
弘
治
年
間
の
黃
傅
は
、
宋
代
の
『
江
陰
縣
志
』
を
観
る
こ
と
が
で

き
た
の
で
あ
ろ
う
。
現
存
せ
ず
、
我
々
が
閲
読
可
能
な
江
陰
県
最
古
の
方
志
は
、
こ
の
正
徳
『
江
陰
縣
志
』
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
記
述

か
ら
す
れ
ば
、
宋
の
江
陰
県
志
に
も
刑
政
に
関
す
る
記
述
が
有
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

④ 

和 
訳

　

裁
判
・
行
刑
制
度
に
つ
い
て
。
笞
杖
以
下
の
軽
罪
は
、
府
州
県
で
最
終
決
定
で
き
る
。
徒
刑
・
流
刑
以
上
は
、
巡
撫
・
巡
按
に
上
申
し

て
決
裁
を
仰
ぐ
。
死
刑
が
〔
立
決
で
な
く
〕
監
候
の
場
合
、
巡
撫
・
巡
按
に
合
同
審
査
さ
せ
、〔
県
の
上
申
に
〕
疑
点
な
け
れ
ば
、〔
あ
ら

た
め
て
〕
県
か
ら
州
・
府
に
上
申
さ
せ
、〔
州
・
府
か
ら
〕
刑
部
に
転
申
し
、
刑
部
は
再
審
査
し
、
結
果
を
大
理
寺
に
〔
平
行
文
書
で
〕
送

り
、〔
大
理
寺
が
〕
評
議
し
て
可
で
あ
れ
ば
、〔
同
じ
範
疇
の
死
刑
案
件
と
〕
併
せ
て
上
奏
し
、
聖
旨
を
乞
う
て
最
終
決
定
す
る
（
以
上
、
監

候
死
刑
因
の
処
置
）。
秋
収
の
後
、
刑
部
の
官
員
を
派
遣
し
、
各
地
［
の
州
県
］
に
到
ら
し
め
、
巡
按
御
史
と
会
同
し
て
、
死
刑
監
候
の
獄

囚
を
再
審
理
さ
せ
る
（
以
上
、「
秋
審
」）。
さ
ら
に
五
年
ご
と
に
一
回
、
法
官
を
選
ん
で
派
遣
し
、
全
国
各
地
に
分
遣
し
、
獄
囚
に
冤
罪
・

滞
留
の
有
無
を
調
査
せ
し
め
る
。
こ
れ
を
「
審
録
」
と
い
う
。
時
に
、
天
子
か
ら
、
減
刑
や
滞
納
免
除
の
恩
命
を
頂
く
こ
と
が
あ
る
。
こ

れ
を
「
寬
恤
」
と
い
う
。
我
が
県
で
、
国
初
か
ら
現
在
ま
で
、
法
を
犯
し
て
死
刑
を
執
行
さ
れ
た
者
は
一
〇
人
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
数
字

に
は
、
死
刑
判
決
が
確
定
し
な
が
ら
、〔
監
候
の
間
に
、
飢
餓
や
虐
待
や
病
気
で
〕
衰
弱
死
し
た
も
の
は
含
ま
れ
て
い
な
い
〔
が
、
か
よ
う

な
制
度
の
も
と
、
相
当
の
数
に
上
る
で
あ
ろ
う
〕。
徒
刑
・
流
刑
で
〔
遠
方
で
〕
服
役
し
、
強
制
移
住
や
軍
衛
に
入
れ
ら
れ
た
者
は
少
な
く

な
い
。〔
か
か
る
明
代
の
情
況
は
〕
宋
代
方
志
の
所
伝
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
何
と
も
悲
し
い
こ
と
で
は
な
い
か
！	

【
解
説
】

　

明
代
中
期
弘
治
年
間
（
一
四
八
八
～
一
五
〇
五
）、
現
行
の
裁
判
と
刑
政
に
つ
い
て
、
地
方
衙
門
の
長
官
の
眼
か
ら
制
度
を
叙
述
し
た
も
の

で
あ
り
、
貴
重
な
史
料
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
問
題
点
、
あ
る
い
は
注
目
点
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。
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第
一
、
死
刑
判
決
に
つ
い
て
。
我
々
は
清
代
の
死
刑
判
決
に
至
る
過
程
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
［
滋
賀
一
九
八
四
］
第
一
章
第
一
節
か

ら
知
識
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
i
州
県
の
初
審
か
ら
上
っ
て
、
ii
地
方
で
は
督
撫
に
到
り
、
iii
刑
部
に
送
ら
れ
、
iv
刑
部
か

ら
天
子
に
上
奏
さ
れ
、
v
天
子
は
三
法
司
の
会
審
に
下
し
、
vi
会
審
の
覆
議
が
再
び
上
奏
さ
れ
、
vii	

最
終
審
天
子
が
裁
可
し
て
決
定
す
る

が
、
viii
立
決
＝
即
時
執
行
か
監
候
＝
待
機
再
検
討
と
い
う
過
程
を
通
る
も
の
で
あ
っ
た
。
黃
傅
は
、
既
に
vii
で
死
刑
・
監
候
が
確
定
し
た

後
か
ら
説
き
起
こ
し
、
地
方
州
県
衙
門
の
監
に
在
っ
て
最
終
決
定
を
候ま

つ
死
刑
囚
の
、
審
決
の
過
程
を
記
述
し
て
い
る
。
多
く
の
史
料
は
、

中
央
の
眼
か
ら
述
べ
ら
れ
て
き
た
が
、
下
級
地
方
衙
門
か
ら
の
記
述
は
珍
し
い
。
た
だ
南
直
隷
に
属
し
、
他
省
常
設
の
按
察
使
司
を
缺
き
、

刑
部
直
轄
の
こ
の
地
方
で
は
、
巡
撫
・
巡
按
の
審
査
の
後
、
改
め
て
府
・
州
か
ら
直
接
に
刑
部
に
上
申
さ
せ
る
制
度
と
な
っ
て
い
る
こ
と

が
確
認
さ
れ
る
。

　

第
二
、
監
候
処
分
で
、
地
方
監
獄
に
留
め
置
か
れ
る
死
刑
囚
の
「
秋
審
」［
と
い
う
用
語
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
］、
及
び
「
審
録
」

が
既
に
明
代
中
期
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
自
ら
地
方
官
の
眼
を
も
っ
て
記
述
し
て
い
る
。
興
味
深
い
の
は
、
監
候
・
秋
審
・
審
録

等
現
行
制
度
を
述
べ
る
だ
け
で
は
な
い
。
死
刑
二
審
制
・
即
時
執
行
の
、
現
代
中
国
の
制
度
は
置
い
て
お
く
と
し
て
、
現
今
の
我
々
の
制

度
に
比
べ
て
も
、
建
前
だ
け
見
れ
ば
、
何
と
配
慮
さ
れ
た
慎
重
な
シ
ス
テ
ム
で
あ
ろ
う
か
。
審
査
を
重
ね
に
重
ね
、
最
終
裁
判
所
た
る
皇

帝
も
、
さ
ら
に
「
監
候
」・「
秋
審
」
と
い
う
減
刑
の
機
会
を
与
え
る
。
貴
重
な
の
は
、
地
方
衙
門
に
お
け
る
運
用
の
実
情
に
触
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
の
恩
恵
に
、
実
際
に
浴
し
得
る
獄
囚
が
ど
れ
だ
け
い
た
で
あ
ろ
う
。
現
実
に
は
設
備
・
獄
吏
と
も
に
劣
悪

な
「
監
」
に
在
っ
て
、
監
候
の
間
に
、
衰
弱
死
を
す
る
も
の
が
絶
え
な
か
っ
た
と
江
陰
知
県
黄
傳
は
語
り
、
悲
憤
の
思
い
を
吐
露
す
る
の

で
あ
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
残
念
。
黃
傅
以
外
の
明
清
の
治
民
官
や
士
紳
は
、
な
に
ゆ
え
、
方
志
に
こ
の
よ
う
な
地
方
衙
門
の
刑
獄
の
具
体
的
運
用
・

実
相
を
記
録
し
て
く
れ
な
か
っ
た
の
か
。
ま
こ
と
に
遺
憾
に
思
う
。
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2
　
乾
隆
『
永
定
縣
志
』

【
解
題
】

　

数
多
の
清
代
方
志
の
な
か
で
、
今
ま
で
の
と
こ
ろ
唯
一
、
法
制
を
直
接
詳
述
す
る
も
の
と
し
て
こ
の
方
志
を
紹
介
し
た
の
は
［
濵
島
一

九
九
三
］
で
あ
る
。【
解
説
】
で
詳
述
す
る
が
、
小
作
人
の
年
貢
滞
納
を
衙
門
に
訴
え
た
場
合
、
官
憲
は
適
用
依
拠
す
べ
き
律
例
が
皆
無
と

い
う
現
状
に
苦
し
む
な
か
で
（「
3　

万
暦
『
秀
水
縣
志
』」
参
照
）、
個
々
の
地
方
官
な
い
し
官
衙
に
は
、
刑
律
・
賊
盗
「
白
昼
搶
奪
」
律
の

「
搶
禾
」
例
を
適
用
し
た
ケ
ー
ス
が
多
々
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
し
た
（［
濵
島
一
九
八
二
］
五
五
八
～
五
五
九
頁
。［
濵
島
一
九

八
六
］）。
そ
し
て
、
同
様
の
課
題
を
追
求
し
て
い
た
三
木
聰
氏
か
ら
、
ま
さ
し
く
「
搶
禾
」
例
を
運
用
し
て
い
る
実
例
と
し
て
、
こ
の
乾

隆
『
永
定
縣
志
』
を
紹
介
さ
れ
、
関
係
部
分
を
恵
与
さ
れ
た
（［
三
木
二
〇
〇
二
］）。
こ
の
方
志
で
は
、「
其
（『
大
清
律
例
』）
の
切
に
永
［
定

縣
］
に
用
ゐ
る
者
」
と
し
て
、
多
く
の
律
例
の
具
体
的
適
用
を
詳
し
く
述
べ
て
い
る
。

　

乾
隆
『
永
定
縣
志
』
は
、
福
建
省
図
書
館
を
始
め
、
中
国
各
地
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、
日
本
に
は
全
く
存
在
し
な
か
っ
た
。
し
か
し

今
世
紀
に
入
っ
て
、
ま
ず
、
影
印
本
が
、『
故
宮
珍
本
叢
刊
』
第
一
二
二
冊
に
収
め
ら
れ
て
刊
行
さ
れ
た
（
海
口
、
海
南
出
版
社
、
二
〇
〇
一

年
）。
最
近
に
は
、
福
建
省
地
方
誌
編
纂
委
員
会
が
整
理
し
た
、
簡
体
字
の
排
印
・
標
点
本
が
刊
行
さ
れ
た
（
厦
門
、
厦
門
大
学
出
版
社
、
二

〇
一
二
年
）。
い
ず
れ
も
日
本
各
地
に
収
蔵
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ま
た
閲
覧
は
容
易
と
な
っ
た
。

　

か
か
る
異
例
の
叙
述
が
な
さ
れ
た
動
機
は
、
那
辺
に
あ
っ
た
か
。
こ
の
記
事
の
冒
頭
に
は
、
序
文
に
相
当
す
る
文
章
が
記
さ
れ
て
い
る
。

仮
に
「
前
文
」
と
呼
び
、【
史
料
V
】
と
し
て
と
り
あ
げ
て
お
き
た
い
。

　
「
前
文
」
に
続
け
て
、
律
例
の
各
条
に
つ
い
て
、
罪
の
重
事
・
細
事
、
刑
の
軽
・
重
を
問
わ
ず
、
き
わ
め
て
詳
細
に
本
地
で
の
運
用
に
つ

い
て
記
述
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
田
地
の
売
買
に
関
す
る
「
賣
產
」
の
項
の
、「
絶
賣
找
価
」（［
岸
本
一
九
九
七
］
参
照
）
を
め
ぐ
る
法
的

処
置
を
明
示
し
、
さ
ら
に
そ
の
背
景
の
世
情
を
述
べ
た
記
事
を
取
り
上
げ
、【
史
料
VI
】
と
し
て
紹
介
す
る
。



141

三　明代法制史料

【
史
料
V
】

乾
隆
『
永
定
縣
志
』
巻
五
、
兵
制
志
、
刑
法
、
前
文

① 
原 
文　

◇
は
空
格

古
之
言
牧
民
者
、
曰
養
、
曰
敎
。
今
之
言
牧
民
者
、
曰
錢
穀
、
曰
刑
名
。
一
行
作
吏
、
輒
詢
其
地
稅
糧
若
何
、
案
件
若
何
、
以
是
爲
繁

之
準
、
而
幕
客
・
家
人
亦
緣
以
酌
其
多
寡
焉
。
然
則
刑
法
殆
治
邑
之
半
事
也
。
今
郡
縣
志
書
、
罕
有
記
及
此
者
。
蓋
以
律
例
定
自
◇
朝
廷
、

天
下
共
守
、
非
一
州
一
邑
之
事
也
。
世
輕
世
重
、
又
非
一
日
一
時
之
事
也
。
然
就
一
邑
之
易
犯
者
、
依
約
律
例
示
、
民
知
所
遠
、
罪
以
無

失
乎
。
縣
諸
象
魏
之
意
、
而
邑
之
利
弊
附
註
之
、
俾
有
官
君
子
因
俗
爲
治
、
庶
幾
馴
致
於
囹
草
・
庭
羅
之
化
焉
。
不
猶
愈
於
集
叢
談
、
纂

雜
記
之
紛
紛
乎
。
有
明
刑
多
冤
濫
、
洪
武
・
永
樂
卛
用
重
典
。
英
・
憲
而
後
廠
・
衞
之
禍
尤
烈
、
然
皆
勳
戚
王
公
・
內
外
臣
僚
受
之
。
其

所
以
齊
民
者
未
嘗
不

覈
也
。『
大
明
律
』
三
十
卷
四
百
六
十
條
、
國
朝
因
之
。［
擡
頭
］ 

列
垩
建
中
、
旉
治
條
例
、
遞
有
斟
酌
損
益
。
欽

恤
之
仁
・
平
允
之
義
、
兩
無
遺
憾
矣
。
其
切
用
於
永
者
。

② 

訓 

読

古
の
牧
民
と
言
へ
る
は
、
養
と
曰
ひ
、
敎
と
曰
ふ
。
今
の
牧
民
と
言
へ
る
は
、
錢
穀
と
曰
ひ
、
刑
名
と
曰
ふ
。
一
た
び
行
き
て
吏
と
作な

れ

ば
、
輒た

だ

ち
に
其
の
地
の
稅
糧
は
若
何
、
案
件
は
若
何
と
詢
ひ
、
是
を
以
て
繁
・

の
準
と
爲
し
、
而
し
て
幕
客
・
家
人
も
亦
た
緣
り
て
以

て
其
の
多
寡
を
酌
む
。
然
れ
ば
則
ち
、
刑
法
は
殆
ど
治
邑い

ふ

の
半
事
な
り
。
今
郡
縣
の
志
書
は
、
罕ま
れ

に
記
の
此
れ
に
及
ぶ
者
有
り
（
記
ノ
此
レ

ニ
及
ブ
者
有
ル
コ
ト
罕ま
れ

ナ
リ
、
と
訓
ず
る
も
可
）。
蓋
し
、
律
例
は
定
む
る
は
朝
廷
自よ

り
す
る
を
以
て
、
天
下
は
共す
べ

て
守
り
、
一
州
一
邑
の
事
に

非
ざ
る
な
り
。
世
に
輕
ん
じ
世
に
重
ん
ず
る
こ
と
、
又
た
一
日
一
時
の
事
に
非
ざ
る
な
り
。
然
れ
ど
も
一
邑
の
犯
し
易
き
者
に
就
き
て
、
約

律
に
依
り
て
例
示
せ
ば
、
民
は
遠さ

く
る
所
を
知
り
、
罪
は
以
て
失あ
や
まつ
無
か
ら
ん
か
。
こ
れ
を
象
魏
に
縣か

く
る
の
意
に
し
て
、
而
し
て
邑
の

利
弊
は
附
註
も
て
之
れ
を
註
す
れ
ば
、
有
官
の
君
子
を
し
て
俗
に
因
り
て
治
を
爲
さ
俾し

め
、
囹
草
・
庭
羅
を
馴
致
す
る
の
化
に
庶ち

幾か

か
ら

ん
。
猶な

ほ
叢
談
を
集
め
、
雜
記
を
纂
む
の
紛
紛
た
る
に
愈ま
さ

ら
ざ
ら
ん
や
。
有
明
は
刑
に
冤
濫
多
く
、
洪
武
・
永
樂
は
卛
ね
重
典
を
用
ゐ
、
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英
・
憲
よ
り
後
は
、
廠
・
衞
の
禍
、
尤
も
烈
し
く
、
然
れ
ば
皆
な
勳
戚
王
公
・
內
外
臣
僚
こ
れ
を
受
く
。
其
れ
齊
民
た
る
者
の
未
だ
嘗
て

か
ん
か
く覈
せ
ず
ん
ば
あ
ら
ざ
る
所
以
な
り
。『
大
明
律
』
三
十
卷
四
百
六
十
條
、
國
朝
は
之
れ
に
因
る
。
列
垩
、
建
中
す
る
や
、
條
例
を
旉
治
し
、

遞
ぎ
て
斟
酌
・
損
益
す
る
有
り
。
欽き

ん
じ
ゆ
つ恤の
仁
・
平
允
の
義
、
兩
つ
な
が
ら
遺
憾
無
き
の
み
。
其
の
切
に
永
に
用
ゐ
る
者
。

③ 

語 
釈

〈
繁

〉
州
・
県
の
治
政
の
煩
雑
・
簡
易
の
別
。　
〈
吏
〉
古
く
は
官
吏
を
意
味
し
た
［
当
時
、
官
は
官
署
、
あ
る
い
は
そ
の
建
物
］。
宋
代

以
降
、
官
は
官
品
を
有
す
る
官
員
、
吏
は
そ
の
下
の
胥
吏
を
指
す
の
が
一
般
の
用
法
で
あ
る
。
た
だ
典
雅
な
文
章
で
は
、
古
に
倣
っ
て
官

員
を
「
吏
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
。　
〈
幕
客
・
家
人
〉「
幕
客
」
は
「
幕
友
」
と
も
い
う
。
官
員
で
は
な
い
が
、
専
門
知
識
を
有
す
る
士
人

で
あ
り
、
地
方
官
の
幕
僚
を
務
め
る
。
一
番
下
級
の
知
県
の
場
合
で
も
、
最
低
、
財
政
（
＝
銭
穀
）
と
裁
判
（
＝
刑
名
）
担
当
の
二
人
を
招

い
て
い
た
。「
家
人
」
は
奴
僕
。
そ
の
な
か
に
は
「
書
奴
」
と
呼
ば
れ
る
書
写
を
良
く
す
る
者
も
含
ま
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。　
〈
郡
縣
〉
秦

漢
時
代
の
郡
県
制
は
下
っ
て
州
郡
県
の
三
層
に
な
っ
た
が
、
隋
文
帝
は
郡
を
廃
止
し
た
。
こ
の
の
ち
、「
郡
」
は
、
唐
宋
の
州
、
元
の
路
、

そ
し
て
明
清
の
府
の
雅
称
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。　
〈
治
邑
〉「
邑
」
は
元
来
、
殷
周
時
代
の
周
囲
を
囲
壁
で
囲
ま
れ
た
聚
落
の
こ
と
。
や
が

て
、
下
っ
て
「
州
・
県
城
」、
さ
ら
に
は
「
州
・
県
」
の
雅
称
と
な
っ
た
。　
〈
縣
諸
象
魏
〉「
縣
」
＝
懸
、
か
け
る
。「
諸
」
＝
之
於
、「
コ

レ
ヲ
～
ニ
」
と
訓
ず
る
。「
象
魏
」
は
県
衙
大
門
の
高
楼
。
昔
時
、
布
告
は
県
門
に
高
く
掲
げ
ら
れ
た
と
い
う
。　
〈
囹
草
・
庭
羅
〉「
囹
」

＝
牢
獄
。「
庭
」
＝
法
廷
。
こ
こ
で
は
、
刑
事
犯
罪
と
民
事
紛
争
と
解
釈
し
て
お
く
。　
〈
有
明
〉
清
代
の
前
朝
＝
明
を
指
す
。
有
は
亡
ん
だ

前
朝
に
冠
す
る
字
。　
〈
英
・
憲
〉
英
宗
（
正
統
一
四
三
六
～
一
四
四
九
。
土
木
の
変
で
捕
わ
れ
た
が
、
復
位
し
て
、
天
順
一
四
五
七
～
一
四
六
四
）、
憲

宗
（
成
化
一
四
六
五
～
一
四
八
七
）。　
〈
廠
・
衞
之
禍
〉
宦
官
が
権
力
を
事
実
上
掌
握
し
た
時
、
秘
密
・
特
務
警
察
機
関
と
し
て
、「
東
廠
」
と

「
錦
衣
衛
」
が
猛
威
を
振
る
っ
た
。　
〈
齊
民
〉「
一
君
万
民
」
の
理
念
の
下
、
臣
民
は
「
齊ひ

と
しく
」
天
子
の
民
で
あ
る
。　
〈

覈
〉「
簡
核
」
に

同
じ
。
調
べ
る
。　
〈
建
中
〉
天
下
共
有
の
中
正
の
道
を
建
立
す
る
。
即
位
の
意
。

④ 

和 

訳
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古
代
に
は
、「
民
を
牧お
さ

め
る
」
と
い
う
場
合
、〔
生
活
を
成
り
立
た
せ
る
〕
養
と
、〔
善
導
す
る
〕
教
が
任
務
で
あ
っ
た
。
現
代
の
牧ち

じ
民
官

は
、
銭
穀
と
刑
名
が
主
任
務
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
一
た
び
地
方
官
に
赴
任
す
れ
ば
、
即
座
に
其
の
地
の
税
糧
は
ど
う
か
、
訴
訟
は
ど
う
か

と
詢た

ず

ね
、
こ
の
二
事
を
も
っ
て
、
そ
の
県
が
そ
も
繁
な
る
か
、
そ
も
簡
な
る
か
の
準め
ど

と
し
、
そ
う
し
て
幕
客
・
家
人
も
何
人
招
く
か
、
こ

れ
に
縁
っ
て
酌
量
す
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
す
な
わ
ち
、
刑
法
は
州
県
の
治
政
の
ほ
と
ん
ど
半
分
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。
現
今
の

府
県
の
志
書
は
、
こ
の
領
域
を
記
す
こ
と
を
ほ
と
ん
ど
し
な
い
。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
そ
も
そ
も
律
例
の
定
め
は
朝
廷
よ
り
出
る
も
の
で

あ
る
か
ら
、〔
空
間
的
に
は
〕
天
下
が
す
べ
て
守
る
も
の
で
あ
り
、
一
州
一
邑
に
限
ら
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。〔
そ
し
て
時
間
的
に
は
〕

世
々
代
々
、
そ
の
軽
重
が
定
ま
っ
て
き
て
お
り
、
こ
れ
ま
た
一
日
一
時
の
こ
と
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
う
は
い
っ
て
も
、
一
県
の
犯
し
や
す
い
罪
に
つ
い
て
、
約さ

だ
め律
に
依
っ
て
そ
れ
を
例
示
せ
ば
、
民
も
避
け
ね
ば
な
ら
ぬ
所
を
知
る
こ
と

に
な
り
、
誤
っ
て
罪
に
陥
る
こ
と
も
な
く
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、〔
方
志
に
こ
の
分
野
の
記
述
を
載
せ
る
の
は
〕、
昔
時
、
新
令
の
布
告
を
県

の
大
門
に
高
く
掲
げ
た
と
同
じ
趣
旨
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
県
の
利
害
を
〔
各
条
の
〕
註
記
に
加
え
て
お
け
ば
、
来
任
さ
れ
た
君
子
諸
賢

が
、
当
地
の
習
俗
に
よ
っ
て
治
政
を
な
す
こ
と
と
な
り
、
犯
罪
・
民
訟
を
減
ら
し
、
教
化
に
近
づ
く
こ
と
と
な
ろ
う
。〔
つ
ま
り
、
刑
政
と

言
う
領
域
に
留
意
し
た
こ
の
方
志
は
〕
雑
多
な
伝
承
を
集
め
、
諸
々
の
記
事
を
纂
め
る
〔
常
套
的
な
方
志
の
〕
紛
紛
た
る
に
比
べ
、
大
い

に
勝
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　

前
朝
の
明
に
は
、
刑
に
冤
罪
・
濫
刑
が
多
か
っ
た
。
洪
武
・
永
楽
は
お
お
む
ね
重
刑
を
用
い
、
英
宗
・
天
順
年
間
、
憲
宗
・
成
化
年
間

以
降
は
、〔
宦
官
の
専
横
は
な
は
だ
し
く
〕、
と
り
わ
け
「
東
廠
」
と
「
錦
衣
衛
」
の
惨
禍
は
激
甚
で
あ
り
、
勳
戚
た
る
王
公
や
内
外
の
臣

僚
ま
で
、
皆
こ
の
弾
圧
を
蒙
っ
た
。
そ
れ
ひ
と
し
く
天
子
の
臣
民
た
る
者
、
い
ま
だ
か
つ
て
〔
律
法
に
〕
無
理
解
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
理

由
で
あ
る
。

　
『
大
明
律
』
三
〇
巻
四
六
〇
条
、
我
が
天
朝
は
こ
れ
に
因
る
。
歴
代
聖
天
子
は
即
位
せ
ら
る
る
や
、
条
例
を
遍
く
布
き
、
あ
い
つ
い
で
斟

酌
・
損
益
さ
れ
〔
た
結
果
、
変
化
・
廃
止
・
増
加
し
〕
た
も
の
が
存
在
す
る
。
天
子
の
欽あ

わ

恤れ
み

の
仁
・
平こ
う

允へ
い

の
義
、
ふ
た
つ
な
が
ら
充
た
さ
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れ
て
遺
漏
は
な
い
。
そ
の
切
に
我
が
永
定
県
に
適
用
す
る
者
〔
を
列
挙
す
る
〕。

【
史
料
VI
】

乾
隆
『
永
定
縣
志
』
巻
五
、
兵
制
志
、
刑
法
「
凡
盜
賣
田
宅
」
条
、「
賣
產
」

① 

原 

文

賣
產
、
有
絕
賣
文
契
竝
未
注
有
找
貼
字
樣
者
、
槪
不
准
貼
贖
。
賣
主
復
行
吿
找
・
吿
贖
、
照
不
應
重
律
、
杖
八
十
。
如
契
未
載
絕
賣
、
或

注
定
年
限
回
贖
者
、
竝
聽
回
贖
。
若
賣
主
無
力
回
贖
、
憑
中
公
估
。［
後
略
］［
以
下
同
條
末
尾
小
注
］ 

昔
人
淳
樸
、
凡
賣
契
不
註
回
贖
字

樣
者
、
卽
爲
斷
賣
、
不
更
註
絕
賣
等
字
。
後
來
、
賴
贖
賴
找
者
、
動
稱
契
雖
不
註
回
贖
字
、
亦
未
註
不
准
回
贖
字
、
以
致
訐
訟
。
今
人
寫

絕
賣
契
、
遂
有
「
一
賣
百
休
、
斷
膓
絕
骨
洗
業
、
永
不
許
異
言
收
贖
找
價
」
等
字
樣
。
亦
足
見
世
情
淳
漓
之
分
矣
。

② 

訓 

読

產
を
賣
る
に
、
絕
賣
の
文
契
に
、
竝す

べ
て
未
だ
注
し
て
找さ
う

貼て
ふ

の
字
樣
有
ら
ざ
る
者
有
ら
ば
、
槪
ね
貼
贖
す
る
を
准
さ
ず
。
賣
主
、
復ま

行た

找

を
吿
し
贖
を
吿
さ
ば
、「
不
應
重
」
律
に
照
ら
し
、
杖
八
十
。
如
し
契
に
未
だ
絕
賣
と
載し

る

さ
ず
、
或
い
は
年
限
・
回
贖
を
注
定
せ
ざ
る
は
、

竝
べ
て
回
贖
を
聽ゆ

る

す
。
若
し
賣
主
の
回
贖
に
無
力
な
ら
ば
、
中
に
憑
り
て
公
估
す
。［
後
略
］［
以
下
同
條
末
尾
小
注
］
昔
人
は
淳
樸
に
し

て
凡あ

ら
ゆる
賣
契
に
回
贖
の
字
樣
を
註
せ
ざ
れ
ば
、
卽
ち
に
斷
賣
と
爲
し
、
更
こ
と
さ
ら

に
絶
賣
等
の
字
を
註
せ
ず
。
後
來
、
贖
を
賴も
と

め
找
を
賴
む
る

者
あ
り
て
、
動や

や

も
す
れ
ば
「
契
は
回
贖
の
字
を
註
せ
ず
と
雖
も
、
亦
た
未
だ
回
贖
を
准
さ
ず
と
の
字
を
註
せ
ず
」
と
稱
し
、
以
て
訐け
っ
し
ょ
う訟を

致
す
。
今
人
は
絕
賣
契
を
寫か

く
に
、
遂
に
「
一
賣
し
て
百
休
し
、
膓
を
斷
ち
骨
を
絕
ち
て
業
を
洗
ひ
、
永
へ
に
、
言
を
異た
が

へ
て
收
贖
・
找

價
す
る
を
許
さ
ず
」
等
の
字
樣
有
り
。
亦
た
世
情
の
淳
漓
之
分
を
見
る
に
足
ら
ん
。

③ 

語 

釈

〈
產
〉
産
・
業
・
産
業
は
、
土
地
・
家
屋
等
、
不
動
産
を
意
味
す
る
。　〈
絕
賣
〉
伝
統
中
国
で
は
、
不
動
産
（
産
・
業
・
産
業
）
の
売
買
に
、
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「
回
贖
」
権
（「
贖
回
」
と
も
。
買
戻
し
）
を
保
留
す
る
活
売
・
典
売
と
、
保
留
し
な
い
絶
売
・
断
売
が
あ
っ
た
。　
〈
找
貼
〉
絶
売
で
あ
り
な

が
ら
、
売
主
が
代
金
の
追
加
を
求
め
、
時
に
際
限
が
な
い
こ
と
。
明
代
中
期
か
ら
徐
々
に
盛
ん
に
な
っ
て
き
た
。
江
南
デ
ル
タ
社
会
の
商

業
化
（
米
価
上
昇
な
ど
に
も
よ
る
、
既
売
却
地
の
資
産
価
値
の
上
昇
）
と
無
縁
で
は
な
か
っ
た
（［
岸
本
一
九
九
七
］）。　
〈
者
〉
も
ち
ろ
ん
「
モ
ノ
」

と
訓
じ
て
も
よ
い
が
、
こ
の
よ
う
に
人
間
を
指
し
て
い
な
い
場
合
、「
場
合
に
は
」
の
意
に
読
ん
で
も
よ
い
。　
〈
復
行
〉「
マ
タ
オ
コ
ナ
フ
」

と
訓
ず
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
古
典
漢
語
（
の
み
な
ら
ず
現
代
で
も
）
は
二
音
節
化
す
る
傾
向
が
著
し
く
、
し
ば
し
ば
「
行
」
は

一
字
の
副
詞
を
成
り
立
た
せ
る
無
意
味
の
虚
字
で
あ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。　
〈「
不
應
重
」
律
〉『
明
律
』
を
承
け
て
、『
大
清
律
例
』
巻

四
四
、
刑
律
、
雑
犯
「
不
應
爲
」
条
に
も
、「
凡
不
得
應
爲
而
爲
之
者
、
笞
四
十
。
事
理
重
者
杖
八
十
。［
小
注
：
律
無
罪
名
、
所
犯
事
有

輕
重
、
各
量
情
而
坐
之
］。（
凡す
べ

て
應
に
為
す
得べ

き
で
な
い
の
に
、
之
を
為
し
た
者
は
、
笞
四
十
。
事
柄
の
重
い
者
は
杖
八
十
。［
小
注
：
律
に
罪
名
が
な

い
が
、
犯
す
所
に
軽
重
有
り
、
そ
れ
ぞ
れ
事
情
を
酌
量
し
て
坐
す
］）」
と
あ
る
。『
明
律
』
を
承
け
て
い
る
が
、
薛
允
升
『
讀
例
存
疑
』［
一
九
〇

五
年
］
に
は
、
こ
の
小
注
は
「
順
治
三
年
に
修
改
」
と
あ
る
。
正
し
く
近
代
刑
法
の
「
罪
刑
法
定
主
義
」
理
念
に
は
そ
ぐ
わ
ぬ
規
範
と
い

え
る
が
、
至
極
便
利
な
こ
の
条
規
を
、
官
憲
は
頻
繁
に
適
用
し
た
。　
〈
無
力
〉
法
制
上
の
概
念
で
、
罰
贖
な
ど
に
負
担
能
力
の
な
い
貧
民

を
い
う
。
対
語
は
「
有
力
」。　
〈
憑
中
〉「
中
」「
中
人
」
と
は
、
仲
介
者
、
あ
る
い
は
立
会
人
・
証
人
を
兼
ね
る
。
契
約
文
書
に
は
必
ず
出

現
す
る
。「
憑
」
は
依
る
。　
〈
賴
〉
宋
代
頃
ま
で
は
、
我
々
も
常
用
の
「
タ
ノ
ム
」「
タ
ヨ
ル
」
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
が
、
元
明
以
降
、

「
強
要
す
る
」・「
脅
す
」、「
た
か
る
」・「
不
払
い
（
溜
め
込
む
）」
な
ど
、
し
ば
し
ば
、
マ
イ
ナ
ス
の
意
味
で
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

モ
ン
ゴ
ル
語
起
源
か
?　
〈
訐
訟
〉「
訐
」
は
他
人
の
行
為
を
暴
い
て
告
発
す
る
こ
と
。「
訐
訟
」
は
、
訴
訟
と
い
う
意
味
で
用
い
る
が
、
や

や
マ
イ
ナ
ス
の
臭
い
を
帯
び
る
。　
〈
百
休
〉
す
べ
て
、
要
求
・
抗
議
・
苦
情
を
休や

め
る
、
の
意
か
。

④ 

和 

訳

　

不
動
産
を
売
却
し
た
際
、
絶
売
の
契
約
を
立
て
る
が
、
そ
の
証
文
に
「
找
・
貼
」
の
文
言
が
一
切
書
か
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
全
て
「
貼

＝
代
価
追
加
」
や
「
贖
＝
買
戻
」
を
認
め
な
い
。
売
主
が
、
追
加
や
回
贖
を
求
め
て
告
訴
し
た
場
合
、「
不
應
爲
」
律
の
「
重
」
を
適
用
し
、
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杖
八
十
を
科
す
。
も
し
売
契
に
「
絶
売
」
と
記
載
せ
ず
、
あ
る
い
は
回
贖
の
期
限
を
注
記
し
て
い
な
い
場
合
は
、
買
戻
し
を
認
め
る
。
売

主
が
買
戻
し
の
資
金
を
持
た
ぬ
場
合
、
仲
介
の
証
人
に
依
っ
て
競
売
す
る
。

　

昔
、
人
は
淳
樸
で
あ
り
、
売
契
に
回
贖
の
文
言
が
書
い
て
な
け
れ
ば
、
た
だ
ち
に
断
売
と
為
し
、
こ
と
さ
ら
に
絶
売
等
の
文
言
を
契
約

に
注
記
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
後
来
、〔
絶
売
の
は
ず
な
の
に
〕
贖
（
買
い
戻
し
）
を
強
要
し
、
找
（
代
金
の
上
乗
せ
）
を
強
要
す
る
者

が
出
現
し
、
や
や
も
す
れ
ば
、「
契
約
に
は
回
贖
の
文
言
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
か
と
い
っ
て
、
回
贖
を
認
め
な
い
と
の
文
言

も
書
か
れ
て
い
な
い
」
と
主
張
し
、
訴
訟
に
及
ぶ
こ
と
が
あ
る
。
今
、
人
は
絶
売
契
を
書
く
際
に
、
つ
い
に
「
一
た
び
売
っ
た
以
上
は
、
今

後
一
切
何
も
申
し
ま
せ
ん
。
骨
身
の
髄
ま
で
、
き
れ
い
さ
っ
ぱ
り
と
売
渡
し
、
約
言
を
違
え
て
収
贖
・
找
価
な
ど
と
こ
し
え
に
致
し
ま
せ

ん
」
等
の
文
言
を
記
載
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
古
今
の
世
情
が
、
純
朴
と
浮
薄
に
異
な
っ
て
来
た
こ
と
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

【
解
説
】

　

き
わ
め
て
稀
少
な
、
方
志
が
記
述
す
る
法
制
関
係
史
料
を
紹
介
し
た
。
民
を
直
接
統
治
す
る
「
父
母
」
の
官
た
る
知
県
の
書
き
残
し
た

記
事
は
、
国
制
の
具
体
的
運
用
の
情
報
を
提
供
し
て
く
れ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
常
識
・
慣
習
を
無
視
し
て
、
こ
れ
ら
の
方
志
は
、
な
に
ゆ
え
に
法
制
に
紙
幅
を
割
い
た
の
か
。
前
掲
【
史
料
IV
】
の
知
県

黃
傅
に
つ
い
て
は
、
そ
の
素
懐
に
つ
い
て
や
や
詳
し
く
追
跡
し
た
こ
と
が
あ
る
（［
濵
島
二
〇
〇
一
］
第
二
章
第
一
節
）。
彼
は
、
浙
東
朱
子
学

派
の
正
統
な
後
継
者
と
し
て
、
朱
子
学
原
理
主
義
の
立
場
か
ら
、
澆
風
の
是
正
に
心
血
を
注
い
で
い
た
。
彼
は
一
見
温
情
に
見
え
る
監
候

が
、
実
は
死
刑
を
科
さ
れ
た
獄
囚
に
と
っ
て
、
悲
惨
な
結
末
を
も
た
ら
し
て
い
る
現
実
を
批
判
し
た
の
で
あ
る
。

　

で
は
乾
隆
『
永
定
縣
志
』
の
編
述
に
従
事
し
た
士
大
夫
・
士
人
た
ち
は
、
ど
ん
な
動
機
か
ら
「
刑
法
」
志
を
書
い
た
の
か
。
明
代
前
中

期
の
冤
枉
・
濫
刑
、
中
後
期
の
宦
官
の
跋
扈
と
虐
待
、
こ
れ
ら
に
鑑
み
れ
ば
、
臣
民
ひ
と
し
く
律
法
の
知
識
を
疎
か
し
て
は
な
ら
ぬ
、
と

す
る
。
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こ
の
方
志
の
編
纂
者
は
二
人
、
知
県
伍
煒
と
正
宗
郷
紳
の
翰
林
院
庶
吉
士
王
見
川
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、「
民
国
三
四
年
」
つ
ま

り
一
九
四
五
年
に
永
定
県
人
林
上
楠
が
著
し
た
『
修
永
定
縣
志
名
流
姓
氏
考
』
に
は
乾
隆
志
の
編
纂
に
際
し
、
知
県
伍
煒
が
、「
江
西
安
福

の
挙
人
鄒
貽
善
を
内
署
に
延ま

ね

い
た
」
と
し
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
幕
友
と
し
て
招
聘
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
三
名
を
始
め
、
参
与
し

た
士
人
（
多
く
は
生
員
層
）
た
ち
の
、
学
術
・
文
化
背
景
を
探
り
、
そ
の
積
極
的
動
機
を
考
え
る
こ
と
は
、
今
後
に
残
さ
れ
た
課
題
で
あ

る
。	

3
　
万
暦
『
秀
水
縣
志
』

【
解
題
】

　

す
で
に
本
稿
冒
頭
の
総
説
で
、
方
志
の
機
能
と
、
明
清
史
研
究
に
お
け
る
そ
の
価
値
に
つ
い
て
述
べ
た
。
特
に
、
社
会
経
済
史
研
究
の

領
域
で
、
豊
富
な
方
志
史
料
を
駆
使
し
た
先
学
は
、
藤
井
宏
・
西
嶋
定
生
両
氏
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
藤
井
氏
は
、
安
徽
省
南
部
出
身

の
徽
州
商
人
が
江
南
デ
ル
タ
に
進
出
し
、
勢
力
を
拡
大
す
る
な
か
で
、
府
・
州
・
県
城
、
い
わ
ゆ
る
都
市
の
み
な
ら
ず
、
農
村
に
も
入
り

込
み
、
農
民
と
直
接
に
経
済
上
の
関
係
を
持
つ
に
至
っ
た
現
象
と
し
て
、
こ
の
【
史
料
VII
】
を
紹
介
し
た
。
彼
ら
の
研
究
方
法
は
、
そ
の

後
の
日
本
学
者
の
社
会
経
済
史
研
究
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

そ
も
そ
も
日
本
の
明
清
社
会
経
済
史
研
究
は
、
一
九
四
九
年
の
中
国
革
命
に
大
き
な
刺
激
を
受
け
て
い
た
。
中
共
は
、
い
わ
ゆ
る
「
封

建
」
の
消
滅
を
説
き
、
そ
の
核
心
的
事
業
と
し
て
の
土
地
改
革
に
お
け
る
地
主
制
の
解
体
、
す
な
わ
ち
佃
戸
の
解
放
、
自
作
小
農
民
の
創

出
を
、
大
き
な
成
果
と
誇
っ
て
い
た
。
日
本
の
少
な
か
ら
ぬ
研
究
は
、
土
地
改
革
で
中
国
の
歴
史
の
結
論
が
出
た
と
い
う
前
提
の
う
え
に
、

時
代
を
遡
っ
て
地
主
佃
戸
関
係
を
実
証
分
析
す
る
方
向
を
大
き
な
特
徴
と
し
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
こ
の
万
暦
『
秀
水
縣
志
』
の
抗
租
記
事
が
注
目
を
集
め
、
ほ
と
ん
ど
の
学
徒
が
暗
記
す
る
ほ
ど
に
読
み

込
み
、
和
訳
も
幾
つ
か
出
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
は
、
こ
の
記
事
を
再
読
し
、
従
来
の
分
析
で
は
い
ま
だ
語
ら
れ
ぬ
問
題
を
見
出
し
た
。
そ
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の
詳
細
な
考
察
は
別
稿
に
譲
り
、
本
稿
で
は
特
に
法
制
と
の
関
連
を
中
心
に
分
析
を
試
み
る
。

　

秀
水
県
と
は
、
浙
江
省
嘉
興
府
の
府
城
内
に
、
嘉
興
県
と
な
ら
ん
で
県
衙
が
置
か
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
附
廓
」
の
県
で
あ
る
。
人
口
増

加
に
基
づ
く
行
政
事
務
の
繁
多
の
ゆ
え
に
、
明
代
中
期
、
嘉
興
県
か
ら
秀
水
県
が
析
置
さ
れ
た
が
、
地
域
社
会
と
し
て
の
一
体
感
情
は
嘉

興
県
と
共
有
し
て
お
り
、
民
国
以
降
の
新
行
政
区
画
か
ら
今
日
ま
で
、
秀
水
と
い
う
区
画
は
存
在
し
な
い
。
ち
な
み
に
こ
の
県
名
は
、
嘉

興
府
の
宋
代
の
行
政
区
画
＝
秀
州
に
由
来
す
る
。
つ
ま
り
、
万
暦
『
秀
水
縣
志
』
に
描
写
記
述
さ
れ
る
県
情
は
、
嘉
興
県
に
も
共
通
し
て

い
た
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

万
暦
『
秀
水
縣
志
』
は
万
暦
二
四
年
（
一
五
九
六
）
に
刊
刻
さ
れ
た
。
万
暦
刊
本
は
中
国
国
内
に
三
種
残
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
民

国
一
四
年
（
一
九
二
五
）
に
鉛
印
本
が
出
版
さ
れ
、
特
に
一
九
七
〇
年
、
台
北
・
成
文
出
版
社
の
『
中
国
方
志
叢
書
』
第
一
期
、
華
中
部
分

に
収
め
ら
れ
、
世
に
広
く
出
回
り
、
閲
覧
は
き
わ
め
て
容
易
と
な
っ
て
い
る
。

　

編
纂
者
は
名
義
上
、
知
県
李
培
と
さ
れ
る
が
、
実
際
に
は
最
長
老
の
郷
紳
黃
洪
憲
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
方
志
編
纂
の
代
表
に
、
長

老
級
の
郷
紳
の
名
が
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
ご
く
普
通
の
現
象
で
あ
る
。
し
か
し
黃
洪
憲
は
、
名
義
上
の
代
表
に
と
ど
ま
ら
ず
、
実
質
上
、
内

容
の
編
纂
・
記
述
に
も
深
く
関
わ
っ
て
い
た
。
同
志
巻
一
、
輿
地
志
の
「
方
域
」
以
下
、
各
項
目
に
は
す
べ
て
開
頭
に
小
序
に
相
当
す
る

文
章
が
あ
り
、
末
尾
に
論
評
に
あ
た
る
「
論
」
が
付
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
小
序
・
論
評
が
、
黃
洪
憲
の
文
集
『
碧
山
學
士
集
』

に
収
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
大
郷
紳
黃
洪
憲
が
、
多
く
は
生
員
ク
ラ
ス
の
執
筆
者
の
原
稿
を
、
査
閲
・
添
削
す
る
の
み
な

ら
ず
、
本
文
の
叙
述
そ
の
も
の
に
ま
で
、
積
極
的
に
加
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
明
確
で
あ
る
。

　

黃
洪
憲
は
、
ど
の
よ
う
な
家
族
に
属
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
詳
細
は
別
稿
に
譲
る
が
、
彼
の
家
系
は
、
複
数
の
進
士
を
輩
出
し
た

異
例
の
士
大
夫
家
族
で
あ
っ
た
。
元
来
、
黃
氏
は
明
初
に
嘉
興
千
戸
所
所
属
の
軍
戸
と
し
て
、
江
西
か
ら
嘉
興
に
移
住
し
て
き
た
庶
民
で

あ
る
。
多
く
の
江
南
の
士
大
夫
家
族
と
同
様
に
、
こ
の
黃
氏
も
家
譜
は
所
蔵
し
な
か
っ
た
。
自
ら
も
嘉
興
出
身
の
著
名
な
社
会
学
者
潘
光

旦
が
、
嘉
興
の
「
望め

い

族も
ん

」
を
紹
介
し
た
時
に
（［
潘
一
九
四
七
］）、
黃
姓
で
は
黃
洪
憲
の
家
系
の
み
を
挙
げ
て
い
る
。
庶
民
か
ら
胥
吏
出
身
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の
雑
職
官
に
ま
で
昇
っ
て
来
た
黃
氏
は
、
洪
憲
の
父
錝
の
進
士
獲
得
（
嘉
靖
三
五
年
）
か
ら
正
宗
の
士
大
夫
家
族
に
上
昇
し
た
。

　

洪
憲
は
錝
の
二
男
で
あ
る
。
隆
慶
五
年
（
一
五
七
一
）、
第
二
甲
第
一
三
名
を
も
っ
て
進
士
と
な
り
、
庶
吉
士
を
経
て
翰
林
院
の
エ
リ
ー

ト
コ
ー
ス
に
参
入
し
、
官
は
「
少
詹
事
兼
侍
讀
學
士
、
掌
院
事
」
に
ま
で
進
ん
だ
。
し
か
し
、
張
居
正
没
後
の
評
価
を
め
ぐ
り
、
輿
論
と

意
見
を
異
に
し
て
高
く
評
価
し
た
結
果
、
批
判
を
浴
び
、
養
老
を
乞
い
、
家
郷
に
退
隠
し
、
万
暦
二
八
年
（
一
六
〇
〇
）、
六
〇
歳
で
死
去

す
る
ま
で
家
居
を
続
け
た
。
つ
ま
り
父
子
二
代
進
士
と
な
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
万
暦
五
年
（
一
五
七
七
）

に
は
洪
憲
の
兄
正
色
も
第
三
甲
で
進
士
に
合
格
し
、
さ
ら
に
続
け
て
一
四
年
（
一
五
八
六
）
に
は
、
洪
憲
の
長
子
承
玄
も
進
士
と
な
り
、
一

家
か
ら
四
名
の
進
士
を
輩
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
多
数
の
士
紳
を
擁
す
る
、
き
わ
め
て
特
異
な
士
大
夫
家
族
が
出
現
し
た
。
家
郷
秀

水
・
嘉
興
県
に
お
け
る
郷
紳
家
族
黃
氏
の
勢
威
は
、
誰
も
疑
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
主
題
の
万
暦
『
秀
水
県
志
』
の
成
立
刊
行
は
、
万
暦
二

四
年
（
一
五
九
六
）、
つ
ま
り
黃
洪
憲
五
六
歳
の
時
で
あ
る
。
こ
の
方
志
に
は
、
嘉
興
代
表
の
大
郷
紳
、
黃
洪
憲
の
思
考
・
主
張
が
全
巻
を

貫
い
て
い
る
と
考
え
て
誤
り
は
あ
る
ま
い
。

【
史
料
VII
】

万
暦
『
秀
水
縣
志
』
巻
一
、
風
俗
志
、
農
桑
、
十
月
条

① 

原 

文　
［
段
落
は
、
筆
者
に
依
る
］

十
月
。
治
穀
米
、
輸
租
。

往
時
、
穀
既
登
、
麥
種
畢
、
富
農
高
廩
蓋
藏
稍
貯
、
額
賦
供
官
、
佃
農
輸
租
大
家
、
貯
其
餘
以
備
春
作
。
嬉
嬉
如
也
。

邇
來
、
富
商
設
米
典
、
佃
農
將
上
米
質
銀
、
別
以
下
中
者
抵
租
、
雖
豐
歲
輒
稱
歉
收
、
遷
延
逋
負
。

日
者
苕
上
奸
民
聚
黨
相
約
、
毋
得
輸
租
巨
室
。
近
雖
稍
息
、
然
亦
漸
以
成
風
。

官
司
催
科
甚
急
、
而
吿
租
者
或
置
不
問
。
于
是
、
稱
貸
完
官
、
而
田
主
病
。
小
民
得
銀
耗
費
、
滿
課
爲
難
。
其
後
利
歸
典
商
、
日
復
一
日
、
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逋
負
益
積
、
而
佃
丁
又
病
。
兩
者
交
病
、
而
廩
庾
焉
得
不
匱
、
閭
閻
焉
得
不
貧
也
。

論
曰
。
冠
雖
敝
、
弗
以
苴
履
。
余
里
薦
紳
、
多
逡
巡
自
好
、
其
在
愿
民
安
田
里
、
亦
不
出
跬
步
。
獨
奸
甿
雕
悍
、
近
踵
苕
閒
亂
萌
、
皆
思

以
訟
爲
市
、
吿
訐
成
風
。
士
大
夫
翕
肩
累
足
、
雖
以
萬
石
家
、
醇
謹
猶
虞
掛
。

② 

訓 
読

十
月
。
穀
米
を
治
め
、
租
を
輸お

さ

む
。

往
時
は
、
穀
既
に
登
じ
、
麥
種
畢
ら
ば
、
富
農
は
高
廩
・
蓋
藏
に
稍す

こ

し
く
貯
へ
、
額
賦
は
官
に
供
し
、
佃
農
は
租
を
大
家
に
輸
め
、
其
餘

を
貯
へ
て
以
て
春
作
に
備
ふ
。
嬉
嬉
如
た
り
。

邇
來
、
富
商
は
米
典
を
設
け
、
佃
農
は
上
米
を
將
て
銀
に
質
し
、
別

こ
と
さ
ら

に
下
中
な
る
者
を
以
て
租
に
抵あ

て
、
豐
歲
と
雖
も
輒も
つ
ぱら
歉
收
と
稱

し
、
遷
延
逋
負
す
。

日さ
き
ご
ろ者
、
苕て
う
じ
や
う上の
奸
民
は
聚
黨
し
て
相
約
し
、
租
を
巨
室
に
輸
む
る
を
得
ざ
ら
し
む
。
近
ご
ろ
稍
し
く
息や

む
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
亦
た
漸
く

以
て
風
を
成
す
。

官
司
の
催
科
は
甚
だ
急
な
る
も
、
租
を
吿
す
る
者
は
或
い
は
置
き
て
問
は
ず
。
是
に
于
い
て
、
稱
貸
し
て
官
に
完お

さ

め
、
而
し
て
田
主
病
む
。

小
民
は
銀
を
得
る
も
費
に
耗つ

ひ

へ
、
課
を
滿
た
す
こ
と
難
し
と
爲
す
。
其
の
後
、
利
は
典
商
に
歸
し
、
日
復
た
一
日
と
、
逋
負
は
益
々
積
み

て
、
佃
丁
も
又
た
病
む
。
兩
者
交こ

も
ごも
病
み
て
、
廩り
ん
ゆ庾
焉
い
づ
く
ん

ぞ
匱と
ぼ

し
か
ざ
る
を
得
ん
や
。
閭り
ょ

閻え
ん

焉
ぞ
貧
し
か
ざ
る
を
得
ん
や
。

論
に
曰
く
。
冠
は
敝や

ぶ

る
と
雖
も
、
苴
履
を
以
て
す
る
弗な

し
。
余
の
里
の
薦
紳
は
、
多
く
は
逡
巡
自
好
し
、
其
の
愿げ
ん

民み
ん

に
在
り
て
は
田
里
に

安
ん
じ
、
亦
た
跬き

步ほ

も
出
で
ず
。
獨
り
奸か
ん

甿ば
う

の
み
雕て
う

悍か
ん

に
し
て
、
近
ご
ろ
踵あ
ひ
つぎ
て
苕
閒
に
亂
萌
し
、
皆
な
訟
を
以
て
市
を
爲
さ
ん
と
思
ひ
、

吿こ
く

訐け
つ

す
る
こ
と
風
を
成
す
。
士
大
夫
は
翕
肩
累
足
、
萬
石
の
家
を
以
て
す
る
と
雖
も
、
醇
謹
に
し
て
猶
ほ
掛
り
を
虞お
そ

る
。

③ 

語 

釈 

〈
治
穀
米
〉
穀
は
籾
米
。
普
通
は
、
玄
米
＝
糙
米
の
状
態
で
保
存
す
る
。　
〈
備
春
作
〉
お
そ
ら
く
嘉
靖
年
間
か
ら
江
南
デ
ル
タ
の
小
農
民
家
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族
の
一
年
の
生
計
は
、
農
業
だ
け
で
は
充
足
で
き
ず
、
農
閑
に
は
必
死
で
家
内
手
工
業
を
営
み
、
貨
幣
を
入
手
し
、
食
米
（
長
江
中
流
域
か

ら
来
る
早
場
米
の
秈
米
＝
イ
ン
デ
ィ
カ
）
を
購
入
し
て
い
た
。
二
月
、
春
耕
や
苗
代
な
ど
農
繁
期
に
入
る
と
、
十
分
な
時
間
を
手
工
業
に
割
け

ぬ
。
そ
の
時
の
食
米
に
、
自
家
産
の
粳
米
＝
ジ
ャ
ポ
ニ
カ
を
備
蓄
し
て
お
く
。　
〈
歉
收
〉
不
作
、
凶
作
。　
〈
日
者
〉
先
頃
。
な
お
占
い
師

の
意
味
も
あ
る
。　
〈
米
典
〉「
典
」
質
屋
。
米
を
質
受
け
す
る
典
商
。　
〈
稱
貸
〉
食
糧
・
貨
幣
な
ど
の
貸
借
。　
〈
苕
上
〉
湖
州
の
雅
称
（
7
）。

　
〈
廩
庾
〉・〈
閭
閻
〉「
廩
庾
」
は
倉
庫
。「
閭
閻
」
は
庶
民
の
居
住
区
域
。
筆
者
は
、
前
者
を
国
家
財
政
、
後
者
を
民
間
経
済
と
理
解
し
た
。

前
者
を
地
主
の
、
後
者
を
小
作
の
、
と
す
る
解
釈
が
有
る
が
、
不
同
意
。　
〈
冠
雖
敝
、
弗
以
苴
履
〉『
漢
書
』
賈
誼
伝
に
み
え
る
。「
苴

（
シ
ョ
）」
は
「
履
（
く
つ
）」
の
中
敷
き
の
こ
と
。　
〈
自
好
〉
自
重
、
自
愛
。　
〈
薦
紳
〉
郷
紳
（
8
）。　
〈
愿
民
〉
善
良
質
朴
な
民
。　
〈
跬
步
〉

片
足
。　
〈
奸
甿
〉
悪
賢
い
農
民
。　
〈
雕
悍
〉
鷲
の
よ
う
に
荒
々
し
い
。　
〈
苕
閒
〉
湖
州
府
東
部
。「
苕
上
」
参
照
。　
〈
翕
肩
累
足
〉「
翕
肩
」

は
、
お
び
え
て
肩
を
す
ぼ
め
る
さ
ま
。「
累
足
」
は
、
立
っ
た
ま
ま
脚
を
前
後
に
か
さ
ね
、
お
び
え
る
さ
ま
を
い
う
。

④ 

和 

訳

　
〔
農
事
暦
〕
一
〇
月
、
収
穫
し
た
米
を
調
製
し
、
小
作
料
を
〔
籾
米
で
〕
納
入
す
る
。

　

昔
は
、
収
穫
し
た
米
の
脱
穀
調
製
が
終
わ
り
、
麥
蒔
き
も
終
わ
れ
ば
、
富
農
は
高た

か

廩く
ら

・
蓋あ
な

藏ぐ
ら

に
少
し
は
貯
え
が
で
き
、
租
税
を
お
上
に

納
入
し
、
小
作
農
は
年
貢
を
地
主
に
納
め
、
餘
り
を
貯
え
て
、
も
っ
て
春
の
農
事
に
備
え
た
。
嬉
々
と
し
て
い
た
。

　

最
近
は
、〔
収
穫
が
終
わ
る
と
〕
富
裕
な
商
人
が
〔
外
地
か
ら
農
村
に
〕
や
っ
て
き
て
、
米
の
質
屋
を
開
設
す
る
。
小
作
人
は
、
上
等
の

米
を
質
入
れ
し
、
銀
を
入
手
す
る
（
9
）。
年
貢
に
は
、
こ
と
さ
ら
に
中
等
・
下
等
な
米
を
充
て
、
豊
年
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
不
作
と
申
し

立
て
、
ぐ
ず
ぐ
ず
滞
納
す
る
。

　

最
近
、
湖
州
地
方
の
悪
い
輩
は
、
団
結
し
て
盟
約
し
、
小
作
人
が
地
主
に
年
貢
を
納
め
る
の
を
禁
止
し
た
。
や
や
下
火
に
な
っ
た
よ
う

だ
が
、
ど
う
も
徐
々
に
風
潮
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

　

県
官
の
租
税
の
督
促
は
き
わ
め
て
厳
し
い
が
、〔
本
来
、
収
め
た
小
作
米
を
売
っ
て
銀
に
替
え
納
税
す
る
の
だ
が
、
な
ん
せ
小
作
か
ら
年
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貢
が
入
っ
て
こ
な
い
の
で
〕、
県
衙
に
佃
租
滞
納
を
告
発
し
て
も
、
あ
る
い
は
不
問
に
放
置
す
る
。
や
む
を
得
な
い
、
借
金
し
て
お
上
に
納

税
し
、
お
か
げ
で
地
主
は
疲
弊
す
る
。
一
方
、
小
作
は
銀
を
入
手
し
た
も
の
の
、〔
手
工
業
に
必
要
な
原
材
料
の
購
入
な
ど
に
〕
費
消
し
て

し
ま
い
〔
製
品
も
コ
ス
ト
を
充
た
す
十
分
な
値
段
で
売
れ
る
と
は
限
ら
ず
〕、
到
底
、
年
貢
納
入
を
果
た
す
こ
と
な
ど
で
き
な
く
な
る
。
や

が
て
典
商
へ
の
利
子
も
積
み
重
な
り
、
結
局
、
利
益
は
典
商
の
懐
に
入
っ
て
し
ま
い
、〔
年
貢
の
〕
滞
納
は
ま
す
ま
す
積
み
重
な
り
、
小
作

人
も
疲
弊
す
る
。
主
佃
両
者
が
疲
弊
し
た
。〔
租
税
が
入
ら
ぬ
〕
国
家
財
政
が
乏
し
く
な
ら
ぬ
は
ず
が
な
く
、〔
収
入
が
断
た
れ
た
〕
民
間

の
経
済
が
貧
し
く
な
ら
ぬ
は
ず
が
な
い
。

　

黃
洪
憲
の
意
見
。
古
来
、「
冠
は
破
れ
て
し
ま
っ
て
も
、
靴
の
中
敷
き
に
は
し
な
い
」
と
の
諺
が
あ
る
（
こ
こ
で
の
冠
は
郷
紳
の
比
喩
）。
我

が
地
方
の
郷
紳
は
、
皆
慎
重
に
自
愛
し
、〔
威
勢
を
世
間
に
示
す
よ
う
な
こ
と
は
し
て
い
な
い
〕。
善
良
質
朴
な
農
民
も
、
故
里
に
安
居
楽

業
し
て
お
り
、
片
足
た
り
と
て
外
に
出
張
ろ
う
な
ど
考
え
て
い
な
い
。
ひ
と
り
た
だ
悪
賢
い
農
民
の
輩
の
み
、
猛
々
し
く
振
舞
っ
て
い
る
。

最
近
、〔
隣
境
の
〕
湖
州
東
部
で
民
乱
が
兆
し
、
訴
訟
で
一
儲
け
し
よ
う
と
〔
郷
紳
を
〕
告
訴
す
る
の
が
風
潮
と
な
っ
た
（
10
）。
郷
紳
た
ち

は
身
を
す
く
め
、
豪
富
で
あ
り
な
が
ら
、
関
わ
り
合
い
に
な
ら
ぬ
よ
う
、
謹
慎
し
て
い
る
状
況
で
あ
る
。

【
解
説
】

　

社
会
史
・
経
済
史
の
眼
か
ら
見
た
細
か
い
分
析
は
別
稿
に
譲
る
が
、
注
目
す
べ
き
点
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
お
こ
う
。

　

第
一
に
、
こ
の
文
章
は
、
嘉
興
と
は
至
近
の
隣
境
で
、
し
か
も
黃
洪
憲
の
直
接
の
姻
親
に
関
わ
っ
て
発
生
し
た
、
明
末
の
「
董
氏
の
変
」

と
深
く
連
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

第
二
に
、
郷
紳
黃
洪
憲
は
こ
れ
を
綴
る
こ
と
で
、
誰
へ
の
恨
み
、
怒
り
を
語
っ
た
か
。
何
よ
り
も
筆
頭
は
、
米
穀
が
手
中
に
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
佃
租
を
意
識
的
・
組
織
的
、
そ
し
て
恒
常
的
に
滞
納
す
る
佃
農
で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。
従
来
の
先
学
は
、

そ
れ
以
上
多
く
を
語
ら
な
い
。
し
か
し
、
丹
念
に
読
む
と
、
さ
ら
に
洪
憲
の
興
味
深
い
思
念
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
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彼
は
、
佃
農
の
次
に
、
欠
租
・
抗
租
の
訴
求
に
対
し
、
な
ん
ら
措
置
を
取
ら
ぬ
官
憲
＝
県
衙
に
怒
り
を
向
け
る
。
本
来
は
、
江
南
デ
ル

タ
の
財
富
の
源
泉
は
、
地
主
の
資
産
と
農
民
の
労
働
に
あ
る
。
そ
れ
ら
が
産
み
生
し
た
財
貨
は
ど
の
よ
う
に
転
移
す
る
の
か
。
本
地
の
地

主
と
佃
戸
の
い
ず
れ
で
も
、
さ
ら
に
は
国
家
で
も
な
い
。
落
着
先
は
、
外
地
か
ら
や
っ
て
来
て
、〔
江
南
デ
ル
タ
の
商
業
化
よ
り
は
る
か
な

昔
に
設
定
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
新
興
の
松
江
棉
業
の
富
を
捕
捉
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
、
祖
制
の
商
税
体
系
の
下
、
厖
大
な
利
益
を
〕
故

郷
に
持
ち
去
る
「
徽
商
」
で
あ
る
。
彼
ら
へ
の
憤
懣
は
大
き
い
。

　

第
三
に
、
欠
租
の
法
的
処
理
の
問
題
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
唐
律
に
淵
源
す
る
『
明
律
』
に
、「
佃
戸
」
と
い
う
概
念
・
範
疇
は
存
在
し
な

い
。
も
し
小
作
の
反
抗
が
暴
動
と
い
う
形
を
と
れ
ば
〔
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
佃
変
と
呼
ば
れ
た
〕、
刑
事
事
件
と
し
て
処
理
で
き
た
。
し

か
し
な
が
ら
暴
力
を
伴
わ
ぬ
欠
租
・
抗
租
は
、
処
分
し
よ
う
に
も
、「
法
の
加
ふ
べ
き
な
し
」（
前
節
『
雲
間
讞
略
』
に
出
現
）
と
い
う
の
が

現
状
で
あ
る
。

　

地
方
官
衙
は
、
な
ん
と
か
知
恵
を
絞
り
、
他
人
の
作
物
を
刈
り
取
る
「
搶
禾
」
例
を
あ
て
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
巡
按
御
史
が
そ
れ
を

否
定
す
る
事
態
も
起
こ
っ
て
い
る
（［
濵
島
一
九
八
二
］
五
五
七
～
五
五
八
頁
）。「
不
應
爲
」
律
を
適
用
し
た
例
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
元

来
、
国
制
に
「
佃
戸
」
が
想
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
地
主
の
訴
願
を
受
け
た
知
県
・
県
衙
も
、「
或
い
は
置
き
て
問
は
ず
」、
つ
ま

り
全
部
を
無
視
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
放
置
さ
れ
る
場
合
も
少
な
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

欠
租
・
抗
租
の
盛
行
は
、
明
代
後
期
、
江
南
デ
ル
タ
と
福
建
で
始
ま
っ
た
現
象
で
あ
っ
た
。
両
者
は
、
農
地
開
発
が
飽
和
状
態
に
な
り
、

人
口
圧
力
が
生
じ
、
出
口
と
し
て
商
業
化
が
選
択
さ
れ
た
と
い
う
共
通
点
を
持
つ
。
特
に
江
南
デ
ル
タ
の
場
合
、
商
業
化
と
い
う
社
会
変

動
の
な
か
で
、
在
村
地
主
が
激
減
し
、
地
主
の
多
く
は
城
居
（
都
市
居
住
）
す
る
こ
と
を
選
ん
で
い
た
。

　

農
民
と
居
住
空
間
を
共
有
し
、
村
落
で
生
活
し
て
い
た
以
前
の
地
主
は
、
も
し
欠
租
な
ど
あ
れ
ば
家
人
＝
奴
僕
を
差
し
遣
わ
し
て
縛
り

上
げ
、
連
行
し
て
く
る
と
い
う
一
種
の
自
力
救
済
で
処
理
し
て
い
た
（［
濵
島
二
〇
〇
一
］）。
本
稿
第
一
節
『
皇
明
條
法
事
類
纂
』
で
附
言

し
た
よ
う
に
、『
教
民
榜
文
』
は
、
こ
の
よ
う
な
在
村
地
主
階
層
に
、
事
実
上
の
裁
判
・
行
刑
権
を
付
与
し
て
い
た
。『
明
律
』
に
欠
租
・
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抗
租
を
取
締
ま
る
規
範
を
欠
い
て
い
て
も
、
事
実
上
、
支
障
は
な
か
っ
た
。

　

問
題
は
、
地
主
が
城
居
化
し
、
郷
村
の
自
力
救
済
能
力
が
失
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
多
く
の
民
事
訴
訟
に
混
じ
っ
て
、
地
主
か
ら
県
衙

へ
の
訴
願
が
増
加
し
た
。
新
た
に
出
現
し
た
、
非
定
制
の
拘
禁
施
設
の
「
舗
」
に
収
容
さ
れ
た
被
告
の
多
く
は
、
納
租
や
債
務
不
履
行
の

小
作
で
あ
っ
た
と
い
う
、
時
人
に
よ
る
指
摘
も
あ
る
（［
濵
島
一
九
八
二
］
五
六
〇
頁
）。
よ
う
や
く
、
雍
正
五
年
（
一
七
二
七
）
に
な
っ
て
、

『
大
清
律
例
』
刑
律
・
闘
殴
「
威
力
制
縛
人
」
条
の
律
例
と
し
て
、
佃
租
を
抗
欠
す
る
佃
農
を
処
罰
し
、
追
徴
す
る
規
範
が
、
国
家
の
通
制

と
し
て
出
現
し
た
。
黃
洪
憲
の
苦
渋
に
満
ち
た
記
述
か
ら
、
一
世
紀
半
が
経
過
し
た
後
の
こ
と
で
あ
る
。

　

な
お
、
欠
租
の
禁
令
が
不
法
監
禁
罪
に
当
た
る
「
威
力
制
縛
人
」
律
の
律
例
と
し
て
制
定
さ
れ
た
の
は
、
前
述
し
た
江
南
デ
ル
タ
で
地

主
た
ち
が
行
使
し
て
い
た
よ
う
な
自
力
救
済
現
象
を
反
映
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
経
君
健
氏
は
、
こ
の
条
例
が
、
初
め
、
私
宅
に
佃
農
を
拘

禁
し
、
私
刑
を
加
え
る
郷
紳
地
主
の
行
為
を
禁
じ
よ
う
、
と
い
う
河
南
巡
撫
田
文
鏡
の
上
奏
に
対
し
、
雍
正
皇
帝
の
「
虐
待
す
る
地
主
も

悪
い
が
、
佃
租
を
抗
欠
す
る
佃
農
も
よ
く
な
い
」
と
の
批
を
受
け
て
、
改
め
て
条
例
末
尾
に
附
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
実
証
し
た
。

明
末
か
ら
清
代
前
期
ま
で
の
、
王
朝
権
力
の
欠
租
・
抗
租
に
対
す
る
法
的
措
置
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
江
南
デ
ル
タ
と
並
ん
で
抗
租
が
盛

ん
で
あ
っ
た
福
建
の
研
究
が
あ
る
（［
三
木
二
〇
〇
二
］）。

　

全
く
法
制
史
料
の
範
疇
に
属
さ
な
い
か
に
み
え
る
方
志
の
記
事
も
、
行
間
を
た
ど
れ
ば
、
律
例
の
成
立
・
運
用
に
か
か
わ
る
、
あ
る
い

は
そ
こ
に
入
り
込
む
た
め
の
情
報
を
わ
ず
か
な
が
ら
提
供
し
て
く
れ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

註（
7
）	

湖
州
西
方
に
は
、
西
の
天
目
山
系
か
ら
流
出
し
、
東
・
北
流
し
て
湖
州
城
北
で
合
流
し
、
太
湖
に
注
ぐ
、
東
西
二
条
の
苕
渓
と
い
う
河
流
が
あ
る
。

ち
な
み
に
、「
渓
」
と
は
、
か
な
り
の
斜
度
を
も
つ
自
然
河
川
で
あ
り
、
江
南
デ
ル
タ
低
地
部
で
は
全
く
見
ら
れ
ぬ
地
形
名
称
で
あ
る
。
初
め
て
こ
の
史

料
を
紹
介
し
た
藤
井
宏
氏
は
「
苕
渓
」
の
上
流
域
と
訳
し
た
。
開
発
が
ま
だ
デ
ル
タ
低
地
に
十
分
に
下
り
き
っ
て
い
な
い
宋
代
な
ら
、
そ
の
解
釈
が
、
あ
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る
い
は
妥
当
す
る
や
も
し
れ
ぬ
。
し
か
し
す
で
に
一
六
・
一
七
世
紀
、
万
暦
年
間
で
あ
る
。
上
流
地
域
は
、
す
で
に
開
発
か
ら
外
れ
た
貧
困
地
域
に
な
っ

て
い
た
。
こ
こ
は
、「
苕
渓
の
畔
」
と
訳
す
べ
き
で
あ
る
。
事
実
、
湖
州
最
東
部
に
位
置
し
、
苕
渓
と
は
地
理
的
に
全
く
無
縁
の
南
潯
鎮
出
身
で
、
家
居

し
て
い
た
郷
紳
、
朱
國
楨
（
字
は
平
涵
）
を
「
苕
上
朱
平
涵
先
生
」
と
表
現
す
る
史
料
も
あ
る
（［
濵
島
一
九
八
二
］
三
〇
七
頁
）。
湖
州
、
さ
ら
に
は
苕

渓
は
い
う
に
及
ば
ず
、
湖
州
府
城
と
も
関
わ
り
な
き
、
湖
州
東
部
の
最
先
進
地
域
を
指
し
て
い
る
。

（
8
）	

郷
紳
あ
る
い
は
搢
紳
と
も
い
う
。
科
挙
な
ど
各
種
ル
ー
ト
で
官
僚
身
分
を
獲
得
し
た
人
々
を
、
宋
代
以
降
、「
士
大
夫
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
し

か
し
、
明
代
後
期
、
お
お
む
ね
嘉
靖
後
期
か
ら
、
江
南
デ
ル
タ
を
先
頭
に
、「
郷
紳
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
が
や
が
て
全
国
に
拡
が
り
、
清
代
に

は
国
家
の
法
令
に
も
用
い
ら
れ
る
法
制
上
の
概
念
と
も
な
っ
た
。
ど
の
範
囲
を
郷
紳
と
呼
ぶ
か
に
つ
い
て
は
、
地
域
差
は
大
き
い
。
こ
の
史
料
の
舞
台
、

江
南
デ
ル
タ
で
は
、
お
お
よ
そ
、
進
士
・
挙
人
、
及
び
貢
生
か
ら
出
仕
し
た
官
僚
ま
で
が
含
ま
れ
た
よ
う
で
あ
る
（［
濵
島
二
〇
〇
一
］）。

（
9
）	

な
ぜ
に
、
佃
農
た
ち
の
米
穀
質し
ち

押い
れ

、
銀
両
入
手
、
銀
両
費
消
と
い
う
経
過
が
展
開
す
る
の
か
。
江
南
デ
ル
タ
の
商
業
化
の
核
心
部
分
の
一
つ
、
佃
農

な
ど
小
農
民
家
族
が
従
事
す
る
、
家
内
手
工
業
が
こ
の
よ
う
な
事
態
を
形
成
さ
せ
た
。
家
内
手
工
業
は
、
経
営
面
積
の
過
少
に
苦
し
む
小
農
民
家
族
が
、

一
年
間
の
家
計
の
サ
イ
ク
ル
を
成
立
さ
せ
る
不
可
欠
の
一
環
を
成
し
て
い
た
。
小
山
正
明
氏
が
乾
隆
『
錫
金
識
小
録
』
を
用
い
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
家

計
状
況
と
、
佃
租
の
未
納
の
関
係
を
初
め
て
解
き
明
か
し
た
。
器
具
・
原
料
・
材
料
、
そ
し
て
そ
の
間
の
食
米
購
入
に
は
、
原
銀
が
ど
う
し
て
も
必
要

だ
っ
た
の
で
あ
る
（［
小
山
一
九
五
八
］）。

（
10
）	

文
中
に
「
苕
上
」「
苕
閒
」、
つ
ま
り
北
西
方
に
隣
接
す
る
湖
州
府
（
帰
安
県
・
烏
程
県
）
の
小
民
の
不
穏
な
動
き
が
繰
り
返
し
注
目
さ
れ
て
い
る
。

浙
江
省
と
は
い
え
、
湖
州
東
部
に
位
置
し
江
蘇
省
に
近
く
、
黃
洪
憲
の
嘉
興
府
城
か
ら
も
直
線
距
離
二
〇
数
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
（
き
わ
め
て
平
坦
な
水
郷
地

帯
で
、
遮
る
山
や
丘
は
全
く
無
い
）
の
隣
境
に
、
大
鎮
南
潯
が
あ
る
。
そ
こ
に
董
氏
と
い
う
進
士
を
三
代
連
続
し
て
出
し
た
郷
紳
家
族
が
住
ん
で
い
た
。

初
め
て
進
士
に
合
格
し
、
高
官
礼
部
尚
書
に
ま
で
昇
っ
た
董
份
は
、
そ
の
奴
僕
が
世
間
に
横
行
し
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
で
膨
大
な
土
地
を
集
積
し
て
い
た
。

元
来
は
庶
民
出
自
の
義
官
と
、
堂
々
た
る
郷
紳
の
差
異
は
あ
れ
、
奴
僕
も
関
与
す
る
強
引
な
土
地
集
積
は
、
既
に
本
稿
で
紹
介
し
た
『
皇
明
條
法
事
類

纂
』
の
記
事
を
連
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
万
暦
二
〇
年
（
一
五
九
二
）
前
後
、
つ
い
に
民
衆
の
不
満
が
爆
発
し
、
打
ち
壊
し
が
発
生
し
た
。
よ
り
開

明
派
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
孫
の
進
士
董
嗣
成
の
祖
父
へ
の
諫
め
も
発
端
と
な
っ
て
、
土
地
返
還
・
回
贖
を
求
め
る
多
数
の
訴
訟
が
起
こ
さ
れ
た
。
従
来
、

何
人
も
指
摘
し
て
い
な
い
が
、
黃
洪
憲
の
孫
の
生
員
黃
申
錫
の
妻
は
、
何
と
董
嗣
成
の
娘
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
黃
洪
憲
の
家
系
を
探
る
う
ち
に
発
見
し
た
。

隣
接
し
て
遮
る
も
の
な
き
苕
上
＝
南
潯
鎮
の
小
民
の
暴
動
・
興
訟
は
、
黃
洪
憲
家
に
と
っ
て
も
、
文
字
通
り
他
人
事
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
董
氏
の

変
に
つ
い
て
は
、［
佐
伯
一
九
五
七
］
参
照
）。
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